
  
 

Ⅱ 平成 20 年度の取組における具体的事例 

平成 20 年度の取組において、評価結果の妥当性を確認するため事実関係の把握・整

理を行い、その結果、評価に関する事実関係が明らかにされた事例 45 件（注）は、以

下のとおりである。 

 

（注）一つの事例が複数の「疑問の類型」に該当するものがあり、「疑問の類型」ごとにそれぞれカウントした場合

の事例数は、延べ 49 件となる。 

 

 

【概要（総務省において生じた疑問の類型による分類）】 

 

１ 公共事業 

 

（１）便益算定の前提となる需要予測の妥当性に疑義があるもの 

 

事例１－１ 水道水源開発施設整備事業（砂子沢ダム）（秋田県）〔厚生労働省公

共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 将来の水需要予測を行うに当たって、

平成 17 年度の給水人口 5,343 人は、目標

年の34年度には4,730人に減少するにも

かかわらず、一日当たり需要水量は 17

年度実績の2.3倍に当たる3,403㎥/日に

まで増加すると予測している。評価書で

は「町の工業団地計画などで給水量の増

加が見込まれる」としているが、現段階

で具体的な町の工業団地計画の存在は確

認できない。過大に水需要予測を行って

いるのではないか。 

 

 

・ 水需要の増加を見込む根拠（専用水道か

ら上水道への転換、小坂工業団地への企業

誘致等）が明らかになった。 

・ 工業団地基本計画については平成 22 年

度までの策定を目指して小坂町で検討が

行われていること、また、工業団地の需要

水量（875 ㎥/日）の推計方法については

近隣の工業団地の１㎡当たり使用水量実

績（3.2L/㎡・日）と分譲面積を基に算出

していることなど、一定の根拠が明らかに

なった。 

・ 総務省としては、今後、工業団地基本計

画の策定状況及び使用水量の推移につい

て注視していく。 
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事例１－２ 水道水源開発施設整備事業（増田川ダム）（群馬県）〔厚生労働省公

共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 将来の水需要予測を行うに当たって、

安中市の給水人口は今後減少していくと

予測しているにもかかわらず、供給水量

は将来的に 5,000 ㎥／日不足すると予測

しているが、その算出根拠は評価書上不

明である。 

 

・ 需要水量の主な増加要因は工業団地への

企業進出による工場用水使用量の増加で

あり、進出予定企業の業種や進出時期及び

工業団地の使用見込み水量（2,938 ㎥／

日）の推計方法（安中市の既存の工業用地

の１㎡当たり使用水量実績（0.01286 ㎥／

日／㎡）に企業進出予定の敷地面積

（228,428 ㎡）を乗じる方法）など具体的

な根拠が明らかにされた。 

 

・ なお、本件の水需要予測の前提となる増田川ダム建設計画については、今後、群馬県

公共事業再評価委員会において再評価が行われることが予定されており、その結果を踏

まえて増田川ダム建設計画が見直される可能性があることから、改めて評価を行うこと

を検討する必要があると考える。総務省としても今後の動向を引き続き注視していく。

 

 

事例１－３ 水道水源開発施設整備事業（胆沢ダム）（岩手県）〔厚生労働省公共

事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 当事業の便益として、ダム開発を行わ

なかった場合の渇水被害額約 2.3 兆円を

計上しており、この結果、費用便益比が

58.49 と、他の水道水源開発施設整備事

業と比較してもかなり高い数値となって

いる。平成７年以降、水道事業に係る渇

水被害の実績が見られないことにかんが

みると、この便益額約 2.3 兆円は過大に

算出されているのではないか。 

・ 便益が高い数値となっているのは、主と

して既存の自己水源からダムへの大規模

な水源転換によるものであることが確認

され、また、水源転換が必要な理由（大腸

菌の検出、取水の安定性低下等）が具体的

に明らかにされた。 
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事例１－４ 熱海港海岸海岸環境整備事業（静岡県）〔国土交通省公共事業再評

価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 多賀地区における海水浴客推計のうち、

長浜海水浴場（多賀地区）の入れ込み客

数は、過去５年間、18,700 人（平成 14

年）、9,860 人（15 年）、25,109 人（16

年）、27,955 人（17 年）、28,019 人（18

年）であり、ピーク時（２年）の 115,320

人に比べて大きく減少傾向にあることか

ら、海水浴客を 100,000 人とする推計は

過大ではないか。 

 

 

・ 多賀地区の海水浴場は、平成５年の事業

開始前に 115,320 人（平成 2年）～89,095

人（４年）の海水浴客数の実績がありま

した。事業開始後から行われている海水

浴場の利用制限に伴い海水浴客数が減少

したが、現在は、全体供用時（57,000 ㎡）

の半分の海浜が概成し、駐車場も一部供

用された結果、海水浴客数は32,190人（平

成 19 年）、36,919 人（平成 20 年）と増

加傾向にあり、今後は、事業の進捗に伴

い人工海浜の利用範囲が拡大し、海浜に

付帯する駐車場等が整備されることで、

海水浴客数の大幅な増加が見込まれると

の認識が示された。 

将来の海水浴客数については、伊豆半島

における海水浴場の砂浜面積と平成 18 年

度から過去５年間の海水浴客数の実績値

を回帰分析した結果を基に、全体供用時に

は 100,000 人の来訪者が見込まれると推

計していることが確認された。 
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（２）便益算定に際しての評価方法の妥当性に疑義があるもの 

 

事例１－５ 揖保川水系直轄総合水系環境整備事業（兵庫県）〔国土交通省公共

事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 昭和 51 年度から平成７年度までの各年

度の事業費について、現在価値化されて

いない。 

・ ＴＣＭ（旅行費用法）による便益の算

定について、自動車等の燃費代を算定す

るに当たって、１台の自動車等に複数人

が乗車して整備箇所に訪れている場合が

想定されることから、自動車等台数を用

いて算定すべきであるところ、自動車等

利用者数を用いて算定している。 

・ 上記のことから、適切な費用対効果分

析を行うためにも、適切な算定方法を用

いて事業費や旅行費用を算定した上で、

再度評価を行うべきではないか。 

・ 評価に当たって、費用対効果の算定が適

切に行われていなかった点について、費用

対効果の算定方法について既に再検討を

行っており、再度評価が行われる予定。 

 

 

事例１－６ 今治港富田地区多目的国際ターミナル整備事業（愛媛県）〔国土交

通省公共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 外貿コンテナの輸送コスト削減便益の

算出過程において、輸送経路の一部であ

る国内の港間の輸送コストのみで比較し

ているが、輸送経路全体である海外の仕

向け・仕出し港から今治港等への輸送コ

ストを比較すべきではないか。 

 

 

・ 本事業評価における国内港から国外港間

の輸送については、with 時の方がより国

外港に近く、過大な評価となっていないこ

とが自明であり、かつ航行日数がほぼ同じ

であり輸送コストの差がほとんど無いた

め、便益計算としては省略したとの認識が

示された。 

また、輸送コストを試算したところ、国

内港から国外港間の輸送について年間約

200 万円程度の便益が発生し、費用便益分

析を行った場合でも、費用便益比率は 2.6

と変わらないことが確認された。 
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事例１－７ 福山港一文字地区ボートパーク整備事業（広島県）〔国土交通省公

共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本評価において、CVM の支払意思額を

決定する際アンケート調査を実施せず、

他地区の支払意思額の平均値を用いてい

る。 

財政難等のやむを得ない事情によりア

ンケート調査を行うことができず、代替

手法として既存の類似事例を基に算出し

た便益原単位を用いて便益移転を行う場

合であっても、当該事例各地区の年齢、

性別、収入等の属性と評価対象地区の属

性に一定の類似性が認められることが必

要ではないか。 

 

 

・ CVMの支払意思額を決定する際において

は、アンケート調査を実施することが基本

であるが、本評価を行うにあたっては、財

政難によりアンケートの調査費用を捻出

することができなかった。 

  よって便益移転の手法を用いて、類似事

業の既往のアンケート調査結果により計

測された便益原単位等を活用して便益を

計測した。その際、年齢等についての属性

は、人口規模により一定の類似性があるこ

とから、今回の評価に関しては人口規模に

よって類似性を確認している。 

・ 今後も同様の手法を行う場合には、当該

事例各地区の年齢等の属性と評価対象地

区の属性に一定の類似性があることを確

認した上で評価を行う旨の認識が示され

た。 
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事例１－８ 羽生水郷公園整備事業（埼玉県）〔国土交通省公共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 「大規模公園費用対効果分析手法マニ

ュアル」では供用年度から 50 年間をプロ

ジェクトライフとして便益と費用を計上

するとされているにもかかわらず、当初

開園時の昭和 56 年から、整備完了から

50年後となる平成76年までの83年間の

便益を計上しており、便益が過大に算定

されているおそれがあるのではないか。

・ 費用便益比の算定が適切に行われていな

かった点について、「大規模公園費用対効

果分析手法マニュアル」で示されたプロジ

ェクトライフの考え方に基づき、平成 21

年度中に再度評価が行われる。 

 

 

 

事例１－９ 金沢城北市民運動公園整備事業（石川県）〔国土交通省公共事業再

評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

公園内の野球場及びサッカー場の入場料

収入をそのまま直接利用便益として計上し

ているが、その便益の算定方法について、

以下の疑問がある。 

・ 平成 16 年度から 27 年度までの入場料

収益は線形補完を用いて経年で増加する

と推計しているが、16 年度から 18 年度

までの野球場・サッカー場の入場者数の

実績は、収容可能人数が不足していると

いう状態ではないため、施設を増設して

も入場料収益は増加しないのではない

か。 

・ 入場料を便益として計上する場合には、

試合の運営コストなども費用として計上

すべきではないか。 

 

 

 

 

 

・ 平成 16 年度の部分供用以降も、公園施

設が拡張され、より魅力的な試合を誘致で

きるようになるため、野球場・サッカー場

の入場者数は増加すると想定し、部分供用

時と全体供用時との間を線形補完し、便益

を算出していることが確認された。 

 

 

・ 本件における有料試合は、そのほとんど

がボランティア運営によるものであるこ

とから、今回は費用を計上していない。今

後、定期的・日常的にプロ野球等の有料試

合が開催されることが明らかな場合は、そ

の試合運営コストなども費用に計上する

旨の認識が示された。 
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事例１－10 金沢城北市民運動公園整備事業（石川県）〔国土交通省公共事業再

評価〕（再掲） 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 同一の公園が複数の評価書で競合公園

として設定されている場合、それぞれの

評価書で異なる魅力値（面積、施設等）

が多く用いられている。各公園の魅力値

を統一すべきではないか。 

・ 競合公園に係る施設規模情報について、

評価主体が共有できる方法を検討してい

るところであり、今後、実現を図っていく

旨の認識が示された。 

 

 

事例１－11 熊野灘臨海公園整備事業（三重県）〔国土交通省公共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 同一の公園が複数の評価書で競合公園

として設定されている場合、それぞれの

評価書で異なる魅力値（面積、施設等）

が多く用いられている。各公園の魅力値

を統一すべきではないか。 

・ 競合公園に係る施設規模情報について、

評価主体が共有できる方法を検討してい

るところであり、今後、実現を図っていく

旨の認識が示された。 
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（３）便益算定に用いられているデータ等の信頼性に疑義があるもの 

 

事例１－12 国営かんがい排水事業「香川用水土器川沿岸地区」（香川県）〔農林

水産省公共事業事前評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本事業の作物生産効果の算定に当たり、

水稲の「事業なかりせば」の単収の算定

に用いる陸稲の単収については、関係市

町村において作付の実績がないことか

ら、近傍地域である四国地方の農林水産

統計結果（農林水産省統計情報部）にお

ける直近５か年の陸稲の平均単収

124kg/10a を用いているが、直近５か年

の四国地方における陸稲の作付実績は、

１市（愛媛県新居浜市）における平成 14 

年度及び 15 年度の２か年分のみであ

り、単収の算出に十分なデータが用いら

れていないと考える。 

事前評価以降になされた本事業に係る

土地改良事業計画書の策定に当たって

は、近傍地域となる四国地方及び中国地

方の 105 市町村における農林水産統計

調査結果による５か年分のデータ（平均

単収 152kg/10a）を用いて効果算定内容

の精査等を行っていることから、本事業

の事前評価における陸稲の単収の算定に

当たっても、より広範囲における５か年

分の農林水産統計調査結果のデータを用

いるなど、十分なデータを用いた上で単

収を算定すべきではないか。 

・ 本事業の事前評価に用いた陸稲単収につ

いては、他の作物と同様に最近５か年の面

積加重平均単収を用いるとの考え方に基

づき、本地区が位置する四国地方の統計資

料により最近５か年に把握しうる２か年

分の数値が大きな変動のないものである

こと、異常気象年のものではないこと、過

去の実績からみて平均的な数値であるこ

とを確認した上で用いたものであること

が確認された。 

事前評価の実施に際しては、今後とも精

度の維持・向上に努める旨の認識が示され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 237 -



  
 

事例１－13 熱海港海岸海岸環境整備事業（静岡県）〔国土交通省公共事業再評

価〕（再掲） 

評価についての主な疑問点 確認結果 

本事業による駐車場整備により発生する

渋滞解消便益（走行時間短縮便益及び走行

経費短縮便益）の算出において、以下の疑

問がある。 

・ 事業実施後（With 時）の旅行速度につ

いて、駐車場が供用されていない平成 17

年度センサス値を基に、整備後の旅行速

度を 40km/時と設定しているのは適切で

はないのではないか。 

 

 

 

 

・ 事業実施前（Without 時）の「交通量

（台/日）」、「走行時間（分）」及び「走行

経費原単位（円/台・km）」について平成

11 年度センサス値のみを用いて設定し

ているが、交通量及び旅行速度はセンサ

スの時点ごとに増減を繰り返している

（注）ため、過去の傾向を踏まえて算出し

た値を使用すべきではないか。 
 
（注） 

≪道路交通センサス値の推移≫ 
 

 H17 年度 H11 年度 H9 年度 H6 年度 H2 年度

調査単位 
区間番号 

1063 1059 158 155 153 

平日 12 時間 
交通量(台/12h) 

15,385 15,352 16,883 15,915 14,823

平日混雑度 1.37 1.48 1.41 1.39 1.38

平日混雑時旅
行速度(㎞/h) 

43.6 34.0 38.6 42.5 38.2

 

 

 

 

・ 平成 17 年度センサスについては、本事

業の一部である人工海浜背後の造成が一

部完成し、駐車スペースが確保されてお

り、事業の効果が含まれているものである

ことが確認された。なお、「走行時間短縮

便益」及び「走行経費減少便益」を算出す

る際に採用する事業後の旅行速度は、法定

速度を基に 40.0 ㎞/時と設定しているも

のである。 

・ 「走行時間短縮便益」及び「走行経費減

少便益」の便益算出に当たっては、平成

15 年の人工海浜暫定供用開始直前の道路

交通状況を反映したデータを取得する必

要があることから、平成 11 年度道路交通

センサス調査結果を用いて便益算出を行

うことが合理的な手法であるとの認識が

示された。 
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事例１－14 地域高規格道路 一般国道 23 号 豊橋バイパス（愛知県）〔国土交

通省公共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本事業の費用便益分析に係る公表資料

（様式－３①）において、豊橋バイパス

が整備された場合に交通量の転換が見込

まれる現道（国道 23 号）及び国道１号の

将来交通量については、平成 42 年時点の

交通量を推計するものであることから、

事業全体の場合と残事業の場合とで一致

するものと考えられるが、事業全体の交

通量に対して残事業の交通量が相対的に

少ないものとされているため、将来交通

量の推計が適切に行われていないのでは

ないかとの疑問がある。 

・ 将来交通量の推計自体は適正に行われて

いたところであるが、当該資料の表記に当

たっては、豊橋バイパス付近における走行

時間便益が出る区間のうち、整備の有無に

よる交通量の変化が最も大きい区間の交

通量を記載しているため、事業全体と残事

業では記載交通量が異なっていたことが

確認された。 
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事例１－15 一般国道 439 号 杓子バイパス第二工区（高知県）〔国土交通省公

共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本事業の計画交通量（杓子バイパス第

二工区及び当該バイパスと一体的に現道

（国道 439 号線）からの転換交通量を見

込んでいる町道轟崎つづら線の「整備あ

り」の場合の交通量）1,300 台/日につい

て、簡易手法を用いているため、事業区

間に並行する現道の平成 17 年道路交通

センサス値（413 台/日）のみを基に交通

量推計を行うべきと考えられるところ、

事業区間に並行する現道のセンサス値

（413 台/日）のほか、当該区間の南側の

区間のセンサス値（1,520 台/日）も加味

し、さらに、改良工事が進ちょくした他

の路線における交通量変化の伸び率

（1.35 倍）を用いていることから、便益

が過大なものになっているのではない

か。 

本事業の交通量推計において簡易手法

を用いるのであれば、本事業区間と並行

する現道区間のセンサス値 413 台/日に、

同区間のセンサス値の近年の傾向を踏ま

えて求めた交通量変化の伸び率を乗じて

交通量推計を行うべきではないか。  

・ 本事業の評価に当たっては、以下の考え

方をとっていることが確認された。 

① 当バイパスの現道は幅員 3.0m 程度と

狭いうえ、急カーブが連続する線形不良

区間である。このことから、杓子バイパ

ス第二工区が整備されれば、町道を経由

し四万十川中流域と下流域が結ばれ、交

通交流が考えられる。したがって、バイ

パス事業区間前後（413 台/日と 1,520

台/日）の２つのセンサス値の平均値を

当区間の持つ潜在交通量としている。 

② 伸び率については、近隣の国道 381

号の交通量の変化を基に算定した。これ

は、同国道が当バイパスと地形的条件が

同じ中山間地で、同じ補助国道であり、

同様に改良工事が進捗したものだから

である。したがって、より実態に近い将

来交通量を推計している。 

 

 

 

 

 

・ 本事業については、新たな交通需要や見

直された評価手法を踏まえる必要がある

こと等から、現在、評価実施に向けて取り

組んでおり、その結果が平成 21 年度中に

示された際に改めて確認することとする。
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事例１－16 里土地区画整理事業（埼玉県）〔国土交通省公共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本事業の街路整備効果に係る費用便益

比の算定に当たって、 

① 競合路線について、事業対象地区か

ら離れた位置にある路線が設定されて

いる一方で事業対象地区の近傍の路線

（国道 122 号等）は設定されていない

ほか、延長が計画路線の延長に比べて

長くなっている路線が見られる。 

② 計画路線について、整備完了後には

競合路線の交通量の大部分（東西路線

で約 95％、南北路線で約 83％）が計画

路線に転換するとの推計根拠が不明確

である。 

③ 評価の基準年次（平成 19 年）より前

に発生した街路建設費が適切に費用計

上されていないのではないか。 

以上のことから、費用便益比の算定が

不正確なものとなっているのではない

か。 

・ 費用便益比の算定が適切に行われていな

かった点について、平成 18 年度以前に発

生していた街路建設費を現在価値化して

計上した上で、21 年度末までに再度評価

が行われる。 

 

事例１－17 渋谷（南部地区）土地区画整理事業（神奈川県）〔国土交通省公共

事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本事業の街路整備効果に係る費用便益

比の算定に当たって、事業対象地区内の

都市計画道路７路線等のうち、一部が算

定対象とされていないことから費用便益

比の算定が不正確なものとなっているの

ではないか。 

・ 本事業の街路整備効果の費用便益比の

算定に加えて行われている土地区画整理

事業効果（地価上昇便益）の費用便益比

の算定に当たって、下水道整備による地

価上昇効果（便益）を見込んでいる一方

で、下水道整備に係る費用については計

上されておらず、費用便益比が過大なも

のとなっているのではないか。 

・ 街路整備効果に係る費用便益比の算定が

適切に行われていなかった点について、基

本事業費の対象となっている都市計画道

路すべてを対象に費用便益分析を行い、平

成 21 年度末までに再度評価が行われる。

 

・ 土地区画整理事業効果の費用便益比の算

定に当たって下水道整備に係る費用が計

上されていなかった点について、再評価の

一次的実施主体である地方公共団体に対

して、適切に是正が図られるよう助言して

いく旨の認識が示された。 
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事例１－18 名古屋市上志段味特定土地区画整理事業（愛知県）〔国土交通省公

共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本事業の街路整備効果に係る費用便益

比の算定に当たって、 

① 事業対象地区の都市計画道路８路線

のうち、一部の路線のみを対象として

いる。 

② 将来交通量の推計について、一部の

路線については転換交通量が発生し、

その他の路線は各路線の交通量につい

て整備の有無による交通量の変化はな

いとの推計結果についての具体的な推

計根拠が明らかにされていない。 

③ 平成 19 年度末時点の道路築造工事

の進捗率は 33％であるが、現在価値化

の基準年次及び道路の供用開始（便益

発生）年次を 15 年度とし、費用が 14

年度に全額一括計上されていることか

ら、前回評価時（平成 15 年３月）以降

の整備の進捗状況を踏まえた十分な見

直しが行われていないのではないか。

以上のことから、費用便益比の算定が

不正確なものとなっているのではない

か。 

・ 費用便益比の算定が適切に行われていな

かった点について、平成 21 年度末までに

再度評価が行われる。 

 

 

（４）マニュアルの適用の妥当性に疑義があるもの 

 

事例１－19 名護浦公園整備事業（沖縄県）〔国土交通省公共事業再評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 今回評価は、小規模公園マニュアルに

より評価を行っているが、名護浦公園は、

全体供用時面積 26.6ha の都市基幹公園

（総合公園）であるため、誘致圏の範囲

など便益算定の方法が異なる大規模公園

マニュアルにより評価を行うべきではな

いか。 

・ 費用対効果の算定が適切に行われていな

かった点について、平成 21 年度中に再度

評価が行われる。 
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２ 一般政策 

 

（１）目標の達成度合いが低調であるにもかかわらず、その原因分析が行われていない

と考えられるもの 

 

事例２－１ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理〔法務省実績評

価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 達成目標１の指標「判決により終了し

た本案訴訟の第１審のうち、審理期間が

２年以内であったものの率（以下「達成

率」という。）」の推移は、過去２年（18

年度、19 年度）は減少傾向にあるにもか

かわらず、評価書においては平成 20 年度

に達成率を 100％にするという目標の達

成に向けた現状分析を行わずに「有効性

の観点から一定の効果があった」として

いる。この結果を踏まえた今後の対応や

必要な措置が導かれるような評価を行う

べきではないか。 

・ 平成 20 年度評価において、実績評価方

式から総合評価方式に評価方式を変更す

ることになっているが、20 年度に達成率

を 100％にするという目標の達成状況に

ついても、データを収集し、数値化した上

で、分析、評価が行われる。 
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事例２－２ 保護観察対象者等の改善更生〔法務省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 達成目標１の指標１「覚せい剤事犯仮

釈放者の保護観察終了時成績「良好」の

占める割合」及び達成目標３の指標１「全

更生保護施設の保護率」の推移は、それ

ぞれ前年又は前年度と比べて減少してお

り目標を達成していないにもかかわら

ず、評価結果において、設定した指標と

は別の内容をもって「本施策は有効であ

った。」としているが、それぞれについて

あらかじめ設定した指標を達成できなか

った原因分析を行った上で評価結果を導

くべきではないか。 

・ 達成目標１の指標１については、平成

19 年における覚せい剤事犯仮釈放者の保

護観察終了時の状況を見ると、18 年に比

べ無職者数が増加しており、就業の状況

を始めとする生活基盤の不安定さが成績

「良好」の占める割合を減少させる要因

になっている等、前年と比べて減少した

原因分析が明らかとなった。 

・ 達成目標３の指標１については、更生保

護施設の入所者は、その約半数が仮釈放

者で占められており、平成 19 年において

は仮釈放となった者の人員が 18年に比べ

減少していること等、前年度と比べて減

少した原因分析が明らかとなった。 

・ 達成目標１及び達成目標３の指標１につ

いては、今後、達成目標が未達成だった場

合においても、その状況に関する分析・検

証が行われるとの認識が示された。 

 

 

事例２－３ 感染症の発生・まん延の防止を図ること〔厚生労働省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ あらかじめ設定した目標（「肝疾患診療

拠点病院の設置数（目標：47 都道府県／

平成 19 年度）」及び「肝炎対策協議会の

設置数（目標：47 都道府県／平成 19 年

度）」）を達成していないにもかかわらず、

評価指標の達成状況についての分析・検

証をせずに、「肝疾患診療の質が総じて向

上したと評価できる」という評価結果を

導いている。 

・ 目標を達成できなかった原因として、県

内に拠点病院候補が複数あって絞り込み

ができなかったことや、関係者と調整中で

あり合意に至っていないことが明らかに

なり、評価書に追記される。併せて、「肝

疾患診療の診療体制の整備状況は向上し

た」と評価結果が修正される。 
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   事例２－４ 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉

の向上を図ること〔厚生労働省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ あらかじめ設定した目標（「苦情受付件

数に占める解決件数の割合（目標：95%

以上／毎年度）」）を達成していない上、

平成 15 年度以降最も低い数値であるに

もかかわらず、その分析・検証を行わず

に、「16 年度から 18 年度までは 95%以上

と目標を達成しており、その有効性が認

められる」との評価結果を導いている。

・ 当省の指摘を受けて再集計したところ、

平成19年度実績値については95.1％であ

ったことが明らかになり、「平成 16 年度

から19年度までは95%以上と目標を達成

しており、その有効性が認められる」と評

価書が修正される。 

 

 

 

   事例２－５ 女性のがん緊急対策：女性のがん検診及び骨粗鬆症啓発普及等事業

費（女性のがん検診に関する普及啓発推進事業費、骨粗鬆症啓発普及

等事業費）〔厚生労働省事業評価（事後）〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 当該事業に係る指標のうち、「子宮がん

患者発見数」（目標 H17：3,100 人、

H18:3,200 人、H19:3,300 人）及び「子宮

がん受診者数」（目標：H17:390 万人、

H18:400 万人 H19:410 万人）は平成 17 年

度及び 18 年度とも目標値を下回り、かつ

15 年度以降年々減少してきており、「乳

がん受診者数（マンモグラフィ）」（目標

H17:100 万人、H18:170 万人、H19:200 万

人）も 18 年度において目標を達成してい

ないにもかかわらず、その分析・検証を

行わずに「本事業は有効である」との評

価結果を導いている。 

・ 評価書の記載に不明確な点が見られた

が、指標「乳がん受診者数（マンモグラフ

ィ）」、「子宮がん患者発見数」及び「子宮

がん受診者数」について目標を達成してい

ない原因として、①都道府県によっては乳

がん検診の普及啓発を重点的に実施し、子

宮がん検診の普及啓発が十分に実施され

なかったこと、②地域住民の子宮がん検診

に対する意識が低かったこと、③マンモグ

ラフィが平成 17 年度は 219 台を整備され

たのに対し、平成 18 年度は 181 台にとど

まったことなどが明らかになり、評価書に

追記される。 
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   事例２－６ 地域経済の活性化の推進（地域新規産業創造技術開発費補助事業

（補助）、新規産業創造技術開発費補助事業（補助））〔経済産業省実

績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 事前評価で設定した目標（事業化率（※）

35％を目指す。）について、平成 14 年度

から 16 年度にかけて事業化率が目標値

を下回っており、かつ減少傾向となって

いるが、堅調に推移しているとされてい

る。 

・ 平成 17 年度及び 18 年度の事業化率に

ついては、技術開発終了後３年が経過し

ていないことから、確定値ではなく、参

考的な扱いであるとして、その動向につ

いて分析が行われていない。 

・ 以上のことについて、分析を行った上

で、評価結果を導くべきではないか。 

 

※ 事業化率は、技術開発終了後３年以内の事業

化件数を技術開発終了件数で除したもの 

・ 平成 14 年度から 16 年度の事業化率につ

いては、堅調に推移としている点について

評価書が修正されるとともに、17 年度及び

18 年度の事業化率については、今後増加す

る可能性があることなどが確認され、直近

の動向についての分析結果が明らかにな

り、評価書に追記される。 
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事例２－７ エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用（石油ガスコジェネ

導入促進事業費補助金（旧石油ガス利用設備導入促進対策費補助金））

〔経済産業省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 事前評価で設定した目標（平成 20 年度

までに石油ガスコジェネシステム（※）

を 25 台導入する。）について、事後評価

では、目標の達成に向けた同システムの

導入状況が低調であるにもかかわらず、

その原因等について分析が行われていな

い。 

同システムの導入状況が低調である原

因等について分析を行い、その結果を評

価書上明らかにすべきではないか。 

 

※ LP ガスを利用して発電するとともに、発電に

伴って生じた排熱を冷暖房等に再利用するシス

テム 

・ 石油ガスコジェネシステムの導入状況が

低調となっている原因として、平成 16 年

度からの石油ガス価格の高騰により、石油

ガスへの転換のコストメリットが小さく

なったこと、当初は大型システムを補助対

象としており、設置事業者の初期投資コス

トが大きくなっていたことの２点が要因

であると分析していたことが明らかにな

った。 

さらに、平成 18 年度から補助対象の拡

大を実施し、周知を強化することにより、

同システムの導入を促進していたことが

確認された。 

上記の分析結果及び対応状況が評価書

に記載されるとともに、今後、原因分析

を評価書上明らかにするように記載する

旨の認識が示された。 

 

 

   事例２－８ 生物多様性の保全と自然との共生の推進（自然環境の保全・再生）

〔環境省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 「国立公園計画の点検実施済地域数（目

標年度：平成 19 年度、目標値：57 地域）」

が目標が未達成であるが、「目標に対して

60%の達成率となっている。引き続き、点

検の着実な実施に向け、土地所有者等の

関係者との調整を進める。」と記載するに

とどまっている。目標未達成の原因分析、

及びそれに基づいた今後の方針の検討を

含めて評価を行うべきではないか。 

・ 土地所有者や地元住民、関係市町村等の

関係者との調整に時間を要することが多

く見直し作業全体の進捗に影響したとい

う目標未達成の原因及びそれに基づいた

今後の方針が明らかになった。 

今後は、目標の達成状況が低調である場

合は、丁寧にその原因を分析し、それに基

づいた今後の方針を検討する旨の認識が

示された。 
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   事例２－９ 生物多様性の保全と自然との共生の推進（野生生物の保護管理）〔環

境省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 「国指定鳥獣保護区指定箇所数」につ

いて、目標年度としていた昨年度の目標

値を本年も引き続き達成できなかったに

もかかわらず、「目標に向けて一定の成果

を果たした。」と評価している。指定の進

捗状況が思わしくない原因を分析した上

で評価を行うべきではないか。 

 

 

・ 利害関係者や関係行政機関との調整に時

間を要することが多く、国指定鳥獣保護区

の指定の進捗に影響を与えているという

目標未達成の原因及びそれに基づいた今

後の方策が明らかになった。 

  今後は、目標の達成状況が低調である場

合は、丁寧にその原因を分析し、それに基

づいた今後の方針を検討する旨の認識が

示された。 

 

 

   事例２－10 環境・経済・社会の統合的向上（環境教育・環境学習による環境保

全意識の醸成）〔環境省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 「環境カウンセラーの登録者数（累計）」

について、目標年度としていた昨年度の

目標値（5,500 人（目標年度：平成 18 年））

を本年も引き続き達成していないにもか

かわらず原因分析が行われておらず、「目

標達成に向けて進展があった。」と評価し

ている。目標への進捗状況が思わしくな

い原因を分析した上で評価を行うべきで

はないか。 

・ 本来環境カウンセラーとして高い能力を

持つ人材が既に認定されており、新たな人

材の成長を待たねばならない時期に移行

した、また国際的な環境教育変化を受け

て、新たな審査基準を導入したため受験者

数が減少したという目標未達成の原因、及

びそれに基づいた今後の方針が明らかに

なった。 

今後は、目標の達成状況が低調である場

合は、その原因を分析した上で評価を行う

旨の認識が示された。 
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（２）設定されている指標が専ら政策の執行の状況をとらえており、政策効果に着目し

た指標の設定が必要と考えられるもの 

 

   事例２－11 金融実態に即した利用者保護ルール等の整備・徹底〔金融庁実績評

価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 「関連する政令・内閣府令等及び監督

指針の整備状況」など業務の実施状況を

測定指標として設定し、評価結果を導い

ているが、評価を行うに当たり、政策効

果を十分に把握した上で、これを基礎と

して評価を行うべきではないか。 

・ 平成 20 年度実施計画においては、①達

成目標を「金融サービスの利用者保護の仕

組みが確保され、適切に運用されているこ

と」と変更するとともに、②測定指標とし

て金融サービス利用者相談室や各業界団

体における相談等の受付状況、PIO-NET（全

国消費生活情報ネットワークシステム）に

おける金融関連の消費生活相談情報の状

況等、参考指標として無担保無保証借入の

残高がある者の借入件数毎登録状況（金融

庁ウェブサイトより）を使用することによ

り改善を図るなど、実効性ある政策評価の

実施に努める旨の認識が示された。 

 

 

   事例２－12 化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること〔厚

生労働省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 「毒物・劇物の適正な管理を推進する

こと」をより適切に評価するためには、

平成 17 年度の認定関連活動において当

省が指摘したとおり、立入検査による改

善効果を含めて評価すべきではないか。

 

・ 平成 17 年度の認定関連活動における当

省の指摘を受けて、都道府県にアンケート

調査を行い、立入検査の改善率の集計を行

っていることが明らかになった。 

次年度の指標として違反改善率に係る

指標を設定して評価を行うことが検討さ

れる。 
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   事例２－13 技術研究開発を推進する〔国土交通省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 業績指標「年度計画通りに進捗した技

術研究開発課題の割合」に関し、対象と

なる研究開発課題の件数や、それぞれの

年度計画の進ちょく状況をどのように測

定しているのかについて、評価書では具

体的に明らかにされていない。 

 

 

 

・ 個別の研究開発課題では、別途評価の

実施にあたって外部の専門家の知見を活

用した評価（外部評価）が行われており、

実績評価方式による評価結果について、

現状から一定の改善を図り、アウトカム

的なものとして示すための一つの方策と

して、評価書に過去の研究開発評価の結

果（外部評価結果）を参考情報として示

すことはできないか。 

・ 本指標の対象とされている 79 件の研究

開発課題ごとに「十分達成した」、「概ね達

成した」、「達成しなかった」の３段階で評

価し、そのうち「十分達成した」及び「概

ね達成した」ものを「年度計画通りに進捗

した」ものと整理していることが確認され

た。また、今後、評価書に、上記事項につ

いて、わかりやすさに留意しつつ記述して

いく旨の認識が示された。 

・ 今後、現状から一定の改善を図るため、

評価書に、参考情報として、個別の研究開

発課題については、別途外部の専門家の知

見を活用した評価（外部評価）が行われて

いる旨及び過去の研究開発評価の結果（外

部評価結果）を参照する情報を記載してい

く旨の認識が示された。 

 

 

   事例２－14 国際協力、連携等を推進する〔国土交通省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 業績指標「国際協力・連携等の推進に

寄与したプロジェクトの件数」に関し、

国際会議、国際セミナー、研修、調査等

の各事務事業が国際協力・連携等の推進

に具体的にどのように寄与したのかにつ

いて、評価書では明らかにされておらず、

実際に効果が発現しているのかどうか疑

問がある。 

 

・ 実施した国際会議、国際セミナー、研修

等については、アンケートの実施等により

現場での効果把握に努めているほか、外国

政府・機関との日常的な情報・意見交換や

２ヵ国間・多国間会議等の場を活用して積

極的に意見聴取を行い、その評価把握に努

めていることが確認された。また、今後、

評価書に具体的な成果も併せて記述して

いく旨の認識が示された。 

 

 

- 250 -



  
 

（３）あらかじめ設定した指標による効果の測定が行われていないと考えられるもの 

 

   事例２－15 取引の公正の確保等に向けた市場関係者の取組の強化〔金融庁実績

評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ あらかじめ設定した測定指標（「証券取

引に関する苦情・相談の内容・件数」）の

達成状況について分析・検証を行わずに

評価結果を導いている。 

 

・ 平成 20 年度実施計画では、「金融サービ

ス利用者相談室における相談等の受付状

況」及び「認定投資者保護団体の認定の申

請件数」を測定指標として設定し、評価が

行われる。 

 

 

   事例２－16 我が国金融・資本市場の国際化への対応〔金融庁実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ あらかじめ設定した測定指標（「各国取

引所における内外の上場企業数の推移」

等）の達成状況の分析・検証結果を踏ま

えずに評価結果を導いている。 

・ 評価書の「現状分析及び外部要因」にお

ける各測定指標の分析・検証結果に基づき

「Ｂ」（さらなる取組が必要）との評価結

果を導いていることが明らかになった。 

また、「評価結果」において、測定指標

を踏まえた分析・記述が十分ではないと

考えられるため、今後の評価において改

善を図るなど、実効性ある政策評価の実

施に努める旨の認識が示された。 
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（４）判断基準・指標等の設定について改善が必要と考えられるもの 

 

   事例２－17 防災に関する普及・啓発〔内閣府実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本政策は、国民を対象にした普及啓発

活動を行い、広く国民が、台風、地震等

の災害についての認識を深め、これに対

する備えを充実強化することを目的とし

ており、「防災フェア」への参加者数やア

ンケート結果等が指標として設定されて

いるが、国民における具体的な防災対策

の実施状況に関する指標は特に設定され

ていない。 

 この点については、家具の固定など大

地震に備えてとっている対策の実施状況

について世論調査が行われているため、

こうしたデータを活用し、国民の防災意

識と防災行動に関する指標を設定して評

価を行うべきではないか。 

・ 左記のような世論調査が行われる場合

は、その結果を活用した指標の設定の可能

性について検討される。 

 また、防災フェアの来場者アンケート等

において、当該事業への評価のみならず、

できる限り一般的に防災意識の変化や防

災行動への意向を調査するなど、必要な改

善を図り、同調査結果を活用した指標の設

定の可能性について検討される。 

 

 

  事例２－18 検察権行使を支える事務の適正な運営〔法務省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 達成目標１の指標「通訳人に対する研

修の実施状況」及び達成目標２の指標「被

害者支援員に対する研修の実施状況」に

ついては、ともに目標値が設定されてい

ない。 

本政策について実績評価を行うのであ

れば、これらの指標について、「研修参加

者の研修に対する理解度（あるいは「満

足度」、「参考度」等）」等をあらかじめ達

成すべき目標の指標として設定した上で

評価結果を導くべきではないか。 

・ 達成目標１及び達成目標２の指標につい

ては、平成 20 年度の評価書において、達

成すべき水準を明確化するため、目標値と

して研修後のアンケート結果を設定し、満

足度又は参考度を計ることで評価が行わ

れる。 
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  事例２－19 保護観察対象者等の改善更生〔法務省実績評価〕（再掲） 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 達成目標１の指標３「社会参加活動の

活動場所の確保」については、活動場所

の確保数以外に社会参加活動を実施した

保護観察所における調査の結果を評価に

利用しているが、これを評価に利用する

のであれば、あらかじめ指標等に設定し

た上で評価を行うべきではないか。 

・ 社会参加活動の活動場所の確保に関する

適切な評価指標及び目標値を設定して評

価を行うことが検討される。 

 

 

   事例２－20 経済協力（TICAD プロセスを通じた対アフリカ支援）〔外務省総合評

価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 評価が TICAD プロセスを通じた対アフ

リカ支援の実施状況の説明にとどまって

いることから、第三者評価報告書を活用

するなどにより政策効果を十分に把握

し、これを基礎として評価を行った上で

評価結果を導くべきではないか。 

 

・ 外務省による ODA の政策レベル評価につ

いて、今後は、第三者評価報告書等を参考

としつつ、可能な限り援助の内容（量及び

質）や、援助により我が国と被援助国との

関係がどのように進展したのか、といった

観点から政策効果を十分に把握した評価

を行うよう努める旨の認識が示された。 
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   事例２－21 国際社会で主体的に行動することができる能力の基礎を育成する

ために国際理解教育を推進する体制を整備するとともに、「英語が使

える日本人」の育成のための行動計画に基づき、「英語が使える日本

人」を育成する体制を確立する〔文部科学省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 本政策の評価では、「「英語が使える日

本人」の育成のための行動計画」（平成

15 年３月）に基づき、学校教育において

児童・生徒が英語を学習するための体制

を整備した結果を図る指標として「生徒

の英語力」を設定している。 

この指標等が同行動計画策定当初より

向上していることから評価結果を「Ａ」

としているが、当該指標については、同

行動計画における目標水準に達していな

い状況にあると考えられる。 

同行動計画は平成 19 年度が計画期間

の最終年度となっているため、本政策の

達成目標の達成度合いについては、指標

の伸びではなく、同行動計画における目

標の最終的な達成度合いに基づいて評価

を行うべきではないか。 

・ 行動計画における目標の達成度合いに基

づいた評価を行うため、生徒の英語力を指

標とし、行動計画における目標水準の達成

状況を判断基準とした評価に改められ、評

価書が修正される。 
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   事例２－22 奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援の推進〔文部科学

省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 奨学金事業については、近年の高等教

育機関への進学率の向上、学費の増大等

を背景にして事業規模が拡大しており、

それに伴い、総貸付金残高及びリスク管

理債権額についても増大している状況に

ある。 

延滞債権額の増加については、行政減

量・効率化有識者会議、財政制度等審議

会財政投融資分科会等から改善すべき課

題として指摘されているほか、独立行政

法人日本学生支援機構に設置された「奨

学金の返還促進に関する有識者会議」に

おいて奨学金の返還促進策について検討

が行われ、報告書が公表されている。 

奨学金事業は、返還された奨学金を再

度原資として活用する貸与制で実施され

ているため、奨学金事業の継続的・円滑

的実施を図る観点から、延滞債権額も指

標として設定して評価を行うべきではな

いか。 

・ 今後、経済・雇用の状況も踏まえつつ、

延滞債権の抑制に対する取組状況につい

て、文部科学省独立行政法人評価委員会に

おける評価結果が参考指標として設定さ

れる。 
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事例２－23 意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進（拡充）〔文部科

学省事業評価（事前）〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 奨学金事業については、近年の高等教

育機関への進学率の向上、学費の増大等

を背景にして事業規模が拡大しており、

それに伴い、総貸付金残高及びリスク管

理債権額についても増大している状況に

ある。 

延滞債権額の増加については、行政減

量・効率化有識者会議、財政制度等審議

会財政投融資分科会等から改善すべき課

題として指摘されているほか、独立行政

法人日本学生支援機構に設置された「奨

学金の返還促進に関する有識者会議」に

おいて奨学金の返還促進策について検討

が行われ、報告書が公表されている。 

奨学金事業は、返還された奨学金を再

度原資として活用する貸与制で実施され

ているため、奨学金事業の継続的・円滑

的実施を図る観点から、延滞債権額も指

標として設定して評価を行うべきではな

いか。 

・ 今後、経済・雇用の状況も踏まえつつ、

延滞債権の抑制に対する取組状況につい

て、文部科学省独立行政法人評価委員会に

おける評価結果が参考指標として設定さ

れる。 
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   事例２－24 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させ

ること〔厚生労働省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 施策目標「治療方法が確立していない

特殊の疾病等の予防・治療等を充実させ

ること」の達成度合いをより適切に評価

するためには、「予防の充実」のみならず

「治療の充実」の効果を把握するための

指標を設定すべきではないか。 

・ 個別目標「ハンセン病対策を推進する

こと」について、「ハンセン病資料館の入

館者数」のみが指標とされているが、ハ

ンセン病対策推進の効果をより適切に把

握し評価するためには、社会復帰支援事

業や補償金支給事業の効果を把握するた

めの指標も設定すべきではないか。 

・ 個別目標「エイズ対策を推進すること」

に係る指標として「保健所等におけるＨ

ＩＶ抗体検査件数（目標：前年以上／毎

年）」を設定しているが、エイズ対策推進

の効果をより適切に把握し、評価するた

めには、「ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告

数」を参考指標ではなく指標として位置

付けるべきではないか。 

・ 「治療の充実」の効果についてより的確

に評価するため、「都道府県の難病医療拠

点・協力病院数」を指標に加えることを含

め検討が行われる。 

 

 

・ ハンセン病対策推進の効果をより適切に

把握し、評価するため、社会復帰支援及び

補償金支給事業に関し、より適切な指標が

検討される。 

 

 

 

・ エイズ対策推進の効果をより適切に把握

し、評価するため、「ＨＩＶ感染者・エイ

ズ患者報告数」を評価指標に加えることを

含め検討が行われる。 

 

 

 

   事例２－25 環境・経済・社会の統合的向上（環境教育・環境学習による環境保

全意識の醸成）〔環境省実績評価〕（再掲） 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 「環境にやさしいライフスタイル実態

調査」の結果等を利用して、国民の環境

保全行動に着目したアウトカムを測る指

標を設定すべきではないか。 

・ 今後、「環境にやさしいライフスタイル

実態調査」の活用も含め、新たな指標の設

定について検討される。 
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   事例２－26 環境政策の基盤整備 (環境基本計画の効果的実施)〔環境省実績評

価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 現在、環境基本計画の効果的実施のた

めの普及啓発等に関する参考指標として

「環境白書ホームページアクセス件数」

が挙げられているが、環境基本計画の効

果的実施に係る効果を適切に測定する指

標をより幅広く設定すべきではないか。

・ 今後、環境基本計画の効果的実施に係る

効果の評価において、評価につながる新た

な指標の設定等が検討される。 

 

 

（５）測定指標等の状況と評価結果の結び付きの説明について改善が必要と考えられる

もの 

 

   事例２－27 経済協力（基礎教育への支援）〔外務省総合評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 第三者評価報告書を基に評価を行って

いるが、ODA の意義や効果を明らかにし

たり、問題点の解決に資する多様な情報

を提供する評価となっていないことか

ら、成果が上がっていない事項等も含め

た全体的な状況を踏まえた評価を行った

上で評価結果を導くべきではないか。 

 

 

・ 外務省による ODA の政策レベル評価につ

いて、今後は成果が挙がっていない事項な

ども含めた全体的な状況を踏まえた評価

を行った上で総合的な評価結果を導くよ

う努める旨の認識が示された。 

 

 

（６）その他 

 

   事例２－28 ユビキタスネットワーク時代に向けたマルチコンテンツ利用技術

の開発・実証〔総務省事業評価（事後）〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 評価書においては、本事業における実

証実験の実施状況やその結果等、本事業

の政策効果の把握、分析の根拠となる具

体的な情報が明らかにされておらず、効

果把握の妥当性、さらに「所期の目標が

達成されており、（中略）一定の有効性が

認められる。」との評価結果に疑問があ

る。 

・ 本事業における実証実験の実施状況やそ

の結果等、本事業の政策効果の把握、分析

の根拠となる具体的な情報を明記する評価

書の修正が行われる。 

- 258 -



  
 

   事例２－29 科学衛星を開発・運用し、宇宙天文学や宇宙探査の分野で学術的に

意義の大きな成果を挙げ、宇宙科学の分野での世界的な研究拠点とな

る〔文部科学省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 平成 20 年７月に公表された日本の 11

衛星を対象とした調査結果によると、本

政策に係る衛星についても平成 19 年度

中に不具合が発生しており、その中には、

「ミッション達成に制約を生じる、又は、

可能性のあるもの」と分類されている不

具合も含まれている。 

しかし、評価書においては、これら不

具合に関する説明がないまま「打上げ後

の運用も計画通りに進捗している」とし

ている。このため、政策の実施状況につ

いて適切に分析を行い、その結果に基づ

いた評価を行っているか、評価の妥当性

に疑問が持たれる。 

・ 指摘の不具合について、平成 20 年 7 月

の時点においては、ミッション達成に向け

ての対応策の実施に際して必要な調整が

完了していなかったことから「ミッション

達成に制約を生じる、又は、可能性のある

もの」と分類されていたが、実績評価を行

った時点（平成 20 年８月）においては、

必要な調整が整ったことから「ミッション

達成の制約に至らない」と判断されたこ

と、そのため評価書には特段の記述はしな

かった旨の事実関係が明らかになった。 

本政策の評価時点で「ミッション達成に

制約を生じる、又は、可能性のある」衛星

の不具合に関する情報については、今後も

評価書に明記し、評価書の充実を図ってい

く旨の認識が示された。 
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事例２－30 政策 水産物の安定供給の確保 目標① 低位水準にとどまって

いる水産資源の回復・管理の推進〔農林水産省実績評価〕 

評価についての主な疑問点 確認結果 

・ 指標「(ウ)主な栽培漁業対象魚種及び

養殖業等の生産量の確保」に係る「目標

設定の考え方」において、水産基本計画

（平成 19 年３月 20 日閣議決定）におけ

る平成 29 年度の食用魚介類の持続的生

産目標 495 万トンの内数である 192.9 

万トンを達成するため、毎年一定割合で

生産量を増大させるものとし、23 年度目

標値を 179.8 万トンとしているが、18 

年度（基準値 175.4 万トン）から 23 年

度までの毎年の増加量 0.9 万トンで 29 

年度の生産量を算定すると 185.1 万ト

ンとなり、29 年度目標値 192.9 万トン

の達成に至る具体的過程は、評価書上明

らかなものとはなっていない。 

・ 平成 29 年度の本指標の最終的な目標

値 192.9 万トンの達成に向けての具体

的過程が分かるような情報を、国民に対

する説明責任の徹底を図る観点から評価

書に記載すべきではないか。 

・ 平成 29 年度の本指標の最終的な目標値

192.9 万トンの達成に向けて、18 年度か

ら 23 年度までの毎年の増加量 0.9 万ト

ンの設定の考え方、及び 24 年度から 29 

年度までの各年度の目標値の考え方など

が示され、評価書に記載される。 
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事例１－１ 「水道水源開発施設整備事業（砂子沢ダム）」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本事業は、秋田県小坂町が事業主体となり、将来の水需要に対応するため砂

子沢ダムに参画し、3,403 ㎥/日の水道用水を確保する事業であり、平成 22 年度

に完成予定です。 

 貴省再評価の基となった、小坂町の再評価書によると、平成 17 年度の給水人

口 5,343 人が、目標年度である 34 年度には 4,730 人に減少するものと推計され

ている一方で、需要水量については、17 年度の１日最大給水量 1,474 ㎥/日が、

34 年度には 2.3 倍の 3,403 ㎥/日にまで増加するものと見込まれています。 

 １日最大給水量がこのように急増する根拠について、再評価書では、「下水道

の普及や町の工業団地計画などで給水量の増加が見込まれており、また、企業

の専用水道から上水道への切り替えによりさらなる需要が見込まれる」として

います。 

 しかしながら、現時点で小坂町において工業団地の開発は行われておらず、

今後の具体的な開発計画についても当省において確認できません。また、再評

価書においても、これらの具体的な見通しについて、十分な説明が行われてお

りません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 再評価における平成 18 年度から 34 年度までの給水人口及び１日最大給水量

の推計値の推移を御教示ください。また、小坂町の再評価書で挙げている工業

団地計画の有無や企業の専用水道から上水道への転換等について、その具体的

な根拠を御教示ください。 

 

厚生労働省から総務省への回答 

（回答） 

 平成 18 年度から 34 年度までの給水人口及び一日最大給水量の推計値の推移

は次のとおりです。 

表－１ 給水人口の推計値（平成 18 年度～34 年度） 

年  度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

給水人口(人) 5,274 5,226 5,172 5,125 5,078 5,249 5,202 5,154 5,102 5,054

           

年  度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34    

給水人口(人) 5,008 4,961 4,915 4,865 4,820 4,775 4,730    
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表－２ 一日最大給水量（需要水量）の推計値（平成 18 年度～34 年度） 

年  度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

一日最大給水量(㎥) 1,676 1,670 1,659 1,648 1,640 2,718 2,779 2,844 2,907 2,971

           

年  度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34    

一日最大給水量(㎥) 3,033 3,096 3,160 3,220 3,279 3,343 3,403    

 

 企業の専用水道から上水道への転換については、企業自ら設置した専用水道

が町内に存在しており、その企業がより安定した水道の供給を図る目的で上水

道に切り替えたい意向を示していることから、専用水道から上水道への転換に

より、平成 23 年度には 1,026 ㎥/日の需要水量の増加を見込んでいます。 

 

この専用水道に関する需要水量（1,026 ㎥/日）は、用途別に生活用水量と業

務・営業用水量に区分して見込んでいます。生活用水量は、専用水道の給水人

口及び一日最大給水量を過去 10 年間の実績を用いて推計し、67 ㎥/日を見込み

ました。一方、業務・営業用水量は、過去 10 年間の実績から一日最大給水量と

して 4,017 ㎥/日が見込まれていますが、上水道区域と隣接し、自然流下により

給水可能な専用水道区域に対してのみ供給を行う計画としており、当該区域に

必要な水量として 959 ㎥/日を見込みました。 

 

 また、工業団地計画については、「小坂町総合計画（平成 13 年 3 月策定、計

画年度平成 13～23 年度）」において「工業団地の造成と環境整備を進めること

で、企業進出の魅力度を高め、雇用人数や生産規模が大きい企業の誘致に力を

注ぐ必要があります。」とされており、小坂町の施策の一つとなっています。小

坂工業団地に関する基本計画については、平成 22 年度までの策定を目指して町

内での検討を進めていくこととしております。小坂工業団地への企業進出によ

り、次のとおり、平成 34 年度までに 875 ㎥/日の需要水量の増加を見込んでい

ます。 

 

 表－３ 小坂工業団地の一日最大給水量（需要水量）の推計値（平成 18 年度～34 年度） 

年 度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

小坂工業団地(㎥/日) 0 0 0 0 0 62 137 212 287 361

           

年 度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34    

小坂工業団地(㎥/日) 436 510 585 658 731 805 875    
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 この工業団地に関する需要水量（875 ㎥/日）は、近隣の大館市第二工業団地

の１㎡当たり使用水量実績（3.2L/㎡・日）と分譲面積を基に算出しております。 

 

結果及び総務省の対応方針  

水需要の増加を見込む根拠が明らかにされた。また、工業団地基本計画につ

いては平成 22 年度までの策定を目指して小坂町で検討が行われていること、ま

た、工業団地の需要水量の推計方法については近隣の工業団地の１㎡当たり使

用水量実績と分譲面積を基に算出していることなど、一定の根拠が明らかにさ

れた。 

 今後、工業団地基本計画の策定状況及び使用水量の推移について注視してい

く。 
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事例１－２ 「水道水源開発施設整備事業（増田川ダム）」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本事業は、群馬県安中市を事業主体とし、増田川に建設する増田川ダムに参

画することにより、5,000 ㎥/日の水道水を確保する事業です。 

 安中市は、平成 15 年度に新規利水容量を下方修正し、増田川ダム参画水量も

当初計画していた 24,000 ㎥/日から 15,000 ㎥/日に縮減しました。今回の再評

価においても、人口の減少傾向等を踏まえ水需要予測の見直しを行い、参画水

量を 15,000 ㎥/日から 5,000 ㎥/日に更に縮減しました。しかしながら、貴省再

評価の基となった,安中市の再評価書では「増田川ダム参画水量を 5,000 ㎥/日

に見直しました。」と記載されているのみで、参画水量を 5,000 ㎥/日とする具

体的な根拠は明らかにされていません。 

 第 23 回群馬県公共事業再評価委員会（平成 19 年 12 月 25 日開催）において、

安中市は、将来の水需要の増加要因として企業誘致による工場用水量の増加を

挙げていますが、その具体的な需要量について説明していません。一方、貴省

御提供のデータによると、平成９年度から 19 年度までの安中市の給水人口及び

１日最大給水量は以下のとおりであり、1 日最大給水量及び工場用水量は平成

14 年度以降横ばい傾向にあります。 

 

表 平成９～19 年度の安中市の給水人口及び１日最大給水量 

年度 給水人口（人） 1 日最大給水量（㎥／日） うち工場用水量（㎥／日）

9 65,270 43,121 8,094 

10 65,460 41,447 7,814 

11 65,392 40,270 7,591 

12 65,278 44,013 7,675 

13 65,102 44,158 6,354 

14 65,052 38,750 5,738 

15 64,984 38,634 5,782 

16 64,684 37,975 5,523 

17 64,237 36,123 5,389 

18 63,761 38,022 5,763 

19 63,395 38,483 5,377 

 

 本事業については、第 23 回群馬県再評価委員会において、透明性に欠けると

ころがあるとして、①需要供給予測等の根拠を明確にし、透明性を向上させる

こと、②早急に「水道ビジョン」を策定し、安中市民に対して、市民が納得す

る説明を行うこと、という条件を付して「事業継続」と議決されました。 
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【事実関係の照会】 

（問） 

 安中市の増田川ダム参画水量5,000㎥/日の具体的な算出根拠を御教示くださ

い。 

 

厚生労働省から総務省への回答 

（回答） 

 計画 1 日最大取水量 47,292 ㎥／日に対し、既存水源からの供給量は 42,303

㎥／日であることから、4,989 ㎥／日の水量が不足すると見込まれています。

この不足水量を補うため、増田川ダムに 5,000 ㎥／日参画するものです。 

 

 

表１ 水需給計画 

計 画 給 水 人 口

（人） 

計画 1 日最大給

水量（㎥／日） 

計画 1 日最大取

水量（㎥／日）

供給量（既存水

源）（㎥／日） 

不足水量 

（㎥／日） 

62,688 44,960 47,292 42,303 ▲4,989

 

 

また、計画 1日最大取水量の推計については、まず、過去 10 年間の実績およ

び開発見込人口をもとに行政区域内人口を予測し、これから給水区域外人口を

減じ、普及率を乗じて給水人口を算出しました。次に、用途別有収水量（生活

用水量、業務営業用水量、工場用水量）を算出しました。生活用水量は、生活

用水量原単位に給水人口を乗じて算出しました。業務営業用水量及び工場用水

量は、過去 10 年間の実績を基にした予測値に開発見込水量を加算しました。こ

れら用途別有収水量の合計値を有収率、負荷率で除して一日最大給水量を算出

し、これに浄水ロス（過去 10 年間の平均値から５％と設定）を見込んで一日最

大取水量を算出しました。 
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表２ 給水人口、１日最大給水量、用途別有収水量推計値 

 

工場用水の開発見込水量については、現在、安中市で開発中の横野平Ａ、横

野平Ｂ及び大見山の工業団地の未稼働敷地面積（228,428 ㎡）に、安中市におけ

る実績原単位（0.01286 ㎥／日／㎡）を乗じ、最終的な開発見込水量（2,938 ㎥

／日）を算出しました。開発見込水量は段階的に発生するものとし、平成 22 年

度から平成 25 年度においては、最終的な開発見込水量の 90%値である 2,643 ㎥

／日が発生すると設定しました。これは、安中市においてはこれまで大多数の

工場が用地取得後早期に操業を開始していること、および用地取得後早期に操

業を開始した企業に奨励金を交付していることを考慮しています。 

 

表３ 横野平、大見山工業団地における敷地面積、引き渡し・稼働状況、業種 

 敷地面積（m2） 引渡し・稼働状況 業種 

横野平 

A 

24,795 Ｈ17 年引渡し・稼働済み（1社） 運輸業（倉庫業） 

112,206 
Ｈ22 年引渡し予定 

（分譲の確約あり）（1社） 
製造業（化学工業） 

横野平 

B-1 
16,500 Ｈ19 年引渡し済み（1社） 

製造業 

（情報通信・電子部品）

横野平 

B-2 
27,753 Ｈ20 年引渡し済み（1社） 運輸業（倉庫業） 

大見山 
31,772 Ｈ19 年引渡し済み（1社） 製造業（金属製品） 

40,197 分譲中（引き合い企業あり） － 

計 
253,223 

（未稼働）228,428 

 
 

年度 給水人口 

（人） 

１日最大 

給水量 

（㎥／日） 

用途別有収水量（㎥／日） 

生活用 業務営業用 工場用 

 開発見込

水量 

 開発見込 

水量 

20 63,485 41,780 16,208 5,063 63 6,000 0

21 63,096 41,360 16,058 5,095 95 6,000 0

22 62,688 44,960 15,910 5,095 95 8,643 2,643

23 62,349 44,590 15,774 5,126 126 8,643 2,643

24 61,946 44,170 15,623 5,126 126 8,643 2,643

25 61,605 43,760 15,487 5,158 158 8,643 2,643

26 61,202 43,840 15,343 5,158 158 8,938 2,938

27 60,796 43,610 15,193 5,190 190 8,938 2,938

28 60,434 43,350 15,054 5,190 190 8,938 2,938

29 59,984 43,130 14,900 5,221 221 8,938 2,938

30 59,506 42,820 14,734 5,221 221 8,938 2,938

31 59,046 42,590 14,573 5,253 253 8,938 2,938

32 58,520 42,280 14,402 5,253 253 8,938 2,938
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また、業務営業用における開発見込水量については、安中市内の安中榛名駅

前の開発計画において、開発事業者が設定した計画水量（316 ㎥／日）が住宅開

発にともない段階的に発生し、平成 32 年度までに計画水量の 80%値である 253

㎥／日が発生するものとしました。 

 

結果及び総務省の対応方針  

 参画水量 5,000 ㎥／日の算出根拠、需要水量の主な増加要因である工場用水

開発見込み水量（2,938 ㎥／日）の推計方法、及び進出予定企業の業種や進出時

期など増加を見込む具体的根拠が明らかにされた。 

なお、平成 21 年２月 24 日、増田川ダム建設事業の共同事業者である富岡市

の再評価委員会が、ダム事業からの撤退の提言をまとめた。この利水参画量の

変更に伴い、ダム容量、ダム高及び事業費に変更が生じてしまうことから、群

馬県は、平成 21 年度の早い段階で、増田川ダムの治水事業としての妥当性につ

いて群馬県公共事業再評価委員会において、再評価を行うこととした。 

この再評価は、本事業の水需要予測の前提となる増田川ダム建設計画につい

ての再評価であり、その結果を踏まえて増田川ダム建設計画が見直される可能

性があることから、改めて本事業について評価を行うことを検討する必要があ

ると考えるため、今後の動向を引き続き注視していく。 
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事例１－３ 「水道水源開発施設整備事業（胆沢ダム）」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本事業は、胆沢川に建設する胆沢ダムに参画し、１市１町（奥州市及び金ヶ

崎町）に 43,500 ㎥/日の水道用水を供給するものであり、平成 25 年度に完成予

定の事業です。 

 貴省再評価の基となった、事業主体である胆江広域水道企業団（現奥州金ヶ

崎行政事務組合）が作成した本事業の再評価書では、費用便益比が 58.49（便益：

2.3 兆円 費用：301.3 億円）と算出されており、他の水道水源開発施設整備事

業の評価と比較しても、かなり高い数値となっています。 

 再評価書では、便益の算出に当たっては、「水道事業の費用対効果マニュアル」

（厚生労働省健康局水道課（平成 19 年））に基づき、本事業を実施しない場合

に発生する渇水被害の給水制限日数を想定し、渇水被害額を計上したとされて

いますが、その具体的な算出過程については示されていません。 

 一方、給水対象地域における水道事業に係る過去の渇水被害の実績を確認し

たところ、昭和 48 年、59 年、60 年及び平成６年に渇水被害の実績があるもの

の、７年以降は渇水被害の実績がありません。したがって、本事業を実施しな

い場合には 2.3 兆円の渇水被害額が発生するとの想定は、過去の渇水被害の実

績にかんがみると過大ではないかとの疑問があります。 

 

 

（便益の算出） 

 便益の算出過程を具体的に確認するため、「水道事業の費用対効果マニュアル 

第Ⅳ編 算定事例 ２－１」に基づき作成された、水源開発を行わない場合の

渇水被害額に関する表の提出を貴省に求めたところ、次頁の表が示されました。 

 この表においては、それぞれ、平成 25 年度から 26 年度にかけて、また、30

年度から 31 年度にかけて、渇水被害額が著しく上昇していることが読み取れま

す。例えば、表における生活用水被害額については、25 年度の 64,561 千円から

26 年度には 6,145,667 千円へと増加しており、また、30 年度の 5,747,992 千円

から 31 年度には 127,351,750 千円へと増加しております。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本事業の投資効率性の分析における便益の算定について、平成 26 年度及び 31

年度において渇水被害額が増加する具体的な理由を御教示ください。 
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厚生労働省から総務省への回答 

（回答） 

○ 本行政事務組合の構成団体は不安定な地下水等の水源に頼らざるを得ない

状況にあり、胆沢ダムはこれらの水源に替わり安定した取水を可能とするた

めの重要な水源です。胆沢ダムが完成し浄水場等の施設整備により給水が可

能となった地区から速やかに、不安定水源からの取水を停止・減量し、ダム

からの取水を開始する計画です。 

 

○ このような計画の下、平成 25 年度の胆沢ダムの完成に伴い、当該年度まで

に浄水場等の整備が完了している一部地域においては、26 年度より不安定水

源から取水を停止・減量し、安定した胆沢ダムを水源とする給水に移行し、

また、浄水場等の施設整備がすべて完了した 31 年度からは、不安定水源から

の取水を停止・減量し、安定した胆沢ダムを水源とする給水に移行する地域

が更に拡大することから、26 年度及び 31 年度において、ダムのない場合の渇

水被害額が増加するものです。 

 

○ 不安定水源が停止・減量される水量は、平成 25 年度から 26 年度にかけて

は 14,740 ㎥/日、30 年度から平成 31 年度にかけては 20,385 ㎥/日となってお

ります。停止・減量する水源ごとの理由につきましては、それぞれの表のと

おりです。 
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表 平成 25 年度から 26 年度に廃止・減量する水源一覧 

減水量

H25 H26 （m3/日）

・湧水量の安定性が低下
・大腸菌が検出

3,520

1,000

2,000

2,280

2,700 0

800805

550

16,390

金ケ崎町

取水量

前沢第３

江刺第３

0

600

△ 3,520

△ 400

0

△ 2,000

△ 2,280

△ 2,700

△ 245

市町村

若柳

奥州市

水源の状況等水源種別

伏流水

地下水

・水脈変動等により、取水量が低下
・大腸菌が検出

水源名

地下水

・取水量が減少し、取水の安定性が低下0

0前沢第２ 地下水

地下水

・取水量が減少し、取水の安定性が低下

・取水量が減少し、取水の安定性が低下

ヤマナシ沢 表流水
・表流水が徐々に減少
・大腸菌が検出

湧水

地下水

小島
・河川の増水期には水没するため取水不可
・H32年度に廃止

245

250

△ 5

合計

3,290胆沢川 表流水
・既存水源で不足する水量について胆沢ダム
　完成までの期間のみ暫定的に取水
・取水は河川の豊水時に限られており不安定

谷子沢

五松林

0

・取水量が減少し、取水の安定性が低下
・大腸菌が検出

△ 300

△ 3,290

△ 14,7401,650

 

 

 

表 平成 30 年度から 31 年度に廃止・減量する水源一覧 

減水量

H30 H31 （m3/日）

奥州市

市町村 水源名 水源種別

上島第２ 伏流水

上島第１ 伏流水

△ 7,6500

古歌葉 湧水

△ 7,650

△ 415

玉川 地下水

地下水 ・取水量が減少し、取水の安定性が低下

△ 210

合計

地下水

金ケ崎町

永徳寺 地下水

江刺第２ 地下水

百岡・下庄

大歩第１

取水量

0

210 0

0

・取水量が減少し、取水の安定性が低下
・大腸菌の検出及び農薬汚染のおそれ有り

・取水量が減少し、取水の安定性が低下
・大腸菌の検出及び農薬汚染のおそれ有り

・水脈変動等により、安定した取水が困難

・湧水量が減少し、取水の安定性が低下

・取水量が減少し、取水の安定性が低下
・大腸菌が検出

・取水量が減少し、取水の安定性が低下

水源の状況等

・水脈変動等により、安定した取水が困難

△ 280

7,650

7,650

3,000

415

280

0

0

0

△ 3,000

800

1,659 1,279

△ 20,38521,664 1,279

△ 380

△ 800
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結果及び総務省の対応方針  

便益が高い数値となっているのは、主として既存の自己水源からダムへの大

規模な水源転換によるものであることが確認され、また、水源転換が必要な理

由が具体的に明らかにされた。 
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事例１－４、１－13 「熱海港海岸海岸環境整備事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本事業は、静岡県が事業主体となり、平成３年度から 30年度までを事業期

間として、景観美と親水性に富んだ海岸施設整備を行う国土交通省の補助事

業です。 

本事業では、熱海港海岸の渚地区と多賀地区を整備しており、そのうち多賀

地区の整備については、海岸施設整備による海岸利用便益(76 億円)と、駐車

場整備による渋滞解消便益(104億円)を便益として計上しています。 

 

（海岸利用便益について） 

２ 多賀地区の観光客による海岸利用便益については、観光客を対象としたＴ

ＣＭアンケート調査結果を基に観光客１人１回当たりの消費者余剰を3,270

円/人・回と算定し、それに事業完了後における推計観光客数104,000人（う

ち海水浴客100,000人）を乗じることにより算定しています。 

しかし、熱海市の資料によると、多賀地区にある長浜海水浴場の過去５年

間の入れ込み客数は、18,700人（H14）、9,860人（H15）、25,109人（H16）、27,955

人（H17）、28,019人（H18）であり、ピーク時（平成２年）の115,320人に比

べて大きく減少しています。 

 

（渋滞解消便益について） 

３ 本事業実施地区に隣接する国道 135 号線は夏期を中心に交通渋滞が発生し

ているため、渋滞緩和策として駐車場の整備が行われています。 

貴省によると、渋滞解消便益の算定に当たり、駐車場暫定供用開始（平成15

年度）前（without時）の平日混雑時旅行速度は、暫定供用前直近の平成11年

度の道路交通センサス調査結果のデータを用いて、通常期（295日）において

は34.0㎞/時、夏期（70日）においては増加交通量を考慮し30.8㎞/時と設定し

たとのことです。一方、駐車場整備後（with時）の平日混雑時旅行速度につい

ては、最新のセンサス調査である平成17年度のデータが43.6km/時となってお

り、当路線の法定制限速度40.0km/時を上回る状況になったことを踏まえ、

40.0km/時に変化すると設定しています。また、交通量については、平成11年

度の道路交通センサス調査結果のデータを基に、通常期は15,352台/日、夏期

は15,901台/日と設定したとのことです。 

これらの設定によって、以下の式から渋滞解消便益（104億円）を算出して

います。 

・走行時間短縮便益（742,716千円/年）   

＝走行時間(分)×交通量(台/日)×時間価値原単位(円/分・台)×日数(日) 
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（通常期）(10.6-9.0)(分)×15,352(台/日)×72.45(円/分・台)×295(日) 

＝524,983(千円/年) 

（夏 期）(11.7-9.0)(分)×15,901(台/日)×72.45(円/分・台)×70(日) 

＝217,733(千円/年) 

・走行経費減少便益（7,558千円/年） 

＝走行距離(㎞)×走行経費原単位(円/台・㎞)×交通量(台/日)×日数(日) 

（通常期）6(㎞)×(12.28-12.11)(円/台・㎞)×15,352(台/日)×295(日) 

＝4,619(千円/年) 

（夏 期）6(㎞)×(12.55-12.11)(円/台・㎞)×15,901(台/日)×70(日) 

＝2,939(千円/年) 

 ・渋滞解消便益(年平均)＝走行時間短縮便益＋走行経費減少便益 

＝742,716(千円/年)＋7,558(千円/年)＝750,274(千円/年) 

∴渋滞解消便益 ＝Σ年平均渋滞解消便益(750,274千円)／（1+0.04）n  

＝104億円 

（渋滞解消効果が平成31年以降50年間にわたり発現されるものとして、社会的割引率を考慮して計算） 

 

しかし、通常期における駐車場整備後（with時）の旅行速度の設定において

平成17年度の道路交通センサス調査結果のデータを用いていることについて、

17年度時点では、暫定供用は夏期のみであり、通常期における駐車場の供用は

行われていないため、17年度のセンサスデータを基に整備後の旅行速度を40km/

時と設定することに合理性がないと考えます。 

また、駐車場暫定供用開始前（without時）の交通量及び旅行速度の設定につ

いて、下表のとおり、交通量及び旅行速度はセンサスの時点ごとに増減を繰り

返しているため、平成11年度のセンサスデータのみを用いて設定することは適

切ではないのではないかとの疑問があります。 

 

≪道路交通センサス値の推移≫ 

 H17年度 H11年度 H9 年度 H6 年度 H2 年度 

調査単位区間番号 1063 1059 158 155 153 

平日 12時間交通量（台/12時） 15,385 15,352 16,883 15,915 14,823 

平日混雑度 1.37 1.48 1.41 1.39 1.38 

平日混雑時旅行速度(km/時) 43.6 34.0 38.6 42.5 38.2 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

≪海岸利用便益について≫ 

多賀地区の海水浴客数の推計について、長浜海水浴場の過去５年間の入れ込

み客数からみて、海岸施設整備終了時の平成30年度の海水浴客数を100,000人と
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する推計は過大であると考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

（問２） 

≪渋滞解消便益について≫ 

・ 駐車場整備後（with時）の旅行速度について、平成17年度時点では通常期

には駐車場が供用されていないため、17年度道路交通センサスの値を基に駐

車場整備後の旅行速度を40km/時に設定するのは適切ではないと考えますが、

貴省の見解をお示しください。 

・ また、駐車場暫定供用開始前（without時）の交通量及び旅行速度の設定に

ついて、交通量及び旅行速度はセンサスの時点ごとに変化していることから、

過去の傾向を踏まえて算定した値を使用すべきであると考えますが、貴省の

見解をお示しください。 

  

国土交通省から総務省への回答 

（問１の回答） 

多賀地区の海水浴場は、平成５年の事業開始前に 115,320 人（平成２年）～

89,095 人（４年）の海水浴客数の実績がありました。事業開始後から行われて

いる海水浴場の利用制限に伴い海水浴客数が減少しましたが、現在は、全体供

用時（57,000㎡）の半分の海浜が概成し、駐車場も一部供用されたところです。

海水浴客数は 32,190人（平成 19年）、36,919人（平成 20年）と増加傾向にあ

ります。今後は、事業の進捗に伴い人工海浜の利用範囲が拡大し、海浜に付帯

する駐車場等が整備されることで、海水浴客数の大幅な増加が見込まれます。 

将来の海水浴客数については、伊豆半島における37箇所の海水浴場の砂浜面

積と平成18年度から過去５年間の海水浴客数の実績値を下図のとおり回帰分析

し、多賀地区の砂浜面積は57,000㎡であることから、x=57,000(㎡)とすると、

海水浴客y≓116,000(人)となるので、全体供用時には100,000人の来訪者を見込

んでいます。 
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（問２の回答） 

・ 平成17年度時点では、本事業の一部である人工海浜背後の造成が一部完成

しており通常期においても駐車スペースが確保されていたため、平成17年度

道路交通センサスのデータには事業の効果が含まれているものと考えていま

す。このため17年センサスの値を根拠にすることは適切であると考えます。 

・ 多賀地区の「走行時間短縮便益」及び「走行経費減少便益」算出にあたっ

ては、平成15年の人工海浜暫定供用直前の道路交通状況を反映したデータを

取得する必要があることから、人工海浜暫定供用直前となる平成11年の道路

交通センサス調査結果を用いて便益算出を行うことが合理的であり、最も適

切な手法であると考えております。なお、貴省からご提案がありました交通

量及び旅行速度に関する過去の傾向を踏まえて算定した値を用いることにつ

いては、異なる社会状況下におけるセンサスデータを一括りにしてしまう恐

れがあるため、採用しておりません。 

 

結果及び総務省の対応方針 

≪海岸利用便益について≫ 

今後の事業進捗に伴い人工海浜の利用範囲が拡大し、海水浴客数の大幅な増

加が見込まれると考えられること、また、将来の海水浴客数については、伊豆

半島における海水浴場の砂浜面積と平成 18年度から過去５年間の海水浴客数の

実績値を回帰分析した結果を基に、全体供用時には 100,000 人の来訪者が見込

まれると推計していることが確認された。 

今後は、本事業評価において平成 30年度に 100,000人に達すると推計してい

る多賀地区（長浜海水浴場）の海水浴客数の推移について注視していく。 

 

≪渋滞解消便益について≫ 

平成 17年度センサスについては、本事業の一部である人工海浜背後の造成が

一部完成し、駐車スペースが確保されており、事業の効果が含まれているもの

であることが確認された。 

また、「走行時間短縮便益」及び「走行経費減少便益」の便益算出に当たって

は、平成 15年の人工海浜暫定供用開始直前の道路交通状況を反映したデータを

取得する必要があることから、平成 11年度道路交通センサス調査結果を用いて

便益算出を行うことが合理な手法であるとの認識が示された。 
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事例１－５ 「揖保川水系直轄総合水系環境整備事業」 

 

総務省から経済産業省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 揖保川水系直轄総合水系環境整備事業は、水環境整備事業、自然再生事業、

河川利用推進事業の３つの事業から構成されており、昭和51年度から平成23

年度までを事業期間とし、総事業費約106億円をかけて行う国の直轄事業です。 

貴省の評価書によると、総便益（Ｂ）は372億円、総費用（Ｃ）は114億円、

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は3.3となっています。 

 

＜水環境整備事業について＞ 

２ 水環境整備事業では、揖保川の水質改善と林田川の流況改善を目的として、

底泥浚渫、揖保川導水やワンドの整備等が実施されています。 

  貴省の公表資料によると、費用対効果分析に用いる水環境整備事業の費用

については、昭和51年度から平成20年度までの事業費及び評価対象期間の維

持管理費をそれぞれ合計して73.1億円と算定していますが、このうち、昭和

51年度から平成７年度までの間の事業費29.8億円については、現在価値化さ

れておらず、この間の費用が適切に算定されていないと考えます。 

     

＜河川利用推進事業について＞ 

３ 河川利用推進事業では、河川環境への関心の高まりに即した親水活動のた

めの拠点整備等を目的として、水辺の楽校や水辺プラザなどの親水護岸整備

や散策路整備が実施されています。 

  河川利用推進事業の便益については、旅行費用法（ＴＣＭ）により算定し

ており、自動車等利用者の旅行費用の算定に当たり、整備箇所ごとに、自動

車等利用者往復時間費用及び自動車等燃料代を算定しています。このうち、

自動車等燃料代については、以下の算定式により算定されています。 

 

「自動車等燃料代（円）」 ＝ 「自動車等移動距離（km）」 ÷ 「燃費（km/ℓ）」 

                           × 「燃料代（円/ℓ）」 × 「自動車等利用者数（人）」 

 

  本来、自動車等燃料代は個々の自動車等ごとに発生する費用であり、また、

１台の自動車等に家族や友人など複数人が乗車して水辺の楽校等を訪れてい

る場合が想定され、実際の自動車等の台数は自動車等利用者数よりも少なく

なると考えられるため、自動車等利用者数を用いると自動車等燃料代が過大

に算定される可能性があります。 

  したがって、自動車等燃料代の算定に当たっては、自動車等利用者数では
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なく自動車等の台数を用いるべきであると考えます。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 本事業については、適切な費用対効果分析を行うため、事業費の現在価値化

やＴＣＭにおける便益の算定を適切に行った上で、再度評価を行うべきである

と考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

経済産業省から総務省への回答 

（回答） 

 事業費については、デフレーターによる補正の上、社会的割引率をかけるこ

とにより現在価値化すべきであると考えています。また、ＴＣＭによる便益の

算定において、自動車等燃料代を算定するに当たっては、自動車等台数を用い

て算出すべきであると考えています。 

 本評価に当たり、費用対効果の算定が適切に行われていなかった点について

は、費用対効果の算定方法について既に再検討を行っており、再度評価を行う

予定です。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 評価に当たって、費用対効果の算定が適切に行われていなかった点について、

費用対効果の算定方法について既に検討を行っており、再度評価が行われる予

定であることから、評価書が提出された際に確認をする。 
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ｺﾝﾃﾅｼｬｰｼ 

ｺﾝﾃﾅｼｬｰｼ 

事例１－６ 「今治港富田地区多目的国際ターミナル整備事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本事業は、四国地方整備局が事業主体となり、平成５年度から22年度まで

を事業期間として、外内貿のバラ貨物の安定的かつ低廉な輸送、増大する貨

物のコンテナ化及び船舶の大型化に対応するための多目的国際ターミナルを

整備することにより、物流効率化を図り、地域経済の国際競争力の向上を目

指す事業です。 

本事業の便益は、輸送コストの削減便益(647.4億円：2,113百万円/年)、浸

水被害の防護便益等その他の便益（126.9億円：633百万円/年）で構成されて

おり、そのうち輸送コストの削減便益の内訳は、石膏及び石膏ボードの輸送

の効率化による便益（1,610百万円/年）、外貿コンテナの輸送コスト削減便

益（418百万円/年）及び内貿コンテナの輸送コスト削減便益（85百万円/年）

となっています。 

２ 外貿コンテナの輸送コスト削減便益について、輸出品目は化学薬品、合成

樹脂（新居浜市、今治市等で生産）、輸入品目は化学薬品、合成樹脂、紙パ

ルプ等（新居浜市、今治市等で消費）であり、輸送経路は、下図のとおり、

with時は、生産地・消費地と今治港の間をコンテナシャーシ、今治港と釜山

港の間をコンテナ船により輸送し、without時は、生産地・消費地が新居浜市

の場合は、新居浜港までをコンテナシャーシ、新居浜港と神戸港の間を内貿

コンテナ船で輸送し、生産地・消費地が今治市の場合は、松山港までをコン

テナシャーシ、松山港と釜山港の間をコンテナ船により輸送することとされ

ています。 

そして、with時は「生産地・消費地～今治港」間の輸送コストを算出し（481.8

百万円/年）、without時は、新居浜港を代替港とする場合の「生産地・消費地

～新居浜港～神戸港」間の輸送コスト及び松山港を代替港とする場合の「生産

地・消費地～松山港」間の輸送コストを算出し（899.4百万円/年）、両者の差

額を輸送コスト削減便益としています。 

  

 

With時 

                     

   

 

Without時 

                

      

今治港 

ｺﾝﾃﾅ船 ｺﾝﾃﾅ船 

輸送コスト削減便益対象外 

ｺﾝﾃﾅ船 
新居浜港 神戸港 生産地・消費地 

（今治市、新居浜市等） 

次港/前港 

ｺﾝﾃﾅ船 
釜山港 

ｺﾝﾃﾅ船 

生産地・消費地 

（今治市、新居浜市等） 

輸送コスト削減便益対象外 

釜山港 次港/前港 

松山港 
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 《外貿コンテナ輸送コスト》 

 With時 Without時 

代替港：松山港時(7,043TEU) 123.0百万円/年 424.5百万円/年 

代替港：新居浜港時(6,444TEU) 358.8百万円/年 474.9百万円/年 

合計(13,487TEU) 481.8百万円/年 899.4百万円/年 

外貿コンテナ輸送コスト削減便益 

（Without時－With時） 
417.6 百万円/年 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

外貿コンテナの輸送コスト削減便益の算出過程において、with 時、without

時とも輸送経路の一部である国内の港間の輸送コストのみで比較していますが、

輸送経路の一部だけではなく、輸送経路の全体である海外の仕向け・仕出し港

から今治港等への輸送コストを比較すべきであると考えますが、貴省の見解を

お示しください。 

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

今治港を利用（輸出・輸入）するコンテナ貨物の約98%は、韓国、中国を中心

としたアジア地域が仕向け・仕出し地です。（平成15年度全国輸出入コンテナ

貨物流動調査）よって、国内港から国外港間の輸送については、with時の方が

より国外港に近く、過大な評価になっていないことが自明であり、かつ航行日

数がほぼ同じであり輸送コストの差がほとんどないため、便益計算としては省

略しました。 

また、輸送コストを試算したところ、国内港から国外港間の輸送については、

事業を実施した場合年間約200万円程度の輸送コスト削減便益が発生し、費用便

益分析を行った場合でも、費用便益比率は2.6と変わらないことも確認していま

す。 

 

結果及び総務省の対応方針 

本事業評価における国内港から国外港間の輸送については、輸送コストの差

がほとんどないため、便益計算としては省略したこと、また、その輸送コスト

を試算し、費用便益分析を行った場合でも、費用便益比率は 2.6 と変わらない

ことが確認された。 

- 280 -



事例１－７ 「福山港一文字地区ボートパーク整備事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本事業は、広島県が事業主体となり、平成15年度から23年度までを事業期

間として、放置艇対策のためにボードパーク整備を行う国土交通省の補助事

業です。本事業の便益はボートパーク整備に伴う地域環境の向上効果(26億

円)と残存価値(6.3億円)の合計で計上されています。 

  貴省の「港湾投資の評価に関する解説書2004」によると、ボートパーク整

備に伴う地域環境の向上効果に対する便益は、１世帯当たりの支払意思額に

背後地域世帯数を乗ずることで算出するとされており、その支払意思額は、

原則としてＣＶＭによるアンケート調査を実施し決定するとされています。

しかし、本事業においては、当該事業地域におけるＣＶＭによるアンケート

調査を行うことなく、解説書に掲載されている事例及び他の既往調査結果の

事例を基に支払意思額を算出しています。 

  これについて、貴省は、事業主体において厳しい財政状況からアンケート

調査に必要な費用を確保することが困難であったこと、また、既に測定され

た類似事業の便益原単位等を活用して対象事業の便益を測定する「便益移転」

の手法が地域社会の環境便益を評価する手法として既に確立していることか

ら、本事業と同種の事業を行った以下の10地区の支払意思額の平均値(3,921

円/世帯/年)を便益原単位として、これに本事業の背後地域世帯数を乗ずるこ

とにより、ボートパーク整備に伴う地域環境の向上効果に対する便益を算出

したとしています。 

 

≪同種の事業を行った10地区≫ 

立地条件 標本（出典） 
人口規模 
（万人） 

収容隻数 
（隻） 

支払意思額 
（円/世帯/年） 

市街地 

事例Ａ（解説書P2-11-23） 31 50 1,350 

事例Ｂ（解説書P2-11-23） 20 70 7,550 

事例Ｃ（既往調査結果） 25 100 6,186 

事例Ｄ（既往調査結果） 20 297 7,531 

事例Ｅ（解説書P2-11-23） 48 450 5,000 

事例Ｆ（既往調査結果） 29 530 5,359 

平均値   5,496 

非市街地 

事例Ｇ（解説書P2-11-23） 2 100 1,500 

事例Ｈ（既往調査結果） 7 356 1,618 

事例Ｉ（既往調査結果） 8 459 1,514 

事例Ｊ（解説書P2-11-23）  8 460 1,600 

平均値   1,558 

市街地 
福山港一文字地区ボートパ
ーク整備事業 

48 450 
3,921 

(10地区の平均) 

※ 立地条件は、事業箇所背後圏の人口規模が10万人以上を市街地、10万人未満を非市街地と分類 
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２ なお、貴省によると、本事業は市街地（福山市中心部）に位置することか

ら、立地条件が同様である市街地の事例（事例Ａ～Ｆ）の平均値（5,496円/

世帯/年）を採用することが適当であるが、収容隻数が同一規模（450隻）で

ある事例Ｅのアンケート調査結果（5,000円/世帯/年）よりも高額となり過大

評価のおそれがあると考えられたため、全事例の平均値（3,921円/世帯/年）

を便益原単位として採用したとのことです。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

財政難によりアンケート調査費用を捻出することが困難な場合等のやむを得

ない事情があるときには、既存の類似事例を基に算出した便益原単位を使用し

て便益移転を行う場合であっても、当該事例の各地区における年齢、性別、収

入等の属性と評価対象地区の属性を比較検証し、両者に一定の類似性があると

認められることが必要と考えますが、貴省の見解をお示しください。 

また、その必要性を認める場合に、今回の評価でそれらの属性の類似性につ

いてどのように判断をしたのかを具体的データとともに御教示ください。 

  

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

 便益移転を行う場合に、既存の評価事例と評価対象地区について比較的類似

性があることは望ましいと考えており、年齢等の属性は、人口規模により一定

の類似性があることから今回の評価に関しては人口規模によって類似性を確認

しています。 

例えば「年齢」についての属性は、以下の図からも、同じ市街地では類似性

があることを確認しており、また、政府を含む多くの文献で、人口規模により

人口構成を分類している事例も多く、地区の属性について人口規模により一定

の類似性があることは一般的に認知されています。 

今後も同様の手法を行う場合には、当該事例各地区の年齢等の属性と評価対

象地区の属性に一定の類似性があることを確認した上で評価を行います。 
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結果及び総務省の対応方針 

便益移転の手法を用いる際、年齢等についての属性は、人口規模により一定

の類似性があることから、今回の評価に関しては人口規模によって類似性を確

認していることが確認された。 

今後も同様の手法を行う場合には、当該事例各地区の年齢等の属性と評価対

象地区の属性に一定の類似性があることを確認した上で評価を行う旨の認識が

示されたため、引き続き注視していく。 
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事例１－８ 「羽生水郷公園整備事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 羽生水郷公園(埼玉県羽生市)は、昭和 56年に開園した後、生物と自然をテ

ーマとした文化教養型レクリエーション拠点として整備するため、都市計画

を変更し面積 53.6haの大規模公園（総合公園）として、平成５年度に事業採

択され、17年度に部分供用を開始し、全体供用（予定）年度は 27年度となっ

ています。平成 19年度の再評価結果によると、総事業費 92億円、総便益 239

億円、総費用 224億円、Ｂ／Ｃは 1.07です。 

 

２ 貴省提出資料によると、直接利用価値及び間接利用価値（環境）について

は、昭和56年の開園当初時から平成76年（部分供用開始の平成17年から60年

間）までの83年間、また、間接利用価値（防災）については、平成17年から

平成76年までの60年間の便益を計上しています。 

 

 ≪費用対効果分析（現在価値化後）≫        （単位：百万円） 

区分 

費 用 
総費用

(C) 

便 益 
総便益

(B) 

B/C 

建設費 
維持 

管理費 

直接利

用価値 

間接利

用価値 

部分供用前 

(1980～2004) 
10,459 2,635 13,093 5,119 484 5,603 

部分供用後 

(2005～2064) 
2,386 6,932 9,318 8,400 9,880 18,280 

計 12,844 9,567 22,411 13,519 10,364 23,883 1.07 

※ 貴省提出資料を基に当省において取りまとめた。 

 

３ 貴省の「大規模公園費用対効果分析手法マニュアル」においては、直接利

用価値及び間接利用価値の便益は、供用開始年度（部分供用がある場合は、

部分供用年度）から49年後を検討対象最終年度として、50年間の便益を計上

するとしていますが、貴省によると、本評価を行うに当たり「当初開園時の

昭和56年度を部分供用年度とした場合、全体供用直前の投資により整備した

区域に係る便益が15年程度しか計上できなくなるため、プロジェクトライフ

の最終年を全体供用時から50年とした」とのことです。 

 

【事実関係の照会】 
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（問） 

本評価のように、当初開園時から整備完了後50年までの便益を計上する方法

では、直接利用価値便益において、整備完了時以前に完成した施設の便益が、

50年以上算出されること、また、各々の公園の部分供用年度から整備完了時ま

での年数によって、間接利用価値便益を計上する年数が変化することから便益

が過大に算出されるおそれがありますが、貴省の見解をお示しください。 

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

貴省ご指摘を踏まえ、再度評価を実施します。 

 

結果及び総務省の対応方針 

費用便益比の算定が適切に行われていなかった点について、平成 21年度中に

再度評価を行う旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に内容を確認

する。 
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事例１－９、１－10 「金沢城北市民運動公園整備事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 金沢城北市民運動公園（石川県金沢市）は、平成３年に開設した運動公園

であり、本事業において、野球場及びサッカー場の拡張、総合プール及び武

道館の新設等の整備を行っており、28年に全体供用を予定しています。 

 

２ 本事業の直接利用価値の算定において、貴省は「有料試合が開催される野

球場及びサッカー場において別途、過去の実績より入場料収益を計上して便

益として評価する」として平成３年から52年までの50年間で518百万円の入場

料収益を便益として計上しています。しかし、入場料収益を便益として計上

する一方で、これに見合う試合の運営コストを費用として計上していません。 

 

３ 貴省によると、平成16年度から18年度までの入場料収益は以下のとおりで

あり、３年度から15年度までの入場料収益については、入場者数等について

現存するデータが限られていることから、16年度から18年度までの３年間の

実績の平均値(600万円)を用いています。 

 

≪入場料収益(平成16年度～18年度) ≫  （単位：万円） 

 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

野 球 400 175 200 

サッカー 340 200 396 

合 計 740 375 596 

 

 一方、平成28年の全体供用後の入場料収益については、本事業により野球場

及びサッカー場の収容人数をそれぞれ25,000人（15,000人増設）、15,000人

（12,000人増設）に拡張する計画であり、拡張後はプロ野球やＪ１リーグを誘

致することが可能となり、レベルの高い試合を観戦することができるようにな

ることで観戦者が満席まで増加すると想定できることから、便宜的に席数と入

場料収益が比例するものとして、野球場係数を25,000/10,000=2.5、サッカー

場係数を15,000/3,000=5.0として、16年度から18年度までの野球及びサッカー

の入場料収益の平均にそれぞれの係数を乗じて合計した2,250万円になると推

計しています。 

 また、平成16年度から27年度までの入場料収益については、部分供用時の入

場料収益と全体供用時の入場料収益との間で線形補完を用いることで、以下の

ように推移すると推計しています。 
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≪入場料収益≫                     （単位：万円） 

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

600 700 800 1,000 1,100 1,200 1,400 1,500 1,600 1,700 1,900 2,000 2,100 

 

しかし、現在の野球場の収容人数は 10,000 人、サッカー場の収容人数は

3,010人であるのに対し、平成 16年から 18年までの１試合当たりの入場者数

は、野球場は 1,000人から 2,000人、サッカー場は 800人から 1,000人ほどで

あり、収容可能人数が不足しているという状態ではありません。 

 

４ 貴省提出資料によると、金沢城北市民運動公園の間接利用価値の算定にお

いて競合公園として設定している都市公園のうち、下表の①から⑰の都市公

園における緑地及び広場の面積並びに防災機能拠点の有無が、平成 19年度に

行った大乗寺野田丘陵公園の再評価において使用されているものと異なって

います（本事例のほかに競合公園の施設規模等のデータが他の評価で用いら

れているものと異なっている事例（熊野灘臨海公園整備事業）あり。）。 

 

 ≪金沢城北市民運動公園と大乗寺野田丘陵公園との比較≫ 

  

金沢城北

市民運動

公園評価 

大乗寺野

田丘陵公

園評価 

 

  

金沢城北

市民運動

公園評価 

大乗寺野

田丘陵公

園評価 

①健民海浜公園      ⑨松任海浜公園     

  緑地 39.8ha 25.0ha     緑地 0.3ha 6.1ha 

  広場 2.2ha 2.3ha     広場 3.9ha 5.6ha 

②北部公園       ⑩手取公園     

  緑地 5.2ha 5.1ha     緑地 16ha 8.3ha 

  広場 4.7ha 0.2ha     広場 3.9ha 10.6ha 

③奥卯辰山健民公園      ⑪松任総合運動公園     

  緑地 22.3ha 29.8ha    緑地 0.5ha 3.9ha 

  広場 1.6ha 13.6ha    広場 1.2ha 4.8ha 

④西部緑地公園      ⑫泉台公園     

  緑地 14.2ha 0.2ha     防災機能拠点の有無 有 無 

  広場 17.7ha 5.2ha ⑬翠ヶ丘運動公園     

⑤卯辰山公園        防災機能拠点の有無 有 無 

  緑地 61.1ha 1.0ha  ⑭物見山運動公園     

  広場 1.4ha 6.3ha    防災機能拠点の有無 有 無 

⑥木場潟公園      ⑮津幡運動公園     

  緑地 0.0ha 172.0ha    緑地 16.6ha 0.3ha 

  広場 27.0ha 44.0ha    広場 7.8ha 2.9ha 

⑦小松運動公園       ⑯内灘町総合公園     

  緑地 3.2ha 2.2ha   緑地 2.6ha 0.7ha 

  広場 5.8ha 2.4ha    広場 5.0ha 3.7ha 

⑧うのけ総合公園      ⑰小矢部運動公園     

  緑地 8.6ha 7.9ha    緑地 10.1  8.2  

    
   広場 5.6ha 5.6ha 

※貴省提出資料を基に当省で作成 
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５ このことについて、貴省では、「競合公園に係る施設規模等の情報について

は、現在、費用対効果分析の評価を行う主体が共有できる仕組みがない。こ

のため、費用対効果分析を行うにあたり必要となる競合公園の施設規模等の

情報については、既に把握している情報を活用するか、あらたに他の公園管

理者の協力を得て当該情報を収集せざるを得ない状況にある。」としています。 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

平成16年度から27年度までの入場料収益については、線形補完を用いて経年

で増加すると推計していますが、16年度から18年度までの野球場・サッカー場

の入場者数の実績は、収容可能人数が不足しているという状態ではないため、

施設を増設しても入場料収益は増加しないと思われますが、貴省の見解をお示

しください。 

 

（問２） 

有料試合の主催者に発生する便益である入場料収益を公園利用に係る便益と

して計上するのであれば、主催者が支出した試合運営コストなども費用に計上

すべきであると考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

（問３） 

都市公園の施設規模等の情報から導き出される魅力値は直接利用価値の算定

に、緑地及び広場の面積並びに防災機能拠点の有無は間接利用価値の算定に直

接影響を与える情報であるため、同一の公園が複数の評価書で競合公園として

設定されている場合、これらの値を正確に把握しデータを統一すべきであると

考えますが、貴省の見解をお示しください。 

  

国土交通省から総務省への回答 

（問１の回答） 

平成16年度の部分供用以降の入場料収入については、公園施設が拡張される

ことにより公園の利用者が増加し、またより魅力的な試合を誘致できるように

なるため、野球場・サッカー場の入場者数は増加すると想定し、部分供用時と

全体供用時との間を線形補完し、便益を算出しています。 

 

（問２の回答） 

本件における有料試合の多くはボランティア運営によるものであることから、

今回は費用を計上していません。今後、定期的・日常的にプロ野球等の有料試

合が開催されることが明らかな場合は、その試合運営コストなども費用に計上
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すべきと考えています。 

 

（問３の回答） 

貴省ご指摘の点については、都市公園事業に係る費用対効果分析における課

題の一つと認識しており、競合公園が都府県の区域を超えて設定される場合等

においても評価主体が当該競合公園の施設規等に係る情報を共有できる方法を

検討しているところです。 

 

結果及び総務省の対応方針 

平成 16年度の部分供用以降、公園施設が拡張され、より魅力的な試合を誘致

できるようになるため、野球場・サッカー場の入場者数は増加すると想定し、

便益を算出していることが確認された。 

また、本件における有料試合は、そのほとんどがボランティア運営によるも

のであることから、今回は費用を計上していないが、今後、定期的・日常的に

プロ野球等の有料試合が開催されることが明らかな場合は、その試合運営コス

トなども費用に計上する旨の認識が示されたため、引き続き注視していく。 

さらに、競合公園に係る施設規模情報について、評価主体が共有できる方法

を検討しているところであり、今後、実現を図る旨の認識が示されたため、そ

の検討の進捗状況について注視していく。 
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事例１－11 「熊野灘臨海公園整備事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 熊野灘臨海公園（三重県）は、公園面積 530.8ha の大規模公園（レクリエ

ーション都市）であり、部分供用は昭和 53 年、全体供用は平成 24 年の予定

です。 

 

２ 貴省提出資料によると、熊野灘臨海公園の直接利用価値の算定において競

合公園として設定した宝ヶ池公園の施設規模等が、下表のとおり、平成 19年

度に行った宝ヶ池公園の再評価において使用されているものと異なっていま

す（本事例のほかに競合公園の緑地及び広場の面積並びに防災機能拠点の有

無に関するデータが他の評価で用いられているものと異なっている事例（金

沢城北市民運動公園整備事業）あり。）。 

 
≪宝ヶ池公園の施設規模等の比較≫ 

   
熊野灘臨海

公園評価 

宝ヶ池公園 

評価 

魅

力

値 

自然系 788,750 107,500 

施設系 7,704 15,219 

文化系 0 7,876 

施

設

規

模

等 

園路広場 56.4ha 1.6ha 

修景施設 6.7ha 7.0ha 

遊戯施設(ボート) - 40台 

遊戯施設(ジャングルジム) 0.3ha 0.5ha 

野球場 - 4面 

ゲートボール場 - 1面 

研修所/教室 - 200㎡ 

ﾎｰﾙ､集会場等 - 600㎡ 

  ※貴省提出資料を基に当省で作成 

 

３ このことについて、貴省では、「競合公園に係る施設規模等の情報について

は、現在、費用対効果分析の評価を行う主体が共有できる仕組みがない。こ

のため、費用対効果分析を行うにあたり必要となる競合公園の施設規模等の

情報については、既に把握している情報を活用するか、あらたに他の公園管

理者の協力を得て当該情報を収集せざるを得ない状況にある。」としています。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 
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都市公園の施設規模等の情報から導き出される魅力値は直接利用価値の算定

に、緑地及び広場の面積並びに防災機能拠点の有無は間接利用価値の算定に直

接影響を与える情報であるため、同一の公園が複数の評価書で競合公園として

設定されている場合、これらの値を正確に把握しデータを統一すべきであると

考えますが、貴省の見解をお示しください。 

  

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

 貴省のご指摘の点については、都市公園事業に係る費用対効果分析における

課題の一つと認識しており、競合公園が都府県の区域を超えて設定される場合

等においても評価主体が当該競合公園の施設規模等に係る情報を共有できる方

法を検討しているところです。 

 

結果及び総務省の対応方針 

競合公園に係る施設規模情報について、評価主体が共有できる方法を検討し

ているところであり、今後、実現を図る旨の認識が示されたため、その検討の

進捗状況について注視していく。 

 

- 291 -



事例１－12 「国営かんがい排水事業（香川用水土器川沿岸地区）」 

 

総務省から農林水産省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本事業は、香川県丸亀市ほか２市４町の水田3,996haを対象に、農業用水の

安定供給、効率的利用と、地域用水機能の増進を図るため、老朽化した用水

路約58kmを改修するとともに、約３kmの用水路を新設するものです。 

貴省の「公共事業の事業評価書（国営土地改良事業等の事前評価）」(平成

19年８月)によれば、総便益（B）は88,196百万円、総費用（C）は38,050百万

円、総費用総便益比（B/C）は2.31となっています（なお、本事業の総事業費

は14,965百万円）。 

 

２ 「新たな土地改良の効果算定マニュアル」（平成19年６月農林水産省農村

振興局企画部土地改良企画課・事業計画課監修）によると、作物生産効果は、

土地改良事業を実施した場合（「事業ありせば」）と実施しなかった場合（「事

業なかりせば」）の作物生産量の比較により年効果額を算定することとされ

ています。また、作物生産効果の算定に当たり、用水施設の更新整備におけ

る「事業なかりせば」の場合の水稲の単収は、原則として、「陸稲」の単収

を用いて整理することとされており、当該単収の算定に当たっては、農林水

産統計資料による関係市町村の最近５か年の面積加重平均単収（干害、水害、

冷害年等の異常気象年を除く。）をもって充てることとされています。 

 

３ 本評価における「事業なかりせば」の場合の水稲の単収については、貴省

によると、本地区の関係市町及び香川県における陸稲の作付実績がないこと

から、近傍地域である四国地方の農林水産統計結果（農林水産省統計情報部）

における直近５か年の陸稲の面積加重平均単収である124kg/10aを用いたと

しています。 

しかし、表１のとおり、四国地方における直近５か年の陸稲の作付実績は、

１市（愛媛県新居浜市）における平成14年度及び15年度の２か年分のみとなっ

ており、陸稲の単収の算定に当たって十分なデータが用いられていないと考え

られます。 
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表１ 陸稲の単収算定表（本評価時） 

（単位：kg/10a） 

年次 四国地方 

Ｈ13 … 

Ｈ14 123 

Ｈ15 125 

Ｈ16 － 

Ｈ17 － 

平均 124 

※ ｢－｣ は事実のないもの 

｢…｣ は事実不詳又は調査を欠くもの 

 

４ また、貴省によると、本評価以降に行われた本事業の土地改良事業計画書

の策定に当たっては、表２のとおり、近傍地域となる四国地方及び中国地方

の105市町村における農林水産統計調査結果による５か年分の調査デ－タを

用いて、効果算定内容の精査等を行い、陸稲の単収を152kg/10aとしています。 

 

表２ 陸稲の単収算定表（土地改良事業計画書策定時） 

                   （単位：kg/10a） 

年次 中国地方 四国地方 中国四国地方平均 

H９ 178 133 156 

H10 187 134 161 

H11 171 137 154 

H14 174 123 149 

H15 157 125 141 

平均 173 130 152 

※ ｢年次｣ は四国地方のデータが存在する年によるもの 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本評価における陸稲の単収の算定に当たっては、１市の２か年分の作付実績

のみを用いており、陸稲の単収の算定に十分なデータが用いられていないと考

えられます。 

また、本事業の土地改良事業計画書の策定に当たっては、一定範囲の複数の

市町村における５か年分のデータを把握して陸稲の単収を算定していることか

ら、本評価においても、より広範囲における５か年分の農林水産統計調査結果

の調査データを用いるなど、十分なデータを用いて陸稲の単収を算定すべきで

あったと考えますが、貴省の見解をお示しください。 
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農林水産省から総務省への回答 

（回答） 

本事業の事前評価に用いた陸稲単収については、他の作物と同様に最近５か

年の面積加重平均単収を用いるとの考え方に基づき、本地区が位置する四国地

方の統計資料により最近５か年に把握しうる２か年分の数値が大きな変動のな

いものであること、異常気象年のものではないこと、過去の実績からみて平均

的な数値であることを確認した上で用いたものです。 

なお、事前評価の実施に際しては、今後とも精度の維持・向上に努めたいと

考えます。 

 

結果及び総務省の対応方針 

本事業の事前評価に用いた陸稲単収については、他の作物と同様に最近５か

年の面積加重平均単収を用いるとの考え方に基づき、本地区が位置する四国地

方の統計資料により最近５か年に把握しうる２か年分の数値が大きな変動のな

いものであること、異常気象年のものではないこと、過去の実績から見て平均

的な数値であることを確認した上で用いたものであることが確認された。 

 事前評価の実施に際しては、今後とも精度の維持・向上に努める旨の認識が

示された。 
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事例１－14 「地域高規格道路 一般国道 23 号 豊橋バイパス」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本事業は、幹線道路の交通混雑緩和（国道１号、23号）、物流交通の効率化

及び地域振興の支援を目的とした延長 17.6kmのバイパス整備事業（起点：愛

知県豊橋市野依町、終点：同豊川市為当町）であり、名古屋都市圏と豊橋間

を結ぶ地域高規格道路である名豊道路の一部区間を形成するものです。昭和

48年度から事業着手され、これまでに 13.4kmが暫定 2車線供用済みとなって

います。 

  

２ 本事業の費用便益分析に当たっての配分交通量の推計手法は、Ｑ－Ｖ式と

転換率式の併用による配分法が用いられています。 

 

３ 本事業の費用便益分析に係る公表資料（様式－３①（交通状況の変化））で

は、下表のとおり、豊橋バイパス及び主な周辺道路（豊橋バイパスが整備さ

れた場合に交通量の転換（変化）が見込まれる道路のうち主なもの）の豊橋

バイパスの整備の有無それぞれの場合における平成 42年時点の交通量が示さ

れています。 

整備ありの場合の将来交通量については、事業全体の場合と残事業の場合と

で一致するものと考えられますが、現道（国道 23 号）及び国道１号の将来交

通量をみると、事業全体の交通量に対して、残事業の交通量が相対的に現道（国

道 23号）で 16,200台/日、国道 1号で 2,400台/日少ないものとされています。 

【交通状況の変化（抜粋）】 

〈事業全体〉             （台／日）  〈残事業〉             （台／日） 

 整備なし 整備あり   整備なし 整備あり 

新設・改築道路(豊橋バ

イパス):17.6km 

0 55,500  新設・改築道路(豊橋バ

イパス):17.6km 

0 55,500 

主

な

周

辺

道

路 

現道(国道 23号) 

:10.4km 

58,400 37,100 

 

 

主

な

周

辺

道

路 

現道(国道 23号) 

:10.4km 

38,500 20,900 

 

国道 1号 

:8.4km 

46,000 37,900 

 

 国道 1号 

:8.4km 

53,200 35,500 

 

豊橋環状線 

:3.7km 

26,100 13,900  豊橋環状線 

:3.7km 

22,000 13,900 

国道 259号 

:11.7km 

63,300 48,500  国道 259号 

:8.2km 

60,700 48,500 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本事業の費用便益分析に係る公表資料において、豊橋バイパスが整備された

場合に交通量の転換が見込まれる現道（国道 23号）及び国道１号の将来交通量
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については、平成 42 年時点の交通量を推計するものであることから、事業全体

の場合と残事業の場合とで一致するものと考えられますが、事業全体の交通量

に対して残事業の交通量が相対的に少ないものとされているため、将来交通量

の推計が適切に行われていないのではないかとの疑問があります。この点につ

いて、貴省の見解をお示しください。 

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

豊橋バイパスの「整備あり」の場合において、「事業全体」及び「残事業」と

もに平成 42年時点のネットワーク等の推計条件は同じであるため、同一地点に

おける交通量、走行時間、走行時間費用は同一の結果になっています。 

公表資料（様式－３①）の交通量記載方法については、様式-３①の注記「※

１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。」

にあるとおり、整備効果が高い箇所を代表的な値として記載しています。 

例えば、今回代表事例として掲載した現道（国道 23号）の「事業全体」の「整

備有り」37,100台/日、「整備無し」58,400台/日と同一箇所における「残事業」

の値は「整備有り」37,100 台/日、「整備無し」38,900 台/日となっており、そ

の差は 1,800台/日となっています。一方、今回「残事業」の代表箇所として掲

載した箇所の値は、「整備有り」20,900台/日、「整備無し」38,500台/日の箇所

を選定しており、その差は 17,600台/日と、「事業全体」で選択した箇所での「残

事業」の値との差 1,800台/日に比べ非常に大きな値となっています。 

以上の観点から、「事業全体」と「残事業」の値は、「整備有り」と「整備無

し」の値の差が一番大きな箇所の値を選択し代表的な値として記載したもので

す。このため、「事業全体」と「残事業」とで記載交通量が異なっているもので

す。 

国道１号においても同様に、「事業全体」、「残事業」とも整備効果がもっとも

現れる箇所の値を代表箇所として掲載しているため、「事業全体」と「残事業」

とで記載交通量が異なっているものです。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 将来交通量の推計自体は適正に行われていたところであるが、公表資料の表

記に当たっては、豊橋バイパス付近における走行時間便益が出る区間のうち、

整備の有無による交通量の変化が最も大きい区間の交通量を記載しているため、

事業全体と残事業では記載交通量が異なっていたことが確認された。 
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事例１－15 「一般国道 439号 杓子バイパス第二工区」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本事業は、現道（国道 439 号）の大型車の通行ができない幅員狭小区間、

線形不良箇所による普通車のすれ違い困難なあい路や大雨等の異常気象時の

事前通行規制区間の解消を目的とした延長 4.2kmのバイパス整備事業（起点：

高知県高岡郡四万十町葛籠川
つ づ ら が わ

、終点：高知県四万十市住次郎
じゅうじろう

413台/日 ＋ 1,520台/日 

）であり、平成

10年度から事業着手されているものです。 

  

２ 費用便益分析に当たっての配分交通量の推計手法は、山間部で並行道路が

少ないことから簡易手法が用いられています。 

 

３ 本事業の計画交通量（杓子バイパス第二工区及び当該バイパスと一体的に

現道（国道 439号）からの転換交通量を見込んでいる町道轟崎つづら線の「整

備あり」の場合の交通量）は 1,300台/日（※）とされています。 

 

  当該計画交通量については、将来交通量の推計に当たり、現道（国道 439

号）の本事業区間に並行する区間の道路交通センサス値に基づき、過去約 10

年の伸び率を採用した場合には、伸び率は約 11 倍となり、平成 11 年センサ

ス値を用いた交通量推計では 2020年まで交通量が伸びるものと推計されてい

たため、そのまま、今後約 10年間伸び続けるとすれば、将来交通量は 413台

/日×11 倍＝4,543 台/日となり、周辺の交通状況を勘案しても過大な結果に

なるとして、次の考え方により推計されたものです。 

① 杓子バイパス第二工区が整備された場合の交通は、町道を経由し四万十川

中流域と下流域が結ばれ、新たな交通交流が考えられることから、当該バイ

パス前後のセンサス区間（413台/日と 1,520台/日）の２つの値の平均値を

基にした。 

② 将来交通量の推計に当たっては、ここ数年整備の進んだ近傍の補助国道

381 号の過去約 10 年間の伸び率（1.35 倍）を参考に、国道 439 号も同様な

伸び率があると考えた。 

 

（※）1,300台/日の推計式 

 

× 1.35 ≒ 1,300台/日 
２ 

 

４ 上記のとおり、将来交通量の推計の基となる現道（国道 439 号）の交通量
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について、杓子バイパス第二工区が整備された場合、町道を経由し四万十川

中流域と下流域が結ばれ新たな交通交流が考えられるとして、事業区間に並

行する現道（国道 439号）の平成 17年センサス値（413台/日）のほか、当該

区間の南側の区間の 17年センサス値（1,520台/日）も加味されています。 

しかしながら、新たな交通交流を考えるのであれば、事業区間の南側に隣接

する区間のほか四万十川中流域と下流域を結ぶ他の路線についても競合路線

として考慮する必要があると考えますが、本事業の交通量推計においては考慮

されていません。 

簡易手法を用いるのであれば、将来交通量の推計の基となる現道（国道 439

号）のセンサス区間については、本事業区間と並行する区間のみを用いるべき

と考えます。 

 

５ また、ここ数年同様に改良工事が進ちょくした近隣の国道 381 号の過去約

10年間の交通量変化の伸び率（1.35倍）を基に、国道 439号についても地形

的条件が同じ中山間地で同様な伸び率があるものとして、改良工事が進ちょ

くした他の路線における交通量変化の伸び率が用いられています。 

しかしながら、改良工事が交通量の変化に与える影響は、個々の改良工事ご

とに異なるものであるため、改良工事が進ちょくした他の路線における交通量

変化の伸び率を用いることは、交通需要を過大に見積もるおそれがあり適切で

はないと考えます。 

 

６ このため、本事業においては、計画交通量及び便益が過大に算出されてい

る可能性があります。 

 

７ また、現道（国道 439 号）の本事業区間に並行する区間のセンサス値に基

づき、過去約 10 年の伸び率を採用した場合には、伸び率は約 11 倍となると

されている点について、当該区間の平成２年度から 17年度までのセンサス値

をみると、下表のとおり、６年度から９年度にかけて急増した後 11年度まで

は増加率が緩やかになり、11年度から 17年度にかけては減少しています。こ

の平成６年度から９年度にかけてのセンサス値の急増については、本事業区

間に近接する道路整備事業である田野々バイパス（８年完成）及び住次郎工

区（９年完成）の供用開始が大きく影響しているものと考えられます。 

このため、本事業区間の交通量推計に当たっては、田野々バイパス及び住次

郎工区の供用開始前の平成２年度及び６年度のセンサス値は除外し、９年度以

降のセンサス値を用いて交通量変化の伸び率を推計するなど、現道（国道 439

号）の本事業区間に並行する区間のセンサス値を基に近年の傾向を適切に踏ま

えて推計することが必要と考えます。 

- 298 -



 

 区間 1252における道路交通センサス値の推移 （台/日） 
 H２ H６ H９ H11 H17 
交通量 
（台/日） 

46 43 394 473 413 

 

 
 

【事実関係の照会】 

（問） 

本事業の計画交通量 1,300台/日について、簡易手法を用いているため、本事

業区間に並行する現道（国道 439号）の平成 17年道路交通センサス値（413台/

日）のみを基に交通量推計を行うべきであると考えられますが、本事業区間に

並行する現道（国道 439 号）のセンサス値（413 台/日）のほか、当該区間の南

側の区間のセンサス値（1,520 台/日）も加味し、さらに、改良工事が進ちょく

した他の路線における交通量変化の伸び率（1.35 倍）を用いていることから、

便益が過大なものになっているのではないかとの疑問があります。 

本事業の交通量推計において簡易手法を用いるのであれば、本事業区間に並

行する現道（国道 439号）のセンサス値 413台/日に、同区間のセンサス値の近

年の傾向を踏まえて求めた交通量変化の伸び率を乗じて交通量推計を行うべき

ではないでしょうか。 

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

将来交通量推計にあたっては、当バイパスの現道が幅員 3.0m程度と狭いうえ、

急カーブが連続する線形不良区間である現状を踏まえ、杓子バイパス第二工区

が整備されれば、町道を経由し旧大正町（四万十川中流域）と四万十市中村（四

万十川下流域）が結ばれ、交通交流が考えられることから、バイパス事業区間

前後（413台/日と 1,520台/日）の２つのセンサス値の平均値を当区間の持つ潜
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在交通量としており、周辺路線から国道 439 号への転換を考慮して算定したも

のではありません。 

また、推計にあたっての伸び率の適用については、こうしたことから、当バ

イパスと地形的条件が同じ中山間地で、同じ補助国道であり、同様に改良工事

が進捗した近隣の国道 381 号の交通量の変化を基に算定したものであり、近傍

の同様な、地域性を持つバイパスの伸び率を考慮することにより、より実態に

近い将来交通量を推計していると考えています。 

 

本事業については、高知県の事業評価監視委員会よりトンネルの着工前に再

評価を実施するよう指摘されていることや、新たな交通需要や見直された評価

手法を踏まえる必要があることから、現在、評価実施に向けて取り組んでいる

ところです。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 本事業については、新たな交通需要や見直された評価手法を踏まえる必要が

あること等から、現在、評価実施に向けて取り組んでおり、その結果が平成 21

年度中に示された際に改めて確認することとする。 
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事例１－16 「里土地区画整理事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本土地区画整理事業は、埼玉高速鉄道線鳩ケ谷駅の西側に近接する地区に

おいて、幹線道路網等の公共施設の整備を図るものです。 

  

２ 事業対象地区内の都市計画道路の名称及び延長は下表のとおりです。 

都市計画道路は６路線（東西路線：鳩ケ谷流山線等２路線、南北路線：大宮

東京線等４路線）とされていますが、本事業の街路整備効果に係る費用便益比

の算定に当たって、競合路線は、東西路線について主要地方道さいたま草加線

及び一般県道蕨鳩ケ谷線が設定され、南北路線について主要地方道川口上尾線

及び一般県道根岸本町線が設定されています。これら競合路線の中には、事業

対象地区から離れた位置にあるもの（主要地方道川口上尾線）や延長が計画路

線の合計延長に比べて長くなっているもの（主要地方道さいたま草加線、一般

県道根岸本町線）がみられます。 

 

（東西路線）              （南北路線） 

都
市
計
画
道
路 

路線名 延長  

都
市
計
画
道
路 

路線名 延長 

鳩ケ谷流山線 0.74 km  大宮東京線 1.65 km 

里上青木線 0.71 km  里西通り線 0.38 km 

合 計 1.45 km  里東通り線 0.26 km 

    鳩ケ谷西口駅前通り線 0.20 km 

    合 計 2.48 km 

       

競
合
路
線 

路線名 延長  

競
合
路
線 

路線名 延長 

主要地方道さいたま

草加線 
5.2 km  主要地方道川口上尾線 2.5 km 

一般県道蕨鳩ケ谷線 0.6 km  一般県道根岸本町線 4.0 km 

合 計 5.8 km  合 計 6.5 km 

（四捨五入のため合計は一致しない。） 

 

また、これら競合路線と事業対象地区との間に位置する路線（例えば、主要

地方道さいたま草加線の「起点：川口市道合 道合西交差点、終点：鳩ヶ谷市

辻 1010-2武南警察署」区間のうち大宮東京線 1.65kmを除く区間）や事業対象

地区の東側に近接する国道 122 号については競合路線として設定されておら

ず、競合路線の設定について疑問があります。 
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３ 将来交通量推計についてみると、下表のとおり、計画路線が整備されるこ

とにより、競合路線を走行していた交通量の大部分（東西路線では約 95％、

南北路線では約 83％）が計画路線に転換するものと推計されていますが、具

体的な推計根拠が明らかにされておらず、このような交通量の変化が現実的

に起こり得るのか疑問があります。 

 

 路線名 
将来交通量 

整備なし 整備あり 

東
西
路
線 

都市計画道路 鳩ケ谷流山線等２路線 ０台/日 25,940台/日 

競合路線 
主要地方道さいたま草加線 11,889台/日 587台/日 

一般県道蕨鳩ケ谷線 15,398台/日 760台/日 

南
北
路
線 

都市計画道路 大宮東京線等４路線 ０台/日 28,726台/日 

競合路線 
主要地方道川口上尾線 24,200台/日 4,051 台/日 

一般県道根岸本町線 10,301台/日 1,724 台/日 

 

４ 本事業の平成 19年度末時点の進ちょく状況（見込み）は、総事業費に対す

る執行済み事業費が 56.7％、街路築造率が 52.2％とされていますが、費用便

益比の算定に当たっては、費用のうち街路建設費（事業費）の発生は 19年度

以降とされています。 

  工事期間が平成４年度から 24 年度までの 21 年間となっている中で、19 年

度だけで全体の７割近く（街路建設費ベース）の整備を実施するということ

は考え難いため、18 年度以前にも街路整備が実施されていたのではないかと

推察されます。 

平成 19 年度は現在価値算出のための基準年次に当たり、当該年度の費用は

現在価値化されないため、18 年度以前に実施されていた街路整備について 19

年度に一括して計上した場合には、本来、現在価値化されるべき費用分だけ費

用が過少に算出されることになると考えられます。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本事業の街路整備効果に係る費用便益比の算定については、競合路線の設定

や将来交通量の推計についての合理性及び評価の基準年次（平成 19年）以前に

発生した街路建設費が適切に費用計上されているのかについて疑問が持たれる

ものとなっており、費用便益比の算定が不正確なものになっていると考えられ

ることから、再度評価を行うべきではないでしょうか。 
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国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

貴省ご指摘を踏まえ、費用便益比の算定が適切に行われていなかった点につ

いて、平成 18年度以前に発生していた街路建設費を現在価値化して計上した上

で、21年度末までに再度評価を行うこととしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 費用便益比の算定が適切に行われていなかった点について、平成 21年度末ま

でに再度評価を行う旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に内容を

確認する。 
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事例１－17 「渋谷（南部地区）土地区画整理事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本土地区画整理事業は、小田急江ノ島線高座渋谷駅の周辺地区において、

幹線道路網等の公共施設の整備を図るものです。 

 

２ 事業対象地区内の都市計画道路（現道拡幅及び駅前広場を含む。以下同じ。）

の名称、幅員又は面積、延長及び事業費は下表のとおりです。 

都市計画道路は福田相模原線等７路線等とされていますが、本事業の街路整

備効果に係る費用便益比の算定においては、駅前広場が算定対象外とされてお

り、その建設費等が費用から除かれています。 

 

 
名 称 

幅員（ｍ）又

は面積（㎡） 

延長 

（km） 

事業費 

（百万円） 

算
定
対
象 

福田相模原線 16m 0.68 

小 

 

計 

9,623 

高座渋谷駅西線 16m 0.25 

高座渋谷駅東線 16m 0.17 

藤沢町田線（現道（国道 467 号）拡幅） 16m 0.75 

中福田南庭線（現道拡幅） 16m 0.1 

 

算
定
対
象
外 

高座渋谷駅西口駅前広場 3,000 ㎡ － 小 

 

計 

3,676 

高座渋谷駅東口駅前広場 3,000 ㎡ － 

合 計 － 1.94 13,299 

（四捨五入のため合計は一致しない。） 

 

「費用便益分析（Ｂ／Ｃ）の算定における留意点について」（平成 12年４月

４日建設省都市局区画整理課事務連絡）によると、土地区画整理事業で整備す

る計画道路の評価を実施する場合、その対象とする計画道路は「補助基本額限

度額(用地買収事業費)算出の対象としている都市計画道路すべて」とされ、「計

画道路のうち、現道改築工事等のみの整備のため交通量が変化せず、当該便益

が見込めない道路については、その理由を明記したうえで便益の計算を省略し

てよいものとする。ただし、当該道路の整備費、維持管理費については、総投

資額（Ｃ）に含める」とされているところです。 

このため、費用便益比の算定結果が不正確なものとなっているのではないか

との疑問があります。 
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３ 本事業では、街路整備効果に係る費用便益比の算定に加えて、土地区画整

理事業効果（地価上昇便益）に係る費用便益比の算定が行われていますが、

その算定に当たって、下水道整備による地価上昇効果（便益）は見込まれて

いますが、下水道整備に係る費用については計上されていません。 

「土地区画整理事業における費用便益分析マニュアル」（平成 11年２月）に

よると、「費用は、事業費と維持管理費及び公共用地増加分に相当する用地費

とする。事業費は事業計画における総事業費に下水道事業者の整備費用を加え

たものとする」とされているところです。 

このため、費用便益比が過大なものになっているのではないかとの疑問があ

ります。 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

本事業の街路整備効果に係る費用便益比の算定においては、駅前広場が算定

対象外とされ、その建設費等が費用から除かれており、費用便益比の算定結果

が不正確なものとなっていると考えられることから、再度評価を行うべきでは

ないでしょうか。 

 

（問２） 

本事業の土地区画整理事業効果に係る費用便益比の算定に当たっては、下水

道整備による地価上昇効果（便益）を見込んでおり、下水道整備に係る費用も

計上すべきではないでしょうか。 

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

１ 貴省ご指摘を踏まえ、費用便益比の算定が適切に行われていなかった点に

ついて、基本事業費の対象となっている都市計画道路すべてを対象に費用便

益分析を行い、21年度末までに再度評価を行うこととしたい。 

 

２ 今回の再評価は、社会資本整備事業特別会計道路整備勘定による土地区画

整理事業補助の交付に係る対応方針を決定するために実施しており、土地区

画整理事業効果のＢ／Ｃは、再評価の一次的実施主体である地方公共団体が

個別事業の特性に応じて再評価に当たっての指標として算出しているもので

あるが、下水道整備に係る費用を計上していない点については、適切に是正

が図られるよう当該地方公共団体に対し助言していくこととしたい。 
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結果及び総務省の対応方針 

 街路整備効果に係る費用便益比の算定が適切に行われていなかった点につい

て、平成 21年度末までに再度評価を行う旨の認識が示されたため、評価書が提

出された際に内容を確認する。 

 土地区画整理事業効果の費用便益比の算定に当たって下水道整備に係る費用

が計上されていなかった点について、再評価の一次的実施主体である地方公共

団体に対して、適切に是正が図られるよう助言していく旨の認識が示されたた

め、引き続き注視していくことにする。 
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事例１－18 「名古屋市上志段味特定土地区画整理事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 本土地区画整理事業は、名古屋市の東北部に位置する守山区上志段味地区

において、幹線道路網等の公共施設の整備を図るものです。 

  

２ 事業対象地区内の都市計画道路の名称、幅員、延長及び事業費は下表のと

おりです。 

都市計画道路は志段味田代町線等８路線とされていますが、本事業の街路整

備効果に係る費用便益比の算定においては、当該８路線のうち、一部の路線の

みを対象とした算定が行われているほか、費用の計上に当たっては、白鳥線等

算定対象外となっている３路線に係る建設費等が除かれています。 

 

 
名 称 

幅員 

（ｍ） 

延長 

（km） 

事業費 

（億円） 

算
定
対
象 

志段味田代町線 25 0.6 

小 

 

計 

95.72 

志段味水野線 16 1.2 

上志段味線 23 1.1 

大久手池線 16 1.1 

勝手塚線 16 0.8 

算
定
対
象
外 

志段味線 12 1.2 
小 

計 
60.09 白鳥線 16 1.3 

東谷線 16 0.9 

合 計 － 8.2 155.81 

 

  「費用便益分析（Ｂ／Ｃ）の算定における留意点について」（平成 12 年４

月４日建設省都市局区画整理課事務連絡）によると、土地区画整理事業で整

備する計画道路の評価を実施する場合、その対象とする計画道路は「補助基

本額限度額(用地買収事業費)算出の対象としている都市計画道路すべて」と

され、「計画道路のうち、現道改築工事等のみの整備のため交通量が変化せず、

当該便益が見込めない道路については、その理由を明記したうえで便益の計

算を省略してよいものとする。ただし、当該道路の整備費、維持管理費につ

いては、総投資額（Ｃ）に含める」とされているところです。 

  このため、費用便益比の算定結果が不正確なものとなっているのではない

かとの疑問があります。 
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２ 将来交通量推計についてみると、下表のとおり、計画路線が整備されるこ

とにより、一部の路線（志段味田代町線（0.37km 区間）及び国道 155 号）に

ついては転換交通量が発生し、その他の路線は計画路線の整備の有無による

交通量の変化はないと推計されていますが、具体的な推計根拠は明らかにさ

れていません。 

 

路線名 延長 
(km) 

将来交通量（台/日） 

整備なし 整備あり 

志段味田代町線 
0.18 32,999 

0.37 69,598 26,519 

志段味水野線 

0.15 18,533 

0.64 8,292 

0.33 9,877 

上志段味線 
0.60 － 43,079 

0.29 45,717 45,717 

大久手池線 
0.58 3,687 

0.50 2,047 

勝手塚線 
0.61 7,385 

0.15 588 

国道 155 号 0.20 67,117 24,038 

 

また、上記計画路線等のうち道路交通センサスの計測対象となっている２路

線（志段味田代町線及び国道 155 号）について、将来交通量を平成 17 年道路

交通センサス値と比較すると、下表のとおり、最大で 5.1倍ものかい離がみら

れる推計となっていますが、具体的な推計根拠は明らかにされていません。 

 

路線名 
延長 

（km） 

将来交通量（台/日） 平成 17年 
道路交通センサス値 

（台/日） 整備なし 整備あり 

志段味田代町線 
0.18 32,999 [1.8] 32,999 [1.8] 

18,182 
0.37 69,598 [3.8] 26,519 [1.5] 

国道 155 号 0.20 67,117 [5.1] 24,038 [1.8] 13,208 

（注）設定交通量の欄の[ ]内の数値は、道路交通センサス値に対する割合 

 

  このため、このような交通量の変化が現実的に起こり得るのか疑問があり

ます。 

 

３ 本事業は平成６年に工事着手し、完了予定年度は 24年度となっています（19

年度末時点の進ちょく状況（見込み）は、総事業費 68％、道路築造工事 33％）

が、現在価値化の基準年次及び道路の供用開始（便益発生）年次を 15年度と

し、費用を 14年度に全額一括して計上しています。 

  また、前回評価結果と今回の評価結果を比較すると、下表のとおり、総事
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業費の増加があるものの、総便益及び総費用はほぼ一致したものとなってい

ます。 

 

 総事業費 総便益 総費用 Ｂ／Ｃ 

今回評価 

（平成 20年５月） 
418億円 2,367億円 103億円 23.1 

前回評価 

（平成 15年３月） 
376億円 2,368億円 103億円 23.1 

 

  「費用便益分析マニュアル」（平成 15 年８月国土交通省道路局都市・地域

整備局）によると、費用便益比の算定に当たっては、「算出した各年次の便益、

費用の値を割引率を用いて現在価値に換算して分析する」、現在価値算出のた

めの基準年次は「評価時点」、便益の算定に当たっては、「整備路線の供用開

始年を起算として、（中略）算定する」とされているところです。 

  このため、前回評価時以降の整備の進ちょく状況を踏まえた十分な見直し

が行われているのか疑問があります。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本事業の街路整備効果に係る費用便益比の算定においては、一部の計画路線

のみを算定の対象とし、費用の計上に当たって一部の路線の建設費等が除かれ

ていることや、将来交通量の推計に合理性があるか、また、前回評価時以降の

整備の進ちょく状況を踏まえた十分な見直しが行われているのかについて疑問

が持たれるものとなっており、費用便益比の算定結果が不正確なものとなって

いると考えられることから、再度評価を行うべきではないでしょうか。 

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

貴省ご指摘を踏まえ、費用便益比の算定が適切に行われていなかった点につ

いて、平成 21年度末までに再度評価を行うこととしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 費用便益比の算定が適切に行われていなかった点について、平成 21年度末ま

でに再度評価を行う旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に内容を

確認する。 
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事例１－19 「名護浦公園整備事業」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 名護浦公園（沖縄県名護市）は、昭和51年度から平成26年度までの事業期

間で整備しており、各種スポーツ施設、芝生広場等を有する、供用予定面積

が26.6haの都市基幹公園（総合公園）です。 

 

２ 都市公園事業の評価においては、都市公園の種類に応じて「大規模公園費

用対効果分析手法マニュアル」（以下「大規模公園マニュアル」という。）

又は「小規模公園費用対効果分析手法マニュアル」（以下「小規模公園マニ

ュアル」という。）を用いて費用対効果分析を行っています。 

大規模公園マニュアルにおいては、都市基幹公園（総合公園・運動公園）、

大規模公園（広域公園・レクリエーション都市公園）及び国営公園等のおお

むね面積10ha以上の都市公園を対象としています。一方、小規模公園マニュ

アルにおいては、利用圏域が徒歩圏程度の住区基幹公園（街区公園（標準誘

致距離250m）、近隣公園（同500m）及び地区公園（同1km））を対象としてい

ます。 

 

３ 本事業の評価においては、小規模公園マニュアルを用いて費用対効果分析

を行っています。このことについて、貴省は、以下のとおり説明しています。 

大規模公園とは、利用圏がある程度広域に及び広範囲からの利用者が見込

まれる公園であり、利用形態としては、家族での利用が多く、弁当持参で１

日かけて利用されるという特徴がある。 

名護浦公園は、市街地の住居地域に隣接する都市公園で、周辺地域の生活

環境の向上を図る公園として運動施設をはじめ多目的広場や修景池等が整備

されている。公園利用者の多くは、市街地とその周辺の徒歩圏内に居住する

市民であり、健康維持のウォーキングをはじめ子供たちの遊び場や老人会等

のゲートボール並びにグランドゴルフなど地域住民の憩いの場として一年を

通して活用している。 

このような利用実態を踏まえ、「小規模公園マニュアル」により評価を行

っている。 

 

４ しかし、名護浦公園は供用予定面積が26.6haの都市基幹公園（総合公園）

であり、貴省提出資料によると、本公園の利用者の居住地域として挙げられ

ている55の行政区のうちの42地区については、小規模公園マニュアルに定め

られている検討対象半径の標準値３㎞（地区公園の場合）を超えており、さ
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らに貴省提出資料の「公園までの距離表」においては、本公園までの交通手

段を車で換算しています。 

また、小規模公園マニュアルでは、小規模公園について「整備内容に概し

て大きな相違が見られない。」程度の設備を想定していますが、本公園では、

野球場やサッカー・ラグビー場などの複数の大型運動施設が整備されている

ことからも小規模公園に相当しないと考えます。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本事業の評価については大規模公園マニュアルにより費用対効果分析を行う

べきであると考えますが、貴省の見解をお示しください。 

  

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

貴省ご指摘を踏まえ、再度評価を実施します。 

 

結果及び総務省の対応方針 

費用対効果の算定が適切に行われていなかった点について、平成 21年度中に

再度評価が行われる旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に内容を

確認する。 
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事例２－１ 「国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理」 

 

総務省から法務省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

評価書によると、達成目標１の指標「判決により終了した本案訴訟の第１審

のうち、審理期間が２年以内であったものの率」（以下「達成率」という。）（目

標値等「100％」）の推移は、下表のとおりであり、達成率が平成 17年度から減

少傾向にあり、20 年度における目標の達成は困難ではないかと考えられます。

しかしながら、「５．評価結果等」では、平成 20 年度における目標の達成に向

けた分析を行うことなく、「当初（平成 15年度）の 71.7パーセントから年々増

加し、平成 19年度においても達成率 80パーセント台を維持するに至っており、

また、平成 18年度に比して件数では 212件増加していることからも、有効性の

観点から一定の効果があった」としています。 

 

・達成率（目標値：平成 20年度 100％） 

平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 

71.7％ 78.0％ 83.5％ 82.8％ 82.3％ 

 

貴省によると、本施策の達成目標が達成されていない原因は、評価書の「５

（４）有効性」欄に記載しているとおり、 

① 訟務組織が処理を担当する訴訟の多くは、国の行政機関が法律に基づいて

行った業務の結果生じた紛争について、不服申立手続を経ているなど最終的

な解決手段として提訴されるもので、行政の在り方そのものをめぐって激し

く双方が主張・立証を尽くして対立することから、その紛争が迅速に解決さ

れるためには相当の困難を伴うこと 

② 最先端の科学技術に関する訴訟、新たな法律問題を含む訴訟、多数の原告

を擁する訴訟、所管行政庁が存在しない訴訟などの重要・大型事件が増加し、

裁判所や当事者は、専門的知見や法的見解の正しい理解や多岐にわたる論点

の整理の処理に多くの困難と時間を要している状況にあること 

③ 訟務組織が担当している訴訟をどれだけ迅速に処理することができるかに

ついては、上記①及び②のとおり、個々の事件の性質や、相手方の訴訟対応、

裁判所の訴訟指揮等の外部要因に大きく左右され、必ずしも訴訟の一方当事

者である訟務組織のみの努力により裁判の迅速化が実現できるものではない

のが実情であること 

が原因であり、これを踏まえると、今後の対応としては、所管行政庁との連絡

を密にし、早期に論点を把握するとともに、専門的知見等を正しく理解するこ

と等が必要であると分析しているとのことです。 
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 また、本施策については、上記のような特性が近年顕著であることから、今

後はより適正な評価手法について検討する必要があると考え、平成 20年度の実

施計画では、これらの特性を踏まえ、評価方式の見直し（実績評価方式→総合

評価方式）を行うとのことです。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

貴省によると、本施策については、平成 20年度の実施計画で評価方式を実績

評価方式から総合評価方式へ見直すとのことですが、当該計画によると、評価

手法等については、「訟務組織における人的・物的体制の充実・強化及び法律

意見照会制度の積極的な利用促進に係る各種施策について、(1)準備書面作成支

援システムの改良内容及び改良に伴う事務の効率化状況(2)モバイルパソコン

等の導入状況(3)訴訟担当者向けの研修、打合せ会等の開催回数(4)行政機関に

対する法律意見照会制度の周知状況(5)法律意見照会事件数(6)法律意見照会事

件事例集の作成及び活用状況を用いて、適正・迅速な訴訟の追行に与える効果

を分析する。」とされています。このため、総合評価方式による評価において

は、「判決により終了した本案訴訟の第１審のうち、審理期間が２年以内であ

ったものの率を平成 20 年度までに 100％にする」という目標の達成状況の分析

は行われることが確保されていないものと思われます。 

このままでは、当該目標の目標期間終了時点における達成度合いについての

評価が行われない可能性があるため、次回の総合評価方式による評価において

は、当該目標の平成 20年度における達成状況も分析対象に含めた評価を行うべ

きであると考えますが、貴省の御見解をお示しください。 

 

法務省から総務省への回答 

（回答） 

平成 20年度実施計画の「３．評価手法等」欄に記載しているとおり、訟務組

織における人的・物的体制の充実・強化及び法律意見照会制度の積極的な利用

促進に係る各種施策について、具体的な６項目の基準を用いて、適正・迅速な

訴訟の追行に与える効果を分析し、その要因を検証して評価することとしてい

るが、効果を分析するに当たっては、「判決により終了した本案訴訟の第１審

のうち、審理期間が２年以内であったものの率を平成 20 年度までに 100％にす

る」という目標の達成状況についても、データを収集し、数値化した上で、分

析、評価することとしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 次回の評価において、実績評価方式から総合評価方式に評価方式を変更する
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際に、「判決により終了した本案訴訟の第１審のうち、審理期間が２年以内で

あったものの率を平成 20 年度までに 100％にする」という目標の達成状況につ

いて、データを収集し、数値化した上で、分析、評価を行う旨の認識が示され

たため、評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－２、２－19 「保護観察対象者等の改善更生」 

 

総務省から法務省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

① 評価書によると、達成目標１の指標１「覚せい剤事犯仮釈放者の保護観察

終了時成績「良好」の占める割合」（目標値等「対前年増」）の推移は、下表

のとおりであり、平成 19 年は 18 年に比べ 0.8 ポイント減少しており、目標

を達成していませんが、そのことを踏まえた分析を行うことなく、評価結果

として「施策実施前の平成 15年における成績が「良好」であった者の占める

割合である 41.8 パーセントに比べ、5.8 ポイント上昇していることから、本

施策は有効であった」としています。 

 

・覚せい剤事犯仮釈放者の保護観察終了時成績「良好」の占める割合（目標

値：対前年増） 

平成 15年 16年 17年 18年 19年 

41.8％ 46.1％ 45.9％ 48.4％ 47.6％ 

 

② 同じく達成目標１の指標３「社会参加活動の活動場所の確保」（目標値等「前

年度の数を維持」）についても、下表のとおり、平成 19 年度の活動場所数は

18年度に比べ 10か所減少しており、目標を達成していないと考えられますが、

評価結果として「社会参加活動を実施した保護観察所における調査では、活

動に参加した少年から自己有用感や達成感の獲得、視野の拡大、社会性のか

ん養などに関する肯定的な感想が多く寄せられ、社会参加活動が保護観察対

象者の社会適応能力の向上、ひいては改善更生につながっているといえるこ

とから、本施策は有効であった」としています。 

 

・社会参加活動の活動場所数（目標値：前年度の数を維持） 

平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 

312か所 310か所 298か所 332か所 322か所 

 

③ 達成目標３の指標１「全更生保護施設の保護率」（目標値等「対前年度増」）

の推移は、下表のとおりであり、平成 19 年度は 18 年度に比べ 1.1 ポイント

減少しており、目標を達成していませんが、そのことを踏まえた分析を行う

ことなく、評価結果として「更生保護施設職員の研修体系モデルに基づいた

各種研修を実施することなどしたことから、職員の専門性が向上し、各施設

で専門的自立促進プログラムの実施が推進された」等から、「当該施策は有効

であると認められる」としています。 

・全更生保護施設の保護率（年間収容保護人員／年間の収容可能人員）（目標
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値：対前年度増） 

平成 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 

73.6％ 74.9％ 75.1％ 75.7％ 74.6％ 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

達成目標１の指標１については、上記①のとおり、目標値である「対前年増」

を達成していませんが、評価書においては、当該目標を達成していない原因の

分析が行われていない上に、「施策実施前の平成 15 年における成績が「良好」

であった者の占める割合である 41.8 パーセントに比べ、5.8 ポイント上昇して

いること」という当該目標の達成状況以外の要因により「本施策は有効であっ

た」との評価結果を導いています。貴省の回答によると、「本施策の有効性等の

評価に当たっては、成績良好者の占める割合が平成 19年度の単年度において若

干の減少を示したことに着目するよりも、本施策が導入された平成 16年度以後

の大幅な成績の向上が複数年度にわたり維持されている全般的な状況をとらえ

て評価することが適当と考えた」とのことですが、実績評価方式は、あらかじ

め達成すべき目標を設定し、これに対する実績を測定して目標の達成度合いに

ついて評価する方式であることから、あらかじめ設定した当該目標の平成 19年

の達成状況に関する分析・検証（達成していない原因の分析を含む。）を行い、

その結果を踏まえて評価結果を導くべきであったと考えますが、貴省の御見解

をお示しください。 

 

（問２） 

達成目標１の指標３について、上記②のとおり、社会参加活動を実施した保

護観察所における調査の結果を評価に利用するのであれば、本調査結果を活用

した指標（例えば、「社会参加活動に参加した少年における肯定的な感想を寄せ

た者の占める割合」）及びその目標値（例えば「対前年度増」）を設定すること

が評価に当たり有効ではないかと考えますが、貴省の御見解をお示しください。 

 

（問３） 

達成目標３の指標１については、上記③のとおり、目標値である「対前年度

増」を達成していませんが、評価書においては、当該目標を達成していない原

因の分析が行われていない上に、「更生保護施設職員の研修体系モデルに基づい

た各種研修を実施することなどしたことから、職員の専門性が向上し、各施設

で専門的自立促進プログラムの実施が推進された」等の当該目標の達成状況以

外の要因により「当該施策は有効であると認められる」との評価結果を導いて

います。貴省の回答によると、「指標１においては前年度と比べて 1.1ポイント

減少しているものの、更生保護施設職員の専門性が向上し、各施設において専
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門的自立促進プログラムの実施が推進されている結果、指標２において前年度

比で増加となり、更生保護施設での処遇が質的に充実強化されていることが読

み取れることから、量、質の両面を総合的に分析して施策が有効であると判断

した」とのことですが、実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、

これに対する実績を測定して目標の達成度合いについて評価する方式であるこ

とから、あらかじめ設定した当該目標の平成 19年度の達成状況に関する分析・

検証（達成していない原因の分析を含む。）を行い、その結果を踏まえて評価結

果を導くべきであったと考えますが、貴省の御見解をお示しください。 

 

法務省から総務省への回答 

（問１の回答） 

達成目標１の指標１「覚せい剤事犯仮釈放者の保護観察終了時成績「良好」

の占める割合」（目標値「対前年増」）は、平成 19 年は 47.6％と、同 18 年の

48.4％に比べ 0.8ポイント減少している。 

この点について、指標としている「保護観察の成績」は、簡易尿検査の実施

による薬物使用に係る問題点の改善のみならず、保護観察対象者の居住状況、

就学又は就業の状況、交友関係、保護観察における遵守事項の遵守状況などの

多面的な観点から評定されるものであるところ、近時、仮釈放者全般について

高齢者の占める割合が増加し生活基盤の安定を図ることが困難になっているこ

とに加え、平成 19年における覚せい剤事犯仮釈放者の保護観察終了時の状況を

見ると、同 18年に比べ無職者数が増加しており、就業の状況を始めとする生活

基盤の不安定さが成績「良好」の占める割合を減少させる要因になっているも

のと考えられる。 

なお、平成 20年度の実績評価における本施策に係る指標については、簡易薬

物検出検査の実施状況をより直接的に評価する観点から、従来の「保護観察の

成績」ではなく、「検査実施実人員数」を指標とし、目標値を「対前年増」と

する見直しを行ったところである。 

 また、達成目標１の指標１については、貴省からの御指摘及び実績評価方式

の趣旨を踏まえ、達成目標が未達だった場合においても、今後、その状況に関

する分析・検証を行いたい。 

 

（問２の回答） 

達成目標１の指標３「社会参加活動の活動場所の確保」（目標値「前年度の

数を維持」）は、社会参加活動を実施する上での基盤となる活動場所の確保（維

持）の状況をもって、保護観察処遇の充実強化の達成度合いを評価するための

一要素としたものである。その上で、社会参加活動の有効性等の評価に当たっ

ては、活動場所数の複数年度にわたる推移が全般的には維持又は微増傾向にあ

ること、平成 19年度の単年度で見た場合の減少については参加対象となる保護
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観察処分少年の大幅な減少という他律的な要因が影響したところが大きいもの

と考えられること、加えて活動参加者からは改善更生の観点から肯定的な感想

が多く寄せられている状況をも踏まえた上で、総合的に判断することとしたも

のである。 

指標の設定内容については、御指摘のとおり活動参加者の感想内容等をもっ

て評価することも考えられるところであるが、活動場所数の確保（維持）の状

況の方が、より客観的な数値として明らかになることから、これを指標として

評価することが適当と考えているものである。しかしながら、貴省の御指摘の

内容を踏まえ、より適切な指標及び目標値の設定については、今後更に検討す

ることとしたい。 

 

（問３の回答） 

達成目標３の指標１「全更生保護施設の保護率」（目標値「対前年度増」）

は、平成 19 年度は 74.6%と、同 18 年度の 75.7％に比べ 1.1 ポイント減少して

いる。 

 この点について、更生保護施設の入所者は、その約半数が仮釈放者で占めら

れているところ、平成 19 年においては仮釈放となった者の人員が同 18 年に比

べ減少していること、更には、仮釈放者中に、現在の更生保護施設では受入れ

支援が困難な高齢者（65 歳以上）の占める割合が増加しており、これらによっ

て更生保護施設において受入れ支援が可能な仮釈放者の人員自体が減少したこ

とが、更生保護施設における保護率を引き下げた要因になったものと考えられ

る。なお、高齢受刑者等の社会復帰を支援するため、平成 21年度においては、

更生保護施設に社会福祉士等を配置するなどした上で、高齢受刑者の受入れを

促進する対策を講ずることとしている。 

また、達成目標３については、貴省からの御指摘及び実績評価方式の趣旨を

踏まえ、達成目標が未達だった場合においても、今後、その状況に関する分析・

検証を行いたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

達成目標１の指標１及び達成目標３の指標１について、目標の達成度合いが

低調であった原因が明らかになり、今後、達成目標が未達成だった場合におい

ても、その状況に関する分析・検証を行う旨の認識が示されたため、評価書が

提出された際に確認する。 

また、達成目標１の指標３の設定について、適切な評価指標及び目標値を設

定して評価を行う旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－３ 「感染症の発生・まん延の防止を図ること」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

個別目標４「肝炎対策を推進すること」に係る指標として①「肝疾患診療連

携拠点病院の設置数（目標：47 都道府県／平成 19 年度）」、②「肝炎対策協議会

の設置数（目標：47 都道府県／平成 19 年度）」及び③「保健所等における肝炎

検査受診者数（目標：前年度以上／毎年度）」を設定しています。 

各指標の達成状況をみると、指標①「肝疾患診療連携拠点病院の設置数」の

平成 19 年度実績は 17（目標達成率：36.2%）であり、目標を達成していません。

また、指標②「肝炎対策協議会の設置数」についても、平成 19 年度実績は 40

（目標達成率：85.1%）であり、目標を達成していません。 

しかしながら、個別目標４に関する評価では、「肝疾患診療連携拠点病院は 17

県、肝炎対策協議会は 40 都道府県で設置されており、肝疾患診療の質が総じて

向上したと評価できる」としています。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 実績評価方式による政策評価においては、あらかじめ目標を設定し、当該目

標に係る実績を測定し、目標が達成されなかった場合にはその原因について分

析し、必要に応じて政策の見直し・改善を行うものとされています。 

これを踏まえると、個別目標４に関する評価においては、あらかじめ設定さ

れた目標が達成されていないにもかかわらず、そのことについての分析が欠落

しているものと考えます。したがって、まずはあらかじめ設定した目標の達成

状況に関する分析・検証を行い、その上で評価結果を導くべきではないでしょ

うか。 

 

厚生労働省から総務省への回答 

（回答） 

 個別目標４に係る指標については、①「肝疾患診療連携拠点病院の設置数」、

②「肝炎対策協議会の設置数」ともに、平成 19 年度において、47 都道府県分の

予算を確保していたことから、目標を 19 年度中に 47 都道府県で設置としたと

ころであるが、事業の開始年度で０からのスタートであることや各地域の実情

等を考慮した上で、総じて向上したとの評価を行った。 

しかしながら、今回の貴省からの御指摘を踏まえ、以下の通り評価書の一部

を修正することとしたい。 
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（個別目標４に関する評価、３段落目から修正） 

 また、早期治療に資するべく、各都道府県に対して、肝疾患対策の中核を

担う肝疾患診療連携拠点病院及び肝炎対策推進協議会の設置を進めるよう、

会議等で継続的に協力依頼を行った結果、平成 20 年３月時点で、肝疾患診

療連携拠点病院は 17 県、肝炎対策協議会は 40 都道府県において設置がなさ

れた。未設置の理由について調べてみると、県内に拠点病院候補が複数あり

絞り込みができていない、関係者と調整中であり合意に至っていない等の理

由があった。平成 19 年度において、目標を 100％達成することはできなか

ったが、事業の開始年度で０からのスタートであること、また、平成 20 年

３月の健康局疾病対策課肝炎対策推進室の調べにより、肝炎対策協議会につ

いては、平成 20 年度以降に設置予定が６県、拠点病院については、県内協

議中又は協議開始予定が 26 府県あることが明らかになっていること等か

ら、肝疾患診療の診療体制の整備状況は向上したと評価できる。 

  なお、平成 20 年度においても、これらの取組が全都道府県において行わ

れるよう、引き続き個別の働きかけを行うこととしている。 

 

結果及び総務省の対応方針  

 評価書の記載に不明確な点がみられたが、目標が未達成であった原因及び指

標の達成度合いを踏まえた評価結果が明らかになり、評価書を修正する旨の認

識が示されたため、修正された評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－４ 「地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の

福祉の向上を図ること」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

個別目標３「福祉サービスに関する苦情解決により、福祉サービスの利用者

の保護を図ること」に係る指標として「苦情受付件数に占める解決件数の割合

（目標 95%以上／毎年度）」を設定しています。 

当該指標の達成状況をみると、平成 19 年度実績は 93.0%であり、目標を達成

していない上、15 年度以降５年間で最も低い数値となっています。 

 

○指標の状況 

評価指標 H15 H16 H17 H18 H19 

苦情受付件数

に占める解決

件数の割合 

（単位：％） 

94.9 

(99.9%) 

95.7 

(100.7%)

95.0 

(100.0%)

96.7 

(101.8%) 

93.0 

(97.9%) 

※１ 厚生労働省の評価書を基に作成した。 

※２ 各年度の下段（ ）内は目標達成率（実績値／達成水準）を示す。 

 

しかしながら、個別目標３に関する評価では、「運営適正化委員会における苦

情受付件数に占める解決件数の割合は、平成 16 年度から平成 18 年度までは 95%

以上と目標を達成しており、その有効性が認められる」としており、平成 19 年

度の目標の達成状況についての分析・検証を行っていません。 

上記の点について貴省に照会したところ、「平成 19 年度における苦情解決件

数の割合を 93%と報告していたが、確認の結果、公表時の数値について、解決済

みであった件数（上半期受付分 51 件、下半期受付分 1件）についても「継続中」

として集計しており、解決件数における公表値と実数値とに差異が生じていた。

そこで、平成 19 年度における割合について再集計したところ、苦情解決件数割

合は 95.1%であった。以上のことから、平成 19 年度においても、苦情受付件数

に占める解決件数割合は 95%以上と目標を達成しており、福祉サービス利用者か

らの苦情解決に向けて適切に努めていると評価できる。」とのことでした。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 個別目標３に関する評価では、「運営適正化委員会における苦情受付件数に占

める解決件数の割合は、平成 16 年度から平成 18 年度までは 95%以上と目標を達
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成しており、その有効性が認められる」としており、平成 19 年度の目標の達成

状況についての分析・検証を行っていません。また、平成 19 年度の「苦情受付

件数に占める解決件数の割合」の数値が誤りであった事実が明らかになったこ

とからも、評価書を修正すべきではないでしょうか。 

 

厚生労働省から総務省への回答 

（回答） 

 ご指摘のとおり、「苦情受付件数に占める解決件数の割合」の数値に誤りがあ

ったため、評価書について、「運営適正化委員会における苦情受付件数に占める

解決件数の割合は、平成 16 年度以降 95%以上と目標を達成しており、その有効

性が認められる」と修正したい。 

 

結果及び総務省の対応方針  

 当省の指摘を受けて再集計したところ、平成 19 年度についても目標を達成し

ていたことが明らかになり、評価書を修正する旨の認識が示されたため、修正

された評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－５ 「女性のがん緊急対策：女性のがん検診及び骨粗鬆症啓発普及等

事業費（女性のがん検診に関する普及啓発推進事業費、骨粗鬆症啓

発普及等事業費）」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

当該事業に係る評価指標として①「乳がん患者発見数（マンモグラフィ）」、

②「子宮がん患者発見数」、③「骨粗鬆症検診要精検者数」、④「乳がん受診者

数（マンモグラフィ）」、⑤「子宮がん受診者数」及び⑥「骨粗鬆症受診者数」

を設定しています。 

各指標の達成水準及び平成 15 年度から 19 年度までの実績値は以下のとおり

です。 

【各指標の状況】 

 H15 H16 H17 H18 H19 

乳がん患者発見数 
（マンモグラフィ） 
達成水準 H17:2,000 人 
       H18:3,200 人 

H19:4,300 人 

1,563 
 

2,685 
 

4,398 
(219.9%)

4,529 
(141.5%) 

集計中 

子宮がん患者発見数 
達成水準 H17:3,100 人 
    H18:3,200 人 
    H19:3,300 人 

2,644 
 

2,417 
 

1,962 
(63.3%) 

1,898 
(59.3%) 

集計中 

骨粗鬆症検診要精検者数 
達成水準 H17:7,600 人 
    H18:9,500 人 
    H19:11,300 人 

2,762 
 

2,577 
 

29,321 
(385.8%)

38,378 
(404.0%) 

集計中 

乳がん受診者数 
（マンモグラフィ） 
達成水準 H17:100 万人 
    H18:170 万人 
    H19:200 万人 

717,703 
 

1,099,713
 

1,604,557
(160.5%)

1,631,811 
(96.0%) 

集計中 

子宮がん受診者数 
達成水準 H17:390 万人 
    H18:400 万人 
    H19:410 万人 

4,087,444
 

3,995,021
 

3,439,094
(88.2%) 

3,320,265 
(83.0%) 

集計中 

骨粗鬆症受診者数 
達成水準 H17:20 万人 
    H18:25 万人 
    H19:30 万人 

90,855 
 

91,308 
 

268,606 
(134.3%)

295,434 
(118.2%) 

集計中 

※１ 厚生労働省の評価書を基に作成した。 

※２（ ）内は目標達成率（実績値／達成水準）を示す。 

 

各指標のうち、①「乳がん患者発見数（マンモグラフィ）」、③「骨粗鬆症検
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診要精検者数」及び⑥「骨粗鬆症受診者数」については、事前評価において設

定した目標値を上回っています。 

一方、②「子宮がん患者発見数」及び⑤「子宮がん受診者数」については、

平成 17 年度及び 18 年度とも実績値が目標値を下回っています。また、④「乳

がん受診者数（マンモグラフィ）」については、平成 17 年度は目標を達成して

いますが、18 年度は実績値が目標値を下回っています。この点について、評価

書では、「乳がん受診者数・乳がん患者発見数、骨粗鬆症受診者数・骨粗鬆症検

診要精検者数は、基本的には、目標達成率が 100%を超えるとともに、その数も

増加してきている。また、子宮がん検診についても、一定の目標達成率を達成

しているといえる。」、「本事業による啓発活動への補助を通じて、検診受診者

数・患者発見者数等が増大することにより、がんによる死亡者数の減少や、高

齢期における骨折による要介護者の増加の抑制といった効果が生じたと考えら

れるところであり、本事業は有効であると評価できる。」としています。 

しかしながら、②「子宮がん患者発見数」及び⑤「子宮がん受診者数」の実

績値は、目標値を下回っているのみならず、平成15年度以降年々減少しており、

当該事業開始前よりも開始後（平成 17 年度以降）の方が実績が少なくなってい

ます。また、④「乳がん受診者数（マンモグラフィ）」は、18 年度は目標を達成

していません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 本評価は、「子宮がん患者発見数」及び「子宮がん受診者数」の実績値が平成

17 年度及び 18 年度とも目標値を下回り、かつ 15 年度以降年々減少してきてい

ることや、「乳がん受診者数（マンモグラフィ）」は 18 年度において目標を達成

していないことについての適切な分析が欠落しているものと考えます。したが

って、これらのことについて、その原因の分析・検証を行い、その上で評価結

果を導くべきではないでしょうか。 

 

厚生労働省から総務省への回答 

（回答） 

 乳がん検診、子宮がん検診、骨粗鬆症検診は、市町村が実施主体であり、国

及び都道府県は、当該検診を支援するため、「女性のがん検診に関する普及啓発

推進事業」等により、普及啓発を推進している。 

このうち、「子宮がん患者発見数・子宮がん受診者数」は、都道府県によって

は乳がん検診の普及啓発を重点的に実施し、子宮がん検診の普及啓発が十分に

実施されなかったこと、地域住民の子宮がん検診に対する意識が低かったこと

等のため、平成 17 年度及び 18 年度とも目標値を下回っている。 
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また、「乳がん受診者数（マンモグラフィ）」については、普及啓発は重点的

に行われたが、マンモグラフィの整備状況については、設置目標を平成 17 年度

と平成 18 年度の２ヶ年度で 500 台とし、平成 17 年度は 219 台整備されたが、

平成 18 年度は 181 台にとどまったこと等から、平成 18 年度の乳がん受診者数

（マンモグラフィ）は目標達成率をわずか下回ったものと思われる。 

その一方で、子宮がん受診率は平成 16 年度に比して平成 18 年度の方が高く

なり、乳がん受診率も平成 16 年度と比しても高い値となっている。 

これらの状況を踏まえ、事業評価書において、「乳がん及び子宮がん検診の受

診率は向上している一方で、自分には関係ないと思っている女性が多いこと等

により、乳がん及び子宮がん検診はまだ低調な水準である」と分析を行い、そ

の分析をもとに、「乳がん受診者数・乳がん患者発見数、骨粗鬆症受診者数・骨

粗鬆症検診要精検者数は、基本的には、目標達成率が 100%を越えるとともに、

その数も増加してきている。また、子宮がん検診についても、一定の目標達成

率を達成しているといえる。」との評価結果を導いたところである、 

しかしながら、上記の指標「子宮がん患者発見数」、「子宮がん受診者数」及

び「乳がん受診者数（マンモグラフィ）」の目標未達成の原因が評価書に明確に

記載されてはいないので、貴省の御指摘を踏まえ、以下のとおり評価書の一部

を修正することとしたい。 

 

「６．事後評価の内容」の「（１）有効性の評価」と「（２）効率性の評価」の

１段落目を次のとおり修正 

乳がん患者発見数、骨粗鬆症受診者数・骨粗鬆症検診要精検者数は、目標

達成率が 100%を越えるとともに、その数も増加してきている。乳がん受診者

数については、マンモグラフィの設置目標を平成 17 年度と平成 18 年度の 2

ヶ年度で 500 台とし、平成 17 年度は 219 台整備されたが、平成 18 年度は 181

台にとどまったこと等から、目標達成率についてはわずかに下回ったものの、

受診者数は増加している。また、子宮がん患者発見数・子宮がん受診者数に

ついては、都道府県によっては乳がん検診の普及啓発を重点的に実施し、子

宮がん検診の普及啓発が十分に実施されなかったこと、地域住民の子宮がん

検診に対する意識が低かったこと等のため、平成 17 年度及び平成 18 年度と

も目標値を下回ったものと思われるが、一定の目標達成率を達成していると

いえる。 

 

結果及び総務省の対応方針  

 指標「子宮がん患者発見数」、「子宮がん受診者数」及び「乳がん受診者数（マ

ンモグラフィ）」について目標を達成していない原因が明らかになり、評価書に

追記する旨の認識が示されたため、修正された評価書が提出された際に確認す

る。 
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事例２－６ 「地域経済の活性化の推進（地域新規産業創造技術開発費補助事 

  業（補助）、新規産業創造技術開発費補助事業（補助））」 

 

総務省から経済産業省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策は、それぞれの地域の実情、特性を踏まえ、我が国経済を牽引する産

業及び今後世界的に成長が見込まれる産業の立地環境整備と国際競争力強化を

図り、地域における経済成長を実現することを目的とし、「地域新規産業創造

技術開発費補助事業（補助）」、「新規産業創造技術開発費補助事業（補助）」ほ

か40事業を実施しています。 

本施策の平成19年度事後評価書においては、個々の事業ごとに目標、指標等

を設定しており、このうち、「地域新規産業創造技術開発費補助事業（補助）」

及び「新規産業創造技術開発費補助事業（補助）」の目標、指標の推移及び目

標の達成状況は以下のとおりです。 

地域新規産業創造技術開発費補助事業（補助） 

新規産業創造技術開発費補助事業（補助） 

（平成19年度事後評価書） 

○ 目標：市場ニーズやユーザーニーズに基づき、事業のアイデア、構想を具

現化する新商品の開発を支援し事業化を促進する。具体的には、最長

２年間の技術開発終了後３年経過時点の事業化率35％を目指す。 

 

○ 指標の推移：技術開発終了件数、事業化件数及び事業化率の推移  

（単位：件、％） 

年度 

指標 

～平成

14 
15 16 17 18 目標値 

技術開発終了件

数 

373 

(-) 

442

(69)

502

(60)

571

(69)

634 

(63) 

－ 

事業化件数 
130 

(-) 

150

(20)

167

(17)

182

(15)

183 

(１) 

－ 

事業化率 34.9 33.9 33.3 31.9 28.9 35 

  （注）１ 「技術開発終了件数」欄及び「事業化件数」欄の( )内の数値は、単年 

度の件数である。 

２ 事業化率については、技術開発終了後３年以内の事業化件数／技術開発 

終了件数。 

 

○ 目標の達成状況：平成16年度末時点でみると、事業化率は目標値である35％

にはやや及ばないものの、堅調に推移しており、目標はほ
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ぼ達成されているものと考えられる。 

（注）経済産業省の平成19年度事後評価書を基に当省が作成した。 

 

 本事業の目標値である「事業化率35％」については、貴省に確認したところ、

平成17年度に設定されたものであり、９年度から実施している本事業の実績と

して事業化率が30％前後で推移していたことを踏まえ、今後、採択審査の精度

向上や事業化に係るアフターケアの充実など運用面での改善・努力を更に促す

ため、現状よりもやや高い数値を設定したとのことでした。 

この目標値の設定の考え方を踏まえると、平成 14 年度から 16 年度にかけて

事業化率が目標値を下回っており、かつ減少傾向にあるにもかかわらず、「堅調

に推移している」と結論付けることに疑問があります。 

また、貴省によると、平成 17 年度及び 18 年度の事業化率については、19 年

度事後評価書作成時点（20 年２月）において、17 年度及び 18 年度に技術開発

を終了した各案件は終了後３年の期間を経過しておらず、今後、事業化件数が

増加する可能性があるため、確定値ではなく、参考値であるとしています。そ

のため、上記の「目標の達成状況」のとおり、平成 16 年度以前の事業化率を基

に評価結果が導かれており、17 年度及び 18 年度の事業化率についての分析が行

われておらず、直近の動向を踏まえた評価が行われていないと思われます。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 評価を行うに当たっては、平成 14 年度から 16 年度にかけて事業化率が目標

値を下回っており、かつ減少傾向となっている原因等を分析するとともに、17

年度及び 18 年度の事業化率の動向についても分析を行った上で、評価結果を導

くべきであると考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

経済産業省から総務省への回答 

（回答） 

平成 14 年度から 16 年度までの事業化率の実績値については、目標値の 35％

を下回っており、14 年度から 15 年度は１％、14 年度から 16 年度は 1.6％低下

していますが、15 年度及び 16 年度の事業化件数に比して数件の差であることか

ら、「減少傾向となっている」とまでは言い切れないと考え、「堅調に推移して

いる」としたものです。 

なお、本事業については、平成 14 年度から 16 年度までの事業化率が 30 数％

の水準であり、16 年度の事業化率については、今後、増加する可能性があるこ

とから、ほぼ目標を達成していると考えます。 

平成 17 年度及び 18 年度の事業化率については、評価時点で技術開発終了後
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３年に満たないことから確定値ではないものの、 

① 17 年度については、評価時点において目標値との差が 3.1％となってい

るが、事業化までの猶予期間が１年間あるため、事業化率が増加する見通

しである 

② 18 年度については、評価時点において目標値との差が 6.1％となってい

るが、技術開発終了後１年が経過しておらず、事業化までの猶予期間が２

年間以上あるため、事業化率が増加する見通しである 

③ 本事業の成果である「実用化」は試作品完成のレベルであり、目標とし

ている「事業化」に至るまでには、性能検証や製造工程の工夫など、さら

なる作業が生じることが一般的である 

といったことから、技術開発終了後３年が経過するまでには事業化率が更に

増加する見通しです。 

なお、平成 21 年１月現在における各年度の事業化率を再集計したところ、下

表のとおり、16 年度から 18 年度までの事業化率が増加しています。 

 

表 技術開発終了件数、事業化件数及び事業化率の推移  （単位：件、％） 

年度 

指標 

～平成

14 
15 16 17 18 目標値 

技術開発終了件

数 

373 

(-) 

442

(69)

502

(60)

571

(69)

634 

(63) 

－

事業化件数 
130 

(-) 

150

(20)

168

(18)

186

(18)

191 

(5) 

－

事業化率 34.9 33.9 33.5 32.6 30.1 35

（注）１ 「技術開発終了件数」欄及び「事業化件数」欄の( )内の数値は、

単年度の件数である。 

２ 事業化率については、技術開発終了後３年以内の事業化件数／技術

開発終了件数。 

 

なお、評価書への記載については、確定値ではない値について言及すること

は好ましくないと考え、見送りました。 

しかしながら、評価書上において、直近の事業化率の動向についての記載が

不十分であり、御指摘のとおり、17 年度及び 18 年度の事業化率について全く分

析が行われていないのではないかと思われる可能性もあると思われます。 

以上のことから、評価書の記載を次のとおり補足・修正します。 
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<<指標の推移>> 

（表省略） 

年度末時点。ただし、平成 16 年度、17 年度及び 18 年度の事業化率は、

評価書作成時点(20 年 2 月)。 

事業化率については、事業技術開発終了後３年以内の事業化件数（累積値）

/終了件数（累積値）。 

なお、平成 16 年度、17 年度及び 18 年度の事業化率は、技術開発終了後

３年を経過していないため、今後増加する見通し。 

 

<<目標の達成状況>> 

平成 16 年度末時点でみると、事業化率は目標値である 35％にはやや及ば

ないものの、堅調に推移しており、目標はほぼ達成しているものと考えられ

る。平成 14 年度（34.9％）、15 年度（33.9％）、16 年度（33.3％。ほぼ確定

に近い値と判断。）についてはほぼ目標を達成している。 

また、平成 17 年度及び 18 年度の事業化率については、技術開発終了後３

年を経過していないため、今後増加する見通し。 

 

【今後の方向性】 

本事業は、所期の目標をほぼ達成したため、平成 19 年度をもって終了す

る。 

なお、終了案件の事業化については、技術開発終了後５年後までのフォロ

ーアップ調査等を通じ、事業者からの相談等に引き続き対応していく。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 評価書の記載に不明確な点がみられたが、直近の事業化率の動向についての

分析結果等の事実関係が明らかになり、評価書が修正される。このため、評価

書が提出された際に内容を確認する。 
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事例２－７ 「エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用（石油ガスコジ    

      ェネ導入促進事業費補助金（旧石油ガス利用設備導入促進対策費補

助金））」 

 

総務省から経済産業省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策は、石油代替エネルギーの開発や利用の促進、エネルギー利用効率の

向上を通じて、エネルギーの高度利用やエネルギー源の多様化・分散化を推進

し、エネルギーや環境にかかわる制約の下で、国際的に競争力ある経済活動を

持続させることを目指すことを目的とし、「石油ガスコジェネ導入促進事業費

補助金（旧石油ガス利用設備導入促進対策費補助金）」ほか92事業を実施して

います。 

本施策の平成 16 年度事前評価書においては、個々の事業ごとに目標、指標等

を設定しており、このうち、「石油ガスコジェネ導入促進事業費補助金（旧石

油ガス利用設備導入促進対策費補助金）」の目標及び目標達成時期は以下のと

おりです。 

石油ガス利用設備導入促進対策費補助金（事業期間：平成16年度～20年度） 

（平成16年度事前評価書） 

○ 目標：ＬＰガスの利用効率が高いコジェネシステム（省エネルギー率５％

以上を対象）の普及 

    ・コジェネシステムモデル事業：25台 

○ 目標達成時期：平成20年度 

一方、本施策の平成 19 年度事後評価書によると、下表のとおり、16 年度、17

年度、18 年度の石油ガスコジェネシステムの導入目標台数をそれぞれ５台、５

台、７台と設定していますが、17 年度を除き目標値を下回っている状況です。 

 

表 石油ガスコジェネシステム導入台数の推移       （単位：台） 

    年度 

指標   
平成 16 17 18 合計（16～18） 

コジェネシス

テム導入台数 
１（５） ５（５） １（７） ７（17） 

（注）１ 経済産業省の平成 19 年度事後評価書を基に当省が作成した。 

２ （ ）内の数値は、目標値である。 

 

 また、平成 16 年度事前評価書によると、石油ガスコジェネシステムを 20 年

度までに 25 台導入することを目標としていますが、事業期間が終了していない

ものの、18 年度までで７台しか導入されておらず、導入が低調であると考えら
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れます。 

 しかしながら、平成 19 年度事後評価書では、「今後の方向性」として、「初期

投資を支援することによって設置促進が図られることから引き続き本事業を継

続して実施していく」としているのみであり、目標の達成に向けた導入状況が

低調である原因等に関する分析が行われていません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 本事業の事後評価では、平成 20 年度における目標の達成に向けた石油ガスコ

ジェネシステムの導入状況が低調である原因等に関する分析を行い、その結果

を評価書上明らかにすべきであると考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

経済産業省から総務省への回答 

（回答） 

目標の達成に向けた導入状況については、石油ガスコジェネシステムの導入

状況を確認するとともに、補助事業者に対し導入が低調である原因についてヒ

アリングを行い、平成 16 年度からのＬＰガス価格の高騰（16 年度は 15 年度比

約 1.3 倍、17 年度は同約 1.7 倍、18 年度は同約 1.8 倍）により、ＬＰガスに転

換するコストの見通しが立てにくくなったことと併せ、相対的なコストメリッ

トが小さくなったため、設置事業者が設置に消極的になったことが要因である

と分析していました。 

また、当初は 50kw 以上の大型システムを補助対象としており、設置事業者の

初期投資コストが大きくなっていたことも導入が低調な要因であると考えられ

ました。 

当省としては、上記の分析結果を受け、同システムの導入を促進するため、

平成 18 年度より、事業者側の導入負担が相対的に小さく、ヒアリングでも要望

のあった小規模施設でも利用可能な 10kw までを補助対象とするよう、補助要件

の拡大を行いましたが、要件拡大の制度変更に対して、事業者側が利用できる

までに至らなかったことにより、補助採択件数が想定したとおり増加しなかっ

たものと考えております。 

一方、補助対象を拡大したことにより、評価時点において、補助対象となる

同システムの導入数は十分に存在していたことから（平成 18 年度における同シ

ステムの導入数：16 台）、今後は、本補助事業の周知を十分に行うことで、採択

目標は達成可能であると考え、評価書に記載しているとおり、「引き続き本事業

を継続して実施していくこと」といたしました。 

しかしながら、評価書上において、導入が低調であることの原因分析に関す

る記載が不十分であったことは御指摘のとおりであるため、下記のとおり、評
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価書を修正するとともに、今後は、原因分析を評価書上明らかにするよう記載

していく所存です。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

 

 

 

【見直し継続】 

近年の地球規模での環境問題において二酸化炭素排出量を減

らすことが重要課題となっている。ＬＰガスは二酸化炭素排出

量が少なくエネルギー基本計画（平成 19 年３月閣議決定）にお

いても「クリーンなエネルギー」として位置付けられている。

本事業はＬＰガスコジェネレーションシステムを導入促進する

ことで地球環境問題の対策にも寄与し、また、ＬＰガスの安定

供給にも資するものである。 

なお、本事業は、近年のＬＰガス価格の高騰により、ＬＰガ

スへの転換のコストメリットが小さくなったため、設置事業者

が設置に消極的になっているものの、設備採択要件の緩和（発

電能力による条件緩和）により潜在需要は十分に見込まれてい

るところであり、エンドユーザーへの直接ＰＲ強化等を実施し、

初期投資を支援することによって設置促進が図られることから

引き続き本事業を継続して実施していくことが必要である。 

また、平成 20 年度に、平成 21 年度以降の補助事業の実施方

法について検討することとしている。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 評価書の記載に不明確な点がみられたが、目標が低調である原因についての

分析結果等の事実関係が明らかになり、評価書が修正される。このため、評価

書が提出された際に内容を確認する。 

また、今後は、事前評価で設定された目標の達成状況が低調である場合は、

その原因分析を評価書上明らかにしていく旨の認識が示されたため、今後提出

される評価書において同様の問題がないか確認する。 
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事例２－８ 「生物多様性の保全と自然との共生の推進（自然環境の保全・再

生）」 

 

総務省から環境省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策の「目標５－２ 自然環境の保全・再生」は、原生的な自然及び優れた

自然の保全を図り、里地里山などの二次的な自然についてその特性に応じた保

全を図るとともに、過去に失われた自然を積極的に再生する事業と、自然再生

に係る地域活動を推進するための支援を実施することで、自然環境の保全・再

生を図るものです。 

貴省の平成 19年度環境省政策評価書（事後評価）では、評価指標の一つとし

て「国立公園計画の点検実施済地域数」が設定されており、当該指標の推移は

以下のとおりです。 

（単位：地域） 

H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標年 目標値 

21 23 33 36 34 H19 年度 57 

            (注)平成 19年度環境省政策評価書を基に当省が作成した。 

 

当該指標の平成 19 年度の実績をみると、目標値である 57 地域に達していま

せんが、貴省政策評価書では、当該指標による評価・分析として、「国立公園の

うち、過去５年間に公園計画の点検が終了した地域は、34 地域であり、全地域

（57 地域）で点検を実施するという目標に対して 60％の達成率となっている。

引き続き、点検の着実な実施に向け、土地所有者等の関係者との調整を進める。」

との記述にとどまり、目標が達成されなかった原因の分析が行われていません。

また、今後の対応方針についても、貴省政策評価書では、「引き続き、点検の着

実な実施に向け、土地所有者等の関係者との調整を進める。」との記述にとどま

っています。 

なお、当該指標に係る目標が達成されなかった原因の分析が行われていない

点について、貴省から、政策評価書の「指標に影響を及ぼす外部要因」欄には

「国立公園は、土地所有者に関係なく指定しているため、その公園計画の見直

しに当たっては、土地所有者等の関係機関や地元関係自治体との調整が必要で

あり、これらの関係者の意思が影響する場合がある。」と記載しており、「評価・

分析」欄には改めて記載していない旨の御回答を頂いています。 

  

【事実関係の照会】 

（問） 

実績評価方式による政策評価においては、あらかじめ目標を設定し、当該目
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標に係る実績を測定し、目標が達成されなかった場合にはその原因について分

析し、必要に応じて政策の見直し・改善を行うものとされています。 

本評価については、貴省政策評価書の「評価・分析」欄において、当該指標

に係る目標が達成されなかった原因についてより具体的な分析を行うとともに、

今後の対応方針についても、「今後の展開」欄において、より具体的なものを示

すべきであると考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

環境省から総務省への回答 

（回答） 

今後は、目標の達成状況が低調である場合は、丁寧にその原因を分析し、そ

れに基づいた今後の方針を検討することとします。 

これを踏まえた今回の評価結果は以下のとおりです。 

  

○「評価・分析」 

公園計画の見直し作業は、前回見直しの終了後、概ね５年ごとに実施するこ

ととしているため、前回見直しの終了した年度の翌年度から起算して４年度目

から、情報収集、整理を行うなど、検討作業を開始する。国立公園は、土地所

有に関係なく指定し、法に基づく各種行為規制を課すことにより当該地の風致

景観を保護する制度であるため、公園計画の見直しの検討作業に当たっては、

国の関係行政機関、関係都道府県及び市町村とも事前に十分連絡調整を行い、

他の公益との調整を図ることとしている。特に公園区域の拡張や規制強化を内

容とする見直しに際しては、土地所有者等の財産権に一定の制限を加えること

となることから、土地所有者や地元住民、関係市町村等に対して十分な説明を

行った上で納得協力を得ることが必要であるが、この調整作業の段階において、

土地所有者や地元住民等の理解を得るまで多大な時間を要する場合が多く、こ

れが公園計画の見直し作業全体の進捗に影響し、当初の目標年度までに見直し

を終えることが出来ないケースが少なくない。その結果、目標の達成率が 60％

となっていると考えられる。 

○「今後の展開」 

これまでにも、作業方針に関する通知の発出や会議の場での協力依頼等を行

ってきたところであるが、今後も引き続き、公園計画の見直しを円滑に進める

ため、各地方環境事務所国立公園・保全整備課長及び同国立公園企画官会議等

において、最近の公園計画の見直し状況について情報共有を図るとともに、計

画的な作業の実施及び早期の関係機関等との調整を指示・徹底することとする。

また、都道府県自然公園行政担当者会議等において、都道府県に対し、見直し

に際して必要な情報提供や調整への協力を求めることとする。 
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結果及び総務省の対応方針 

目標が未達成の原因及びそれに基づいた今後の方針が明らかになった。  

 今後は、目標の達成状況が低調である場合は、丁寧にその原因を分析し、そ

れに基づいた今後の方針を検討する旨の認識が示されたため、評価書が提出さ

れた際に確認する。 
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事例２－９ 「生物多様性の保全と自然との共生の推進（野生生物の保護管理）」 

 

総務省から環境省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策の「目標５－３ 野生生物の保護管理」は、希少野生動植物の保護・

増殖による種の保存や生息状況等の調査による現状把握、野生鳥獣の適正な保

護・管理と狩猟の適正化、遺伝子組換え生物対策の推進、侵略的な外来生物対

策の推進、等により生物多様性等への影響を防止するものです。 

貴省の平成 19年度環境省政策評価書（事後評価）では、評価指標の一つとし

て「国指定鳥獣保護区指定箇所数」が設定されており、当該指標の推移は以下

のとおりです。 

                           （単位：箇所） 

H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標年 目標値 

59 60 66 66 66 H23 年度 88 

(注)平成 19 年度環境省政策評価書を基に当省が作成した。 

 

当該指標について、平成 18 年度環境省政策評価書では、目標年度が「平成 18

年度」、目標値が「80箇所」とされていましたが、19 年度環境省政策評価書に

おいては、それぞれ「平成 23年度」、「88箇所」に変更されています。この点に

ついて貴省に確認したところ、当該指標の目標値及び目標年度は、５年ごとに

見直しを行っている「国指定鳥獣保護区指定計画」に基づく指定箇所数及び同

計画の計画期間を根拠としており、平成 19年に新たな計画が策定されたことに

伴い、目標値を「88 箇所」（国指定鳥獣保護区 66箇所及び「未指定箇所」22 箇

所）、目標年度を「平成 23年度」に変更したとのことでした。 

当該指標は平成 17 年度以降 66 箇所で横ばいとなっており、変更前の目標年

度である 18年度において変更前の目標「80 箇所」を達成しておらず、19年度

においても、新しい目標の達成に向けた進展がみられないものとなっています。

しかしながら、平成 19年度環境省政策評価書では、目標が達成されなかった原

因の分析が行われていない上、国指定鳥獣保護区の指定が進展していないにも

かかわらず、「レッドリストの第２次見直し作業を終了し、その成果を社会に広

く公表した他、保護増殖事業の推進、緊急指定種の指定、国指定鳥獣保護区の

指定などの各種施策を推進するとともに、外来生物法に基づき特定外来生物の

国内への侵入防止や防除を実施するなど、目標達成に向けて一定の成果を果た

した。」と評価されています。 

 さらに、同評価書の「今後の展開」をみると、「国指定鳥獣保護区の計画的

な指定を推進」とされているのみで、新しい目標の達成に向けた今後の具体的

な方策は特に示されていません。 
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【事実関係の照会】 

（問） 

実績評価方式による政策評価においては、あらかじめ目標を設定し、当該目

標に係る実績を測定し、目標が達成されなかった場合にはその原因について分

析し、必要に応じて政策の見直し・改善を行うものとされています。 

本評価については、これまで当該指標に係る目標が達成されていなかったこ

とについて分析を行い、その結果に基づき、平成 23年度における目標の達成に

向けた今後の具体的な方策を明らかにした上で評価結果を導くべきであると考

えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

環境省から総務省への回答 

（回答） 

環境省では政策評価制度のスタート時点から参考指標を設定しており、評価

書においてその性格を「達成状況を明らかにすることはできないが、参考と思

われる指標」と定義し、当該指標の動向に基づいて評価・分析を行うこととは

していない。 

なお、「国指定鳥獣保護区指定箇所数」は、国指定鳥獣保護区指定計画を出典

としている。これは計画見直し時点で国が指定することが適当と考えられる地

区の数と当該計画の最終年を記載したものであり、「国指定鳥獣保護区指定箇所

数」の動向をもって、目標の達成状況を推し量ることは難しいと考え、参考指

標としたものである。 

しかしながら今後は、評価内容をより分かり易くする観点から、鳥獣保護区

指定箇所数の動向について評価・分析することとし、その際、目標の達成状況

が低調である場合は、丁寧にその原因を分析し、それに基づいた今後の方針を

検討することとする。 

 これを踏まえた今回の評価結果は以下のとおりである。 

 

国指定鳥獣保護区指定計画に記載した箇所の数については、人間活動等がも

たらす生態系の破壊などの生物多様性の危機が依然進行していることなどから、

計画の見直しに当たって、全国的又は国際的な見地から鳥獣の保護上重要な地

域について国が指定することが適当な区域を明示したものであり、状況の変化

等により、結果として数が増加したものである。 

その一方で、鳥獣保護区は、法に基づく各種行為規制を課すことにより当該

地の鳥獣を保護する制度であるため、保護区の設定に当たっては、国の関係行

政機関、関係都道府県及び市町村とも十分連絡調整を行い、他の公益との調整

を図ることとしている。また、土地所有者等の財産権に一定の制限を加えるこ

ととなることから、土地所有者や地元住民、関係団体等に対して十分な説明を
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行った上で納得、協力を得ることが必要であるが、この調整作業の段階におい

て、土地所有者や地元住民等の理解を得るまで多大な時間を要することが多く、

計画の最終年まで指定に至らず、次期計画において再度掲載することとなる場

合が多く見られるところである。その結果、状況の変化により指定が適当な箇

所が増加しているにも関わらず、指定箇所数が横ばいとなり、結果として計画

に記載した箇所の数に対する実績値が減少しているところである。 

今後も、状況の変化に応じた適切な計画の作成と、計画に記載した箇所の指

定を着実かつ円滑に進めるため、各地方環境事務所野生生物課長会議等におい

て、情報の共有、計画的な作業の実施及び早期の関係機関等との調整を指示・

徹底することとする。また、都道府県野生生物行政担当者会議等において、都

道府県に対し、指定等に際して必要な情報提供や調整への協力を求めることと

する。 

 

結果及び総務省の対応方針 

目標が未達成の原因及びそれに基づいた今後の方策が明らかになった。 

今後は、目標の達成状況が低調である場合は、丁寧にその原因を分析し、そ

れに基づいた今後の方策を検討する旨の認識が示されたため、評価書が提出さ

れた際に確認する。 
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事例２－10、２－25 「環境・経済・社会の統合的向上（環境教育・環境学習

による環境保全意識の醸成）」 

 

総務省から環境省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策の「目標８－４ 環境教育・環境学習による環境保全意識の醸成」は、

ＮＰＯや事業者等、様々な主体と連携しつつ、様々な場において、すべての主

体に対して、学校・家庭・地域コミュニティが連携した質の高い効果的な環境

教育・環境学習を行うことで、自発的、主体的に取り組む意識を醸成するもの

です。 

貴省の平成 19年度環境省政策評価書（事後評価）では、評価指標の一つとし

て「環境カウンセラーの登録者数（累計）」が設定されており、当該指標の推移

は以下のとおりです。 

 (単位：人)                              

H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標年 目標値 

3,611 3,900 4,169 4,380 4,528 H22 年度 5,500 

(注)平成 19 年度環境省政策評価書を基に当省が作成した。 

 

当該指標について、平成 18 年度環境省政策評価書では、目標年度が「平成 18

年度」とされていましたが、19年度環境省政策評価書においては、「平成 22年

度」に変更されています。この点については、平成 19年度環境省政策評価書で

「目標値の達成見込みを念頭に、平成 22年度（現行政策評価基本計画期間）に

変更した。」とされています。 

当該指標の目標「5,500 人」は、変更前の目標年度である平成 18年度におい

て達成していませんが、18 年度環境省政策評価書では、その原因の分析は特に

行われていません。同様に、平成 19年度においても、一定の進展はみられるも

のの目標の達成には至っていませんが、19 年度環境省政策評価書においては、

特段の分析は行われていません。 

また、本目標は「環境教育・環境学習による環境保全意識の醸成」であり、

その達成状況を直接評価するためには、環境教育・環境学習によるアウトカム

の効果として、国民の環境保全行動に着目した指標を設定することが望ましい

と考えられます。例えば、貴省が実施している「環境にやさしいライフスタイ

ル実態調査」においては、「環境保全行動の実態と今後の意向」など、国民の環

境保全行動に関するデータが把握されています。 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 
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実績評価方式による政策評価においては、あらかじめ目標を設定し、当該目

標に係る実績を測定し、目標が達成されなかった場合にはその原因について分

析し、必要に応じて政策の見直し・改善を行うものとされています。 

本評価については、これまで当該指標に係る目標が達成されていなかった原

因の分析を行い、その結果も踏まえ、22 年度における目標達成に向けた進ちょ

く状況について分析した上で評価結果を導くべきであると考えますが、貴省の

見解をお示しください。 

 

（問２） 

本目標に係る指標として、例えば「環境にやさしいライフスタイル実態調査」

の結果等を利用して国民の環境保全行動に着目した指標を設定することが望ま

しいのではないかと考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

環境省から総務省への回答 

（問１の回答） 

 今後は、目標の達成状況が低調である場合は、その原因を分析した上で評価

を行うこととします。これを踏まえた今回の評価結果は以下のとおりです。 

 

平成 18年度に目標値を達成できなかった理由としては、本来環境カウンセラ

ーとして高い能力を持つ人材が、すでに認定されており、新たな人材の成長を

待たねばならない時期に移行していたこと、国際的な環境教育の変化を受けて、

ESD（持続可能な開発のための教育）等の概念を新たな審査基準として導入した

ことから、受験者数が減少したためと推察されるが、環境保全に関する専門的

な知識や経験を有する人を環境カウンセラー登録しており、基準を下げてまで、

目標の人数達成を目指すことは、質の高い効果的な環境教育・環境学習をなす

人材としての価値を落とすこととなり、適当ではないと考えた。こうしたこと

から、環境カウンセラーの受験希望者が、安易に認定されないことを知り、受

験を自制したためとも考えられる。環境カウンセラーの応募者を増やすべく、

今後は広報に力を入れ、環境カウンセラーの認知度を高めるとともに、ESD の普

及に係る施策を推進することにより、目標達成を目指したい。5,500 人という目

標は、全国的に環境カウンセラーを配したいという大きな目標であり、毎年確

実に環境カウンセラーの数は増加していることからも、引き続き、カウンセラ

ー事業の発展に努めたい。 

 

（問２の回答） 

今後、「環境にやさしいライフスタイル実態調査」の活用も含め、新たな指標

の設定について検討することとします。 
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結果及び総務省の対応方針 

 目標が未達成の原因及びそれに基づいた今後の方針が明らかになった。 

今後は、目標の達成状況が低調である場合は、その原因を分析した上で評価

を行う旨、また、国民の環境保全行動に着目した新たな指標の設定を検討する

旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－11 「金融実態に即した利用者保護ルール等の整備・徹底」 

 

総務省から金融庁への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本政策は、「金融サービスの利用者保護の仕組みが確保されていること」を達

成目標としています。また、測定指標として「金融サービスの利用者保護の仕

組みの確保の状況」が設定されています。さらに、評価に当たっては、昨年度

の評価と同様に、「金融サービスの利用者保護の仕組みが確保されるためには、

以下の重点施策を的確に実施していくことが必要であり、施策に係る利用者保

護ルールの企画・立案等の状況により評価を行うこと」とされており、下記の

６重点施策について、それぞれ設定された参考指標を用いて評価が行われてい

ます。 

 

１．達成目標等 

 

２．平成 19 年度重点施策等 

 

   （注）金融庁の評価書から抜粋した。 
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本政策の評価については、昨年度の認定関連活動において、当省の「法令等

の整備状況など業務の実施状況に関する記述が中心となっており、評価を行う

に当たり、政策効果を十分に把握した上で、これを基礎として評価を行うべき」

との指摘に対し、貴庁から「指摘を踏まえ、平成 20 年８月に作成・公表予定の

平成 19 年度実績評価書においては、金融サービス利用者相談室における相談等

の受付状況、貸金業に関する関係統計資料等を活用して、政策効果を把握した

上で、これを基礎として評価を行うこととする」との御回答を頂いています。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 本政策の評価について、昨年度の認定関連活動における当省の指摘に対し、

貴庁はどのような措置を講じられたのでしょうか。具体的に御教示ください。 

 

金融庁から総務省への回答 

（回答） 

 昨年度の認定関連活動に係る貴省からの指摘を踏まえ、平成 19 年度実績評価

書においては、金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況、貸金業

に関する関係統計資料等を踏まえ現状分析を行った上で、政策効果の把握に努

めたが、時間的な問題から計数把握に限界があったこと、多重債務者対策につ

いては、取組みの開始から間がなく、効果の把握に限界があったこと等から、

評価結果については、制度の整備状況を中心とした記述をせざるを得なかった

ところである。 

平成 20 年度政策評価実施計画においては、達成目標を「金融サービスの利用

者保護の仕組みが確保され、適切に運用されていること」と変更するとともに、

測定指標として金融サービス利用者相談室や各業界団体における相談等の受付

状況、PIO-NET における金融関連の消費生活相談情報の状況等、参考指標として

無担保無保証借入の残高がある者の借入件数毎登録状況（貸金業関係統計資料

集より）を使用することにより改善を図るなど、実効性ある政策評価に努めて

まいりたい。 

 

結果及び総務省の対応方針  

 金融サービス利用者相談室や各業界団体における相談等の受付状況、PIO-NET

（全国消費生活情報ネットワークシステム）における金融関連の消費生活相談

情報の状況等を測定指標として使用することにより改善を図るなど、実効性あ

る政策評価に努める旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に確認す

る。 
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事例２－12 「化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

個別目標１「毒物・劇物の適正な管理を推進すること」に係る指標として「毒

物及び劇物取締法に基づく毒物劇物の指定のための調査件数」及び「毒物・劇

物営業者等に対する立入検査件数」を設定しています（両指標とも目標は設定

されていません。）。 

このうち、指標「毒物・劇物営業者等に対する立入検査件数」について、平

成 19 年度実績は「集計中」とされていますが、個別目標１に関する評価では、

「毒物・劇物の適正な管理については、本来登録業者が自己責任で自主的に点

検し、改善すべきものであるが、行政側としては限られた人員の中で、事故の

発生状況、過去の立入頻度又は違反状況等を考慮し、効率的かつ効果的な立入

検査を行っている。上記の事情を考慮した上で、平成 19 年度においては立入検

査数は現在集計中であるが、法において定められた基準を満たしていない等保

健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、必要な指導等を行った。」、「効率

的かつ効果的に毒物及び劇物の適正な管理の推進に向けた取組がなされている

と評価できる。」としています。 

個別目標１については、平成 17 年度の認定関連活動において、当省の「評価

に当たっては立入検査による違反発見数・率にとどまらず、立入検査による改

善効果を含めて評価すべき」との指摘に対し、貴省から「当方においても、御

指摘のとおり改善効果を含めて評価することを検討している」との御回答を頂

いています。このことについて、今回、貴省に照会したところ、「立入検査によ

る改善効果については、貴省による平成 17 年度の認定関連活動による御指摘を

踏まえて、当省から都道府県にアンケート調査を行い、改善率の集計を行って

いる。しかしながら、毒物及び劇物取締法に基づく規制は多岐に渡るため、事

業者に対する指導も複数の点に及ぶことが多く、全ての改善状況について必ず

しも単年度中に確認できるものばかりではない。従って、これを指標とするに

は、改善の確認基準及び集計方法に正確性を期すため、改善率に係る指標の設

定方法についてさらに検討が必要であると考えている。」とのことでした。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 貴省御回答によると、立入検査による改善効果について、「指標とするには、

改善の確認基準及び集計方法に正確性を期すため、改善率に係る指標の設定方

法について更に検討が必要であると考えている」とのことですが、集計方法等

の精緻化を図りつつ、まずは試行的に指標として導入してみることも考えられ
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ます。改めて貴省の御見解をお示しください。 

 

厚生労働省から総務省への回答 

（回答） 

 御指摘を踏まえ、次年度の指標として違反改善率に係る指標により評価する

ことを検討したい。しかしながら、改善の確認基準や集計の方法を含む調査の

方法については、今後精査を行い、必要に応じて修正することとしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針  

 平成 17 年度の認定関連活動における当省の指摘を受けて、都道府県にアンケ

ート調査を行い、立入検査の改善率の集計を行っていることが明らかになった。 

また、次年度の指標として違反改善率に係る指標を設定して評価を行うこと

を検討する旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－13 「技術研究開発を推進する」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策の業績指標として「年度計画通りに進捗した技術研究開発課題の割合」

が設定されており、本指標は、技術研究開発の成果をタイムリーに社会に還元

していくために技術研究開発を効果的・効率的に推進する上で、前年度に実施

されたすべての研究開発課題について、その進ちょく状況を的確に管理する観

点から設定されているものです。また、平成 19 年度以降毎年度、80％以上達成

することが目標値（業績目標）として設定されています。 

評価書では、本指標に関し、対象となる研究開発課題の件数や、それぞれの

年度計画の進ちょく状況をどのように測定しているのかについて、具体的に明

らかにされていません。 

また、個別の研究開発課題では、国土交通省政策評価基本計画に基づき、原

則として、外部の専門家の知見を活用した評価（外部評価）が積極的に行われ

ており、貴省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/hyouka/02_kenkyu.html）

には過去の研究開発評価の結果が掲載されていますが、この旨は評価書では具

体的に明らかにされていません。 

なお、貴省は、「本指標は、政策チェックアップ（業績測定）において、様々

な目的を有する研究開発に関する統一的な指標を設定することは難しいところ、

少なくとも年度当初に計画していたとおりに研究が進捗することが、それぞれ

の研究開発の目的を達成するための一つの前提条件であると考えられることか

ら、現在のところ、このような業務の実施状況を測定するアウトプット指標を

設定しているものである。」としています。 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

本指標の対象となる研究開発課題の件数や、それぞれの年度計画の進ちょく

状況の測定方法について、評価書に具体的に説明すべきではないでしょうか。 

 

（問２） 

実績評価方式による評価において研究開発に係る政策効果の発現状況をアウ

トカムに着目して示すことは国民の視点に立つとの観点から重要であると考え

ます。 

このため、個別の研究開発課題で別途評価の実施に当たって行われている外

部の専門家の知見を活用した評価（外部評価）に関し、実績評価方式による評

価結果について、現状から一定の改善を図り、アウトカム的なものとして示す

ための一つの方策として、評価書に過去の研究開発評価の結果（外部評価結果）

を参考情報として示すことはできないでしょうか。 
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国土交通省から総務省への回答 

（問１の回答） 

国土交通省としては、本指標の対象とされている 79 件の研究開発課題ごとに

「十分達成した」、「概ね達成した」、「達成しなかった」の３段階で評価し、そ

のうち「十分達成した」及び「概ね達成した」ものを「年度計画通りに進捗し

た」ものと整理しているが、今後、貴省の見解を踏まえ、評価書においてより

具体的に説明することとしたい。 

 

（問２の回答） 

今後、貴省の見解を踏まえ、現状から一定の改善を図るため、評価書に、参

考情報として、個別の研究開発課題については、別途外部の専門家の知見を活

用した評価（外部評価）が行われている旨及び過去の研究開発評価の結果（外

部評価結果）を参照する情報を記載していくこととしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 今後、評価書において、本指標の対象となる研究開発課題の件数や、それぞ

れの年度計画の進ちょく状況の測定方法について、より具体的に説明していく

旨の認識が示された。参考情報として、個別の研究開発課題について別途外部

の専門家の知見を活用した評価（外部評価）が行われていることや、過去の研

究開発評価の結果（外部評価結果）を参照する情報を記載していく旨の認識が

示された。このため、評価書が提出された際に内容を確認する。 
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事例２－14 「国際協力、連携等を推進する」 

 

総務省から国土交通省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策の業績指標として「国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクト

の件数」が設定されており、本指標は、相手国政府等との交流・支援を深める

国際会議、国際セミナー、研修等を実施し、我が国の持つ経験・専門性・技術

を相手国政府等へ提供することが我が国の国際協力・連携等の推進に寄与する

ものであるとの観点から、実施した国際会議、国際セミナー、研修等の件数を

「国際協力・連携等の推進に寄与した」プロジェクトとしてカウントするため

に設定されているものです。また、平成 19 年度 124 件を達成することが目標値

（業績目標）として設定されています。 

評価書では、主な事務事業として「重点的建設援助推進事業等」、「自動車基

準・認証制度国際調和推進支援事業」等が挙げられ、事務事業の実施状況とし

て「複数の事務事業を取りまとめて実施するなど効率的に実施」、「国際協力・

連携の実施に当たり、援助方針策定事業など、相手国のニーズを的確に把握し、

我が国の技術移転や支援に結びつけるための取組を実施」とされています。 

しかしながら、各事務事業が「国際協力・連携等の推進」に具体的にどのよ

うに寄与したのかについては、評価書では具体的に明らかにされていません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

実績評価方式による評価において国際協力・連携等の推進に係る政策効果の

発現状況をアウトカムに着目して示すことは国民の視点に立つとの観点から重

要であると考えます。 

このため、国際会議、国際セミナー、研修、調査等の各事務事業がどのよう

に国際協力・連携等の推進に寄与したのかについて、その具体的な成果も併せ

て評価書に記述していくべきではないでしょうか。 

 

国土交通省から総務省への回答 

（回答） 

国土交通省としては、アンケートの実施等による現場での効果把握や、積極

的な意見聴取により、その評価把握に努めているが、今後、貴省の見解を踏ま

え、評価書により具体的な成果も併せて記述することとしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 今後、評価書において、国際会議、国際セミナー、研修、調査等の各事務事

業がどのように国際協力・連携等の推進に寄与したのかについて、より具体的

な成果も併せて記述していく旨の認識が示されたため、評価書が提出された際

に内容を確認する。 
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事例２－15 「取引の公正の確保等に向けた市場関係者の取組みの強化」 

 

総務省から金融庁への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本政策は、「市場関係者の取組みが強化されることにより、取引の公正を確保

すること」を達成目標としています。また、測定指標として「証券取引に関す

る苦情・相談の内容・件数」が設定されており、参考指標として①「取引所規

則等の検討・実施状況」、②「監督指針の整備状況」及び③「自主規制機関の取

組み状況」が設定されています。 

評価結果（端的な結論）をみると、「取引所関係規則や日証協の規則の改正な

ど、市場の公正性・透明性の向上に向けた市場関係者の取組みが進展していま

す」など「取引所規則等の検討・実施状況」等の参考指標の測定結果により評

価結果を導いており、測定指標である「証券取引に関する苦情・相談の内容・

件数」については、「（参考）金融サービス利用者相談室における投資商品・証

券市場制度等に関する相談等の受付件数は、18 事務年度 10,342 件、19 事務年

度 12,769 件となっています。」と評価書に記載されているのみで、測定結果の

分析・検証は全く行われていません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本政策の評価に当たっては、市場の公正性・透明性の向上について検証する

観点からも、あらかじめ設定した測定指標である「証券取引に関する苦情・相

談の内容・件数」について測定結果の分析・検証を行い、その上で評価結果を

導くべきではないでしょうか。 

 

金融庁から総務省への回答 

（回答） 

 証券取引に関する苦情・相談は様々なところに申し立てられるものであり、

平成 19 年度実績評価書においては、その全体像の把握ができなかったため、金

融サービス利用者相談室における相談等の状況を参考として記載したものであ

る。 

そのような状況を踏まえ、平成 20 年度政策評価実施計画では、測定指標を「金

融サービス利用者相談室における相談等の受付状況」及び「認定投資者保護団

体の認定の申請件数」とすることにより改善を図るなど、実効性ある政策評価

に努めてまいりたい。 
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結果及び総務省の対応方針  

 「金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況」及び「認定投資者

保護団体の認定の申請件数」を測定指標として設定する旨の認識が示されたた

め、評価書が提出された際に確認する。 

 

- 350 -



  

事例２－16 「我が国金融・資本市場の国際化への対応」 

 

総務省から金融庁への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本政策は、「我が国市場が金融・資本市場としての競争力ならびに魅力を向上

し、アジア及び世界における国際金融拠点の一つとして機能すること」を達成

目標としています。また、測定指標として①「『我が国金融・資本市場の国際化

に関するスタディグループ』の開催・検討状況等」、②「世界の金融・資本市場

に占める日本のシェア（時価総額ベース）」、③「各国取引所の時価総額比較」、

④「対外・対内証券投資額」及び⑤「各国取引所における内外の上場企業数の

推移」が設定されています。 

評価書の「現状分析及び外部要因」の欄をみると、「世界の金融・資本市場に

占める日本のシェア（時価総額ベース）」については、「我が国金融・資本市場

について、経済規模や株式時価総額により比較した場合、日本と全世界合計の

対比では概ね横ばいに推移しており、競争力強化に向けた一層の取組みが必要

です。」としています。 

 

 ※資料１から資料４は金融庁の評価書から抜粋した。 

 

【資料１ 世界の金融・資本市場における日本のシェア（時価総額ベース）】 

 

（出所）World Federation of Exchanges, IMF「World Economic and Financial Surveys」 

（注）2008 年については、株式時価総額は２月末の数値、ＧＤＰは予測値による。 

 

 「各取引所の時価総額比較」については、「主要な証券取引所における上場企
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業の時価総額については、株価動向等に影響される面があるものの、東京証券

取引所はニューヨーク証券取引所に次いで２番目の地位を占めていますが、近

年、国際的な市場間競争は一層激しさを増しており、この 17 年間における主な

取引所の時価総額を比較すると、米国が 6.5 倍、ヨーロッパが 9.2 倍となって

おり、加えてアジアの証券取引所が急成長しています。」としています。 

 

【資料２－１ 各国取引所の時価総額比較】 

 
 （出所）World Federation of Exchanges 

 （注）2008 年は２月末の数値。 

 

【資料２－２ 世界の取引所の上場企業時価総額比較】 
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「対外・対内証券投資額」については、「対外・対内証券投資額を見ると、対

内証券投資額から対外証券投資額を差し引いた我が国への資本の流出入の状況

は、2007 年は 12.0 兆円（対前年比▲0.5 兆円、▲4.1%）となっており、前年と

比較すると、概ね横ばいとなっています。」としています。 

 

【資料３ 対外・対内証券投資額】 

 

（出所）財務省「国際収支状況」 

（注）平成 17 年１月より、証券売買の計上時点を、決済時点から約定時点に変更したため、

平成 17 年以降の係数とは厳密には連続しない。 

  

 

「各国取引所における内外の上場企業数の推移」については、「株式市場の上

場企業の国籍別の構成比を見ると、外国企業の構成割合は、ニューヨーク証券

取引所では 18.3%、ロンドン証券取引所で 21.7%であるのに対し、我が国の東京

証券取引所では１%でしかなく、国際性に欠けるとの指摘があります。」として

います。 
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【資料４ 各国取引所における内外の上場企業数の推移】 

 1997 年末 2002 年末 2007 年末 

東京証券取引所 1,865 社 2,153 社 2,414 社 

  うち外国企業 60 社(3.2%) 35 社(1.6%) 25 社(1.0%) 

ニューヨーク証券取引所 2,626 社 2,366 社 2,297 社 

  うち外国企業 355 社(13.5%) 472 社(19.9%) 421 社(18.3%)

ロンドン証券取引所 2,513 社 2,824 社 3,307 社 

  うち外国企業 467 社(18.6%) 382 社(16.8%) 719 社(21.7%)

（出所）World Federation of Exchanges 

 

評価結果（端的な結論）をみると、「『金融商品取引法等の一部を改正する法

律』の成立など、市場強化プランの着実な進捗が見られるほか、初めての日中

の金融監督当局等との定期協議を開始する等、アジアの主要国金融監督当局と

の情報交換や連携強化に努め関係強化につながっている」など、平成 19 年度重

点施策である①「我が国金融・資本市場の国際化に向けた検討」及び②「アジ

ア地域成長への貢献に向けた現状把握等」に係る取組の状況により評価結果を

導いており、測定指標の測定・分析結果が評価結果に結び付いていないのでは

ないかと思われます。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 本政策の評価に当たっては、あらかじめ設定した測定指標の測定・分析結果

を踏まえて評価結果を導くべきではないでしょうか。 

 

金融庁から総務省への回答 

（回答） 

 平成 19 年度実績評価書においては、達成度の判断理由で「「金融商品取引法

等の一部を改正する法律」の成立など、市場強化プランの着実な進捗が見られ

るほか、初めての日中の金融監督当局等との定期協議を開始する等、アジアの

主要国金融監督当局との情報交換や連携強化に努め関係強化につながっている

ものの、我が国金融・資本市場等の競争力強化に向けたさらなる取組みが必要

であることからＢと評価しました。」としているところである。 

この「さらなる取組みが必要」との評価は、評価書の「現状分析及び外部要

因」に記載している測定指標の測定・分析結果に基づくものであり、あらかじ

め設定した測定指標の測定・分析結果を踏まえて評価結果を導いているものと

考えているが、評価結果において、測定指標を踏まえた分析・記述が十分では
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ないと考えられるため、今後の評価において改善を図るなど、実効性ある政策

評価に努めてまいりたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

評価書の「現状分析及び外部要因」における各測定指標の分析・検証結果に

基づき「Ｂ」（さらなる取組が必要）との評価結果を導いていることが明らかに

なった。 

また、「評価結果」において、測定指標を踏まえた分析・記述が十分ではない

ため、今後の評価において改善を図るなど、実効性ある政策評価に努める旨の

認識が示されたため、今後、評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－17 「防災に関する普及・啓発」 

 

総務省から内閣府への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本政策は、「防災の日」（９月１日）及び「防災週間」（８月 30日～９月５日）

の趣旨を踏まえ、国民を対象にした普及啓発活動を行い、広く国民が、台風、

地震等の災害についての認識を深め、これに対する備えを充実強化するもので

あり、この一環として、防災ポスターコンクール、防災フェアの開催（８月 24

日～27日）等が行われています。 

防災フェアへの参加者数などが指標として設定されていますが、国民におけ

る具体的な防災対策の実施状況に関する指標は設定されていません。 

この点については、「家具や冷蔵庫などを固定し、転倒を防止している」など

国民が大地震に備えてとっている対策の実施状況について、世論調査が行われ

ています（注）。 

なお、平成 20年版防災白書（平成 20年６月内閣府）では、「自然災害に見舞

われやすい我が国においては、国民の災害に対する関心は高い。重要なことは、

防災における自助の実効を挙げるためには、このような高い関心が、実際の防

災行動に結びつくことである。しかしながら、現実には、その高い関心が実際

の行動に必ずしも結びついていない状況が見て取られ、防災対策の実効性とい

う点では大きな課題となっている」として、国民の防災意識と行動のギャップ

についての課題が示されているところです。 

 

（注）世論調査の調査実績 

 

（地震防災対策に関する特別世論調査（平成 19年 11月）の概要より抜粋） 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本政策は、国民を対象にした普及啓発活動を行い、広く国民が、台風、地震

等の災害についての認識を深め、これに対する備えを充実強化するものである

ことから、上記の世論調査結果などを活用し、国民の防災意識と防災行動に関

する指標を設定して評価を行う必要があると思われますが、貴府の見解をお示

しください。 

 

調査実績 地震防災対策に関する特別世論調査（平成 17 年８月） 
防災に関する世論調査 
（平成 14年９月，平成９年９月，平成７年９月，平成３年７月， 

平成元年７月，昭和 62年８月，昭和 59年９月） 
防災と情報に関する世論調査（平成 11 年６月） 
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内閣府から総務省への回答 

（回答） 

御指摘の世論調査が行われる場合は、その結果を活用した指標の設定の可能

性について検討してまいりたい。 

また、防災フェアの来場者アンケート等において、当該事業への評価のみな

らず、できる限り一般的に防災意識の変化や防災行動への意向を調査するなど、

必要な改善を図り、同調査結果を活用した指標の設定の可能性について検討し

てまいりたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

世論調査や防災フェアの来場者アンケート等のデータを活用し、国民の防災

意識と防災行動に関する指標の設定を検討する旨の認識が示されたため、評価

書が提出された際に確認する。 
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事例２－18 「検察権行使を支える事務の適正な運営」 

 

総務省から法務省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策は、「検察活動が社会情勢の推移に即応して有効適切に行われるように

検察運営の全般にわたって改善を加え、検察機能のより一層の強化を図る。」を

基本目標とし、当該目標を達成するために達成目標１から３を設定しています。 

貴省が作成した評価書の「基本目標と達成目標・指標との関係」によると、

達成目標１「適正な通訳人の確保のための対策を充実させる。」は、「国際化の

進展に伴い外国人が関与する事件が増加傾向にあることから、捜査手続におけ

る通訳の正確性・公平性をより一層確保するため」に設定し、その達成度につ

いては、「通訳人を巡る実務上の諸問題についての検討を踏まえ、通訳人に対し、

具体的にどのような研修を実施したかにより評価することが適当であることか

ら」、「通訳人に対する研修の実施状況」を指標としていますが、その目標値等

は設定されていません。 

また、達成目標２「犯罪被害者等に関する施策を充実させる。」は、「平成 17

年 12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」を踏まえ、検察においても

犯罪被害者等に対する保護・支援体制の充実強化が求められていることから」

設定し、その達成度については、地方検察庁に配置されている「被害者支援員

に対し、必要な知識・技能を習得させるため、どのような研修を実施したかを

検証することが適当であるので」、「被害者支援員に対する研修の実施状況」を

指標としていますが、その目標値等は設定されていません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を

測定して目標の達成度合いについて評価する方式であることから、当該目標に

関して達成すべき水準を明確にする必要があります。 

達成目標１及び２について、「研修参加者の研修に対する理解度（あるいは「満

足度」、「参考度」等）」を具体的な目標値として設定すべきではないかと考えま

すが、貴省の御見解をお示しください。 

 

法務省から総務省への回答 

（回答） 

 平成 20年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」においては、達成すべ

き水準を明確化するため、目標値に研修後のアンケート結果を設定して、満足

度ないし参考度を計ることとしている。 
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結果及び総務省の対応方針 

 指標の設定について、平成 20年度の評価書において、達成すべき水準を明確

化するため、目標値として研修後のアンケート結果を設定し、満足度ないし参

考度を計ることで評価を行う旨の認識が示されたため、評価書が提出された際

に確認する。 
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事例２－20 「経済協力（TICAD プロセスを通じた対アフリカ支援）」 

 

総務省から外務省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本具体的施策の事務事業である「⑧TICAD プロセスを通じた対アフリカ支援」

は、有効性の観点から評価が行われており、「拡充強化」とする評価結果が導き

出されています。貴省によると、本評価を行うに当たり、外部の学識経験者を

中心に構成される「ODA 評価有識者会議」による第三者評価である、「平成 19年

度『TICADプロセスを通じた対アフリカ支援の取り組みの評価』報告書」を参考

として用いるとしています。 

この報告書においては、MDG指標の変化についての分析や、ウガンダ及びケニ

アにおけるケース・スタディ等も交えて、有効性の分析及び評価が行われてい

ます。一方、貴省の平成 20 年度政策評価書をみると、会議の開催実績や支援額

等の対アフリカ支援の実施状況の説明にとどまり、政策効果について分析され

ていません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 本評価は TICAD プロセスを通じた対アフリカ支援の実施状況の説明にとどま

っていることから、第三者評価報告書を活用するなどにより政策効果を十分に

把握し、これを基礎として評価を行った上で評価結果を導くべきと考えますが、

貴省の見解をお示しください。 

 

外務省から総務省への回答 

（回答） 

 御指摘の第三者評価報告書は、日本の対アフリカ支援についてケース・スタ

ディを行い、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）及び経済成長並びに貿易・投資

等に係るマクロ経済指標を用いた評価を試みています。 

ここで留意すべき点は、①ＭＤＧｓやマクロ経済指標の改善は、我が国を含

むドナー側の取組のみによって達成されるものではなく、平和の定着やガバナ

ンスの改善を含むアフリカ諸国自身の貧困撲滅に向けた取組等が右達成の上で

重要な要素となること、また、②ＴＩＣＡＤプロセスは、アフリカ開発のため

に「国際社会の知恵と資金を結集する」ことが主眼にあり、我が国の支援のみ

によってアフリカの開発課題を克服しようとするプロセスではないという点で

す。第三者評価報告書も、アフリカに対する支援は、「日本以外にも数多くの

ドナーが様々な分野において展開されていることから、各種指標の改善に対す

る日本の寄与がどの程度であるかを定量的に明らかにすることは容易ではな
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い」（１１１ページ）と指摘しております。 

 以上にかんがみれば、第三者評価報告書が試みたようなＭＤＧｓを始めとす

る定量的な指標によって、ＴＩＣＡＤプロセスを通じた我が国の対アフリカ支

援を数多くのドナー支援やアフリカ諸国自身の取組から切り離して評価するこ

とは困難であると思われます。よって、本件について御指摘のような政策効果

の把握及び右に基づく評価を行う場合には、御指摘の第三者評価報告書の分析

については貴重な参考資料としつつ、ドナーとしての我が国の対アフリカ支援

の内容(量及び質)から評価すると同時に、我が国とアフリカとの関係が同プロ

セスを通じて如何に進展したのか、といった定性的な観点からも判断されるべ

きものと考えます。 

 今後、外務省による ODA の政策レベル評価については、第三者評価報告書等

を参考としつつ、可能な限り援助の内容（量及び質）や、援助により我が国と

被援助国との関係がどのように進展したのか、といった観点から政策効果を十

分に把握した評価を行うよう努めます。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 外務省による ODA の政策レベル評価について、今後は、第三者評価報告書等

を参考としつつ、可能な限り援助の内容（量及び質）や、援助により我が国と

被援助国との関係がどのように進展したのか、といった観点から政策効果を十

分に把握した評価を行うよう努める旨の認識が示されたため、評価書が提出さ

れた際に確認する。 
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事例２－21 「国際社会で主体的に行動することができる能力の基礎を育成す

るために国際理解教育を推進する体制を整備するとともに、「英語

が使える日本人」の育成のための行動計画に基づき、「英語が使え

る日本人」を育成する体制を確立する」 

 

総務省から文部科学省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本政策の評価では、「「英語が使える日本人」の育成のための行動計画」（平成

15 年３月 31 日文部科学省。以下「行動計画」という。）で定める事項のうち、

学校教育において児童・生徒が英語を学習するための体制の整備に関する指標

として「ＡＬＴ（外国語指導助手）の授業参加率」や「英語教員の英語力」等

を設定するとともに、当該体制を整備した結果を図る指標として「生徒の英語

力」を設定しています。 

達成目標の達成度合いを判定するための基準（判断基準）については、これ

ら指標の行動計画策定当初からの伸び（注１）により設定しています。具体的に

は、指標の８割以上が行動計画策定当初より向上している場合には評価結果を

「Ａ（想定どおり達成・概ね順調に進捗）」とし、すべての指標が行動計画策定

当初より 10 ポイント以上向上している場合には評価結果を「Ｓ（想定した以上

に達成・想定した以上に順調に進捗）」とすることとしています。 

 評価結果については、全７指標のうち「６つの指標について、計画策定当初

より指標が向上していた」ことから、「Ａ」としています。 

 

（注１） 全７指標のうち英語教員及び生徒の英語力に関する４指標については、平成 15 年度から 17 年

度までの間はデータが把握されていないため、行動計画策定当初（平成 15 年度）からの伸びでは

なく、18 年度からの伸びに基づき評価を行っている。 

 

生徒の英語力に関する２指標について平成 19 年度の実績をみると、下表のと

おり、目標とするレベルの英語力を有する者の割合は、中学生で 32.4％、高校

生で 30.3％となっており、行動計画における目標水準である「卒業者の平均」（注

２）に達していない状況にあります。 

 

指標の内容 19 年度実績 

生徒の英語力（中学生：英検３級程度の英語力を持つ生徒の割合） 32.4% 

・伸び（ポイント） －1.3 

生徒の英語力（高校生：英検準２級～２級程度） 30.3% 

・伸び（ポイント） 2.5 

 

（注２） 行動計画における生徒の英語力についての記述は下表のとおりとなっており、文部科学省は、

「卒業者の平均」とは、具体的には、卒業者の５割が卒業段階で身につけていることが望ましい
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英語力のことであるとしている。 

○行動計画（抜粋） 

 

 

 行動計画は平成 19 年度が計画期間の最終年度となっていますが、行動計画に

基づき学校教育において児童・生徒が英語を学習するための体制を整備した結

果を図る指標である、生徒の英語力に関する２指標については、行動計画にお

ける目標水準に達していない状況にあります。 

 しかしながら、本評価の判断基準は、行動計画における目標水準の達成状況

を分析、評価できるものとはなっていません。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

本政策の達成目標の達成度合いについては、指標の伸びではなく、行動計画

における目標の最終的な達成度合いに基づいた判断基準を設定して評価を行う

べきと考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

文部科学省から総務省への回答 

（回答） 

文部科学省としては、各指標の開始年次からの伸びについても、本行動計画

を実施したことによる成果とみなせるため、伸び率を指標としたところである

が、平成 19 年度が行動計画期間の最終年度であり、行動計画に定められた「到

達度」を判断基準とすべきという指摘を踏まえ、各指標の伸び率と併せて、生

徒の英語力の指標に関する「到達度」についても判断基準とし、評価を改める

こととしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

各指標の伸び率と併せて、生徒の英語力の指標に関する「到達度」について

も判断基準とし、評価を改める旨の認識が示されたため、修正された評価書が

提出された際に内容を確認する。 

 

Ⅰ.「英語が使える日本人」育成の目標 

日本人に求められる英語力 

【目標】 

国民全体に求められる英語力 

「中学校・高等学校を卒業したら英語でコミュニケーションができる」  

○中学校卒業段階：挨拶や応対、身近な暮らしに関わる話題などについて平易なコミュニ

ケーションができる（卒業者の平均が実用英語技能検定（英検）３級程度） 

○高等学校卒業段階：日常的な話題について通常のコミュニケーションができる（卒業者

の平均が英検準２級～２級程度） 
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事例２－22 「奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援の推進」 

 

総務省から文部科学省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本政策の評価では、奨学金の貸与を受けることにより修学可能となった学生

の割合を指標として設定しています。評価結果は、平成 19年度における当該割

合が、80.13％であることから、「評価の判断基準」に基づき「Ａ（想定どおり

達成・概ね順調に進捗）」としています。 

 一方、奨学金事業については、近年の高等教育機関への進学率の向上、学費

の増大等を背景にして事業規模が拡大しており、それに伴い、下表のとおり、

総貸付金残高及びリスク管理債権額についても増大している状況にあります。 

 

 平成４年度（Ａ） 19年度（Ｂ） 増加率（Ｂ／Ａ） 

総貸付金残高 14,644億円 52,010億円 3.6倍 

リスク管理債権（返還期日を３

か月以上延滞している債権） 
706億円 2,253億円 3.2倍 

（独立行政法人日本学生支援機構の資料より） 

 

延滞債権額の増加については、行政減量・効率化有識者会議や財政制度等審

議会財政投融資分科会等から改善すべき課題として指摘されているほか、平成

19年 10月に独立行政法人日本学生支援機構に設置された「奨学金の返還促進に

関する有識者会議」において奨学金の返還促進策について検討が行われ、20 年

６月には報告書が公表されているところです。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

奨学金事業は、返還された奨学金を再度原資として活用する貸与制で実施さ

れています。このため、奨学金事業の評価に当たっては、事業の継続的・円滑

的実施を図る観点から、延滞債権額も指標として設定すべきと考えますが、貴

省の見解をお示しください。 

 

文部科学省から総務省への回答 

（回答） 

文部科学省が行う政策評価においては、教育政策の観点から、奨学金事業が

教育の機会均等にどれだけ貢献しているかを評価するため、当該事業によって、

修学が可能になった学生の割合を指標にしている。 
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一方、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業における延滞債権額の抑

制については、事業主体である日本学生支援機構の運営の在り方や事業の健全

性確保の観点から、独立行政法人評価において適切に評価が行われている。 

このような状況を踏まえ、今後は、経済・雇用の状況も考慮しつつ、延滞債

権額の抑制については、参考指標として設定することとしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

延滞債権額の抑制に関する参考指標を設定する旨の認識が示されたため、評

価書が提出された際に確認する。 
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事例２－23 「意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進（拡充）」 

 

総務省から文部科学省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本政策の評価では、奨学金の貸与を受けることにより修学可能となった学生

の割合を指標として設定しています。評価結果は、平成 19年度における当該割

合が、80.13％であることから、「評価の判断基準」に基づき「Ａ（想定どおり

達成・概ね順調に進捗）」としています。 

 一方、奨学金事業については、近年の高等教育機関への進学率の向上、学費

の増大等を背景にして事業規模が拡大しており、それに伴い、下表のとおり、

総貸付金残高及びリスク管理債権額についても増大している状況にあります。 

 

 平成４年度（Ａ） 19年度（Ｂ） 増加率（Ｂ／Ａ） 

総貸付金残高 14,644億円 52,010億円 3.6倍 

リスク管理債権（返還期日を３

か月以上延滞している債権） 
706億円 2,253億円 3.2倍 

（独立行政法人日本学生支援機構の資料より） 

 

延滞債権額の増加については、行政減量・効率化有識者会議や財政制度等審

議会財政投融資分科会等から改善すべき課題として指摘されているほか、平成

19年 10月に独立行政法人日本学生支援機構に設置された「奨学金の返還促進に

関する有識者会議」において奨学金の返還促進策について検討が行われ、20 年

６月には報告書が公表されているところです。 

また、評価書においては、「外部評価、第三者評価等を行った場合のその概要

等」として、「大学等の運営・評価、奨学金、学生支援及び留学生支援の各分野

に関し、広くかつ高い見識を有する者からなる評価委員会において、「返還・回

収事業の在り方、次期中期計画・中期目標の数値目標の設定について検討する

必要がある」との指摘があった」としており、「指摘に対する対応方針」として、

「平成 20 年度から回収の外部委託の入札方法や時期、延滞年数などを検討し、

費用の低減と効果的な委託に努め、また、社会情勢を踏まえた目標の設定、大

学との連携強化についても取り組むこととしている」とされています。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

奨学金事業は、返還された奨学金を再度原資として活用する貸与制で実施さ

れています。このため、奨学金事業の評価に当たっては、事業の継続的・円滑

- 366 -



的実施を図る観点から、延滞債権額も指標として設定すべきと考えますが、貴

省の見解をお示しください。 

 

文部科学省から総務省への回答 

（回答） 

文部科学省が行う政策評価においては、教育政策の観点から、奨学金事業が

教育の機会均等にどれだけ貢献しているかを評価するため、当該事業によって、

修学が可能になった学生の割合を指標にしている。 

一方、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業における延滞債権額の抑

制については、事業主体である日本学生支援機構の運営の在り方や事業の健全

性確保の観点から、独立行政法人評価において適切に評価が行われている。 

このような状況を踏まえ、今後は、経済・雇用の状況も考慮しつつ、延滞債

権額の抑制については、参考指標として設定することとしたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

延滞債権額の抑制に関する参考指標を設定する旨の認識が示されたため、評

価書が提出された際に確認する。 
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事例２－24 「治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実

させること」 

 

総務省から厚生労働省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

１ 施策目標「治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実

させること」に係る指標として①「難病情報センターへのホームページアク

セス件数（目標：前年度以上／毎年度）」、②「ハンセン病資料館の入館者数

（目標：前年度以上／毎年度）」及び③「保健所等におけるＨＩＶ抗体検査件

数（目標：前年以上／毎年）」を設定しています。 

本施策は、治療方法が確立していない特殊の疾病等の「予防の充実」だけ

ではなく「治療の充実」も目標としています。しかしながら、本評価におい

ては、「治療の充実」の効果を把握するための指標が設定されていません。 

なお、「平成 18 年度実績評価書」では、評価指標として「都道府県の難病

医療拠点・協力病院数」が設定され、評価に用いられていました。 

 

２ 個別目標２「ハンセン病対策を推進すること」に係る指標として「ハンセ

ン病資料館の入館者数（目標：前年度以上／毎年度）」を設定しています。 

ハンセン病対策に係る事務事業として、本評価書では、「ハンセン病資料館

の運営事業」のほかに、「普及啓発のためのパンフレット事業」や「ハンセン

病療養所の運営事業」、さらに「補償金の支給」、「再発防止検討調査事業」及

び「社会復帰支援事業」が挙げられています。このため、「ハンセン病資料館

の入館者数」のみでは、ハンセン病対策全体の政策効果を把握することはで

きないと考えられます。 

なお、「平成 18 年度実績評価書」では、評価指標として「ハンセン病療養

所入所者等補償金の支給件数及び平均処理日数」、参考指標として「韓国療養

所入所者への支給件数及び平均処理日数」及び「台湾療養所入所者への支給

件数及び平均処理日数」がそれぞれ設定され、評価に用いられていました。 

 

３ 個別目標３「エイズ対策を推進すること」に係る指標として「保健所等に

おけるＨＩＶ抗体検査件数（目標：前年以上／毎年）」、参考指標として「保

健所等におけるＨＩＶ／エイズに関する相談件数」及び「ＨＩＶ感染者・エ

イズ患者報告数」を設定しています。 

個別目標３に関する評価では、「ＨＩＶ検査件数、ＨＩＶ・エイズに関する

相談件数が増加しており、エイズ対策が効果的に推進されている。」としてい

るものの、「ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数」については、特に言及されて

いません。 
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一方、本評価書では、現状分析として「エイズ／ＨＩＶ感染の動向を見る

と、平成 19 年度の新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数（速報値）の合計が

過去最高の数となっており、増加傾向が続いている。近年では地域的、年齢

的にも広がりを見せており、依然として予断を許さない状況である。」として

います（下図は本評価書から抜粋）。このような分析が示されている中で、「エ

イズ対策が効果的に推進されている」との評価結果に疑問が生じます。 

 

 

資料：エイズ動向委員会報告数（厚生労働省健康局調べによる） 

 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

 施策目標「治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実さ

せること」の達成度合いをより適切に評価するためには、「予防の充実」のみな

らず「治療の充実」の効果を把握するための指標を設定し、その測定結果を分

析・検証した上で評価結果を導くべきであると考えますが、貴省の御見解をお

示しください。 

 

（問２） 

 ハンセン病対策推進の効果をより適切に把握し、評価するためには、例えば、

以前の評価で使用していた「ハンセン病療養所入所者等補償金の支給件数及び

平均処理日数」や、社会復帰支援事業の実施状況に関する指標も設定し、その

測定結果を分析・検証した上で評価結果を導くべきであると考えますが、貴省

の御見解をお示しください。 
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（問３） 

 エイズ対策推進の効果をより適切に把握し、評価するためには、「ＨＩＶ感染

者・エイズ患者報告数」を参考指標から指標に位置付け、その測定結果を分析・

検証した上で評価結果を導くべきであると考えますが、貴省の御見解をお示し

ください。 

 

 

厚生労働省から総務省への回答 

（問１の回答） 

 本年度の評価においては、施策目標「治療方法が確立していない特殊の疾病

等の予防・治療等を充実させること」に係る指標の一つとして「難病情報セン

ターへのホームページアクセス件数」を設定し評価を行ったところである。当

該ホームページでは、難病患者・家族の療養上の悩みや不安を解消するため、

国の難病対策や相談窓口等の一般的な情報とともに、難病治療に携わる医療関

係者向けに診断・治療指針や研究班の報告等の診療上必要な最新の情報を掲載

しているところである。このような難病に関する適切な情報提供の機会の増加

は、受診機会の増加、治療の充実、研究の促進等に資するものであると考えて

おり、「難病情報センターへのホームページアクセス件数」は、目標に係る指標

として一定の意義があるものと考えている。 

しかしながら、今回の貴省からの御指摘を踏まえ、「治療の充実」の効果につ

いてより的確な評価が可能となるよう、「都道府県の難病医療拠点・協力病院数」

を指標に加えることを含め、今後どのような指標を用いることが適切かについ

ての検討を行いたい。 

 

（問２の回答） 

 貴省のご指摘のとおり、個別目標の効果をより適切に把握し、評価するため

には、他の指標を設定することが望ましいと考える。「社会復帰支援事業」につ

いても有効な指標と思われるが、療養所入所者の高齢化や身体障害の影響によ

り、社会復帰（退所）が困難となり、療養所自体を地域に開放し社会復帰を目

指す方向にニーズが変化してきているため、社会復帰支援に係るより適切な指

標を検討して参りたい。 

また、補償金の支給件数に関しては、国内療養所入所者の申請期間は終了

（H18）し、審査も終了しているため、「国外療養所入所者の支給決定数及び平

均処理日数」について指標に加えるか否かを検討して参りたい。現在補償金の

支給決定審査に際しては、外国政府により提出される外国語資料（病歴紙、卒

業名簿、陳述書や患者の管理カード等）を待った上で、調査・分析し総合的に

入所歴の蓋然性を判断し、決定する形となっているため、外的要因（外国政府
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の対応等）に影響され、具体的な達成目標の設定が困難である。これらのこと

から、評価に際しては、資料の整備状況等多くの要因を勘案する必要があると

思われ、その評価方法についてさらに検討した上で、適切な評価が行えるよう

反映させて参りたい。 

 

（問３の回答） 

 我が国のエイズ対策においては、ＨＩＶ感染の早期発見・早期治療と感染拡

大の抑制を重視した対策を推進しており、国内のエイズ対策の充実度合いを測

る上で、本評価では、「ＨＩＶ検査件数、ＨＩＶ・エイズに関する相談件数」を

指標とすることは、一定の意義があるものと考えている。 

「ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数」については、ＨＩＶウイルスの感染の

有無は、ＨＩＶ抗体検査を受検しないと判明しないこと、また、近年の大幅な

ＨＩＶ検査受験者数の増加が新規感染者・患者の報告数の増加に影響を与えて

いると考えられることから、本評価の参考指標として設定しているところであ

るが、貴省からのご指摘を踏まえ、「ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数」を指標

に加えることを含め検討を行いたい。 

 

結果及び総務省の対応方針  

 治療の効果及びハンセン病対策推進の効果をより適切に把握し、評価するた

めの指標の設定を検討する旨の認識が示され、また、ＨＩＶ感染者・エイズ患

者報告数を指標に加えることを検討する旨の認識が示されたことから、評価書

が提出された際に確認する。 
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事例２－26 「環境政策の基盤整備（環境基本計画の効果的実施）」 

 

総務省から環境省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本施策の「目標９－１ 環境基本計画の効果的実施」は、各主体における環境

配慮の織り込みの推進や環境白書等を活用した普及啓発等を行うなど、環境基

本計画の効果的な実施により、環境保全に関する施策の効果的な実施を図るも

のです。 

貴省は、本目標の達成状況を評価するに当たり、指標の一つとして「環境白

書ホームページアクセス件数」を用いています。当該指標の推移は、以下のと

おりです。     

  （単位：件） 

H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 目標年 目標値 

- 268,768 364,376 353,392 344,669 - - 

(注)平成 19 年度環境省政策評価書を基に当省が作成した。 

 

平成 19 年度環境省政策評価書では、本指標による評価・分析として、「イン

ターネット等を始めとした各種媒体を効果的に活用し、環境白書や環境統計集

などの環境情報を提供することを通じて、環境基本計画に係る取組の普及啓発

を行い、環境保全に関する施策の効果的な実施に寄与した」とされています。 

一方、貴省が実施している「環境にやさしいライフスタイル実態調査」によ

ると、平成 19 年度調査における「国民の環境基本計画の認知度」(「内容をよ

く知っている」と「内容をおおよそ知っている」の合計)は 5.3％にとどまって

おり、その上、18 年度調査の 6.1％から減少しています。なお、平成 18年度環

境省政策評価書では、「国民の環境基本計画の認知度」が指標の一つとして設定

されていました。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 普及啓発の効果を直接測定する指標として、「環境にやさしいライフスタイ

ル実態調査」による「国民の環境基本計画の認知度」を改めて設定すべきでは

ないかと考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

環境省から総務省への回答 

（回答） 

目標９－１にいう「普及啓発」の対象は、「環境基本計画」そのものではな

く、「環境基本計画に係る取組」（代表的には、環境白書で扱われている「環
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境の状況」や「環境の保全に関する施策」といった非常に広範多岐にわたる内

容等）である。したがって、単に「環境基本計画」そのものを知っているか否

かを問うたアンケート調査の結果である「国民の環境基本計画の認知度」では、

目標の達成度を適切に測定することは難しいと考えており、改めて指標として

設定することは検討していない。 

  

総務省から環境省への再照会 

（問） 

 現在参考指標として設定されている「環境白書ホームページアクセス件数」

によっては、本目標「各主体における環境配慮の織り込みの推進や環境白書等

を活用した普及啓発等を行うなど、環境基本計画の効果的な実施により、環境

保全に関する施策の効果的な実施を図る。」のうち、環境基本計画に係る取組

の普及啓発を行ったことの検証はできても、本目標のポイントである「環境基

本計画の効果的実施」に係る効果そのものを把握することはできないと考えま

す。 

 貴省御回答では、「環境にやさしいライフスタイル実態調査」による「国民

の環境基本計画の認知度」を改めて指標として設定することは困難であるとの

ことですが、その場合、より幅広く、環境基本計画の効果的実施に係る効果を

適切に測定する指標を設定すべきではないかと考えますが、貴省の見解をお示

しください。 

 

環境省から総務省への再回答 

（回答） 

今後、環境基本計画の効果的実施に係る効果の評価において、評価につなが

る新たな指標の設定等を検討する。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 今後、環境基本計画の効果的実施に係る効果の評価において、評価につなが

る新たな指標の設定等を検討する旨の認識が示されたため、評価書が提出され

た際に確認する。 
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事例２－27 「経済協力（基礎教育への支援）」 

 

総務省から外務省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

本具体的施策の事務事業である「⑦基礎教育への支援」は、有効性の観点か

ら評価が行われており、「今のまま継続」とする評価結果が導き出されています。

貴省によると、本評価を行うに当たり、外部の学識経験者を中心に構成される

「ODA評価有識者会議」による第三者評価である、「平成 19年度『成長のための

基礎教育イニシアティブ(BEGIN)』評価報告書」（以下「報告書」という。）を参

考として用いるとしています。 

有効性の観点からの評価においては、BEGIN の与えた国内外へのインパクト、

BEGINの「基本理念」、「重点分野」及び「新たな取組」における成果について分

析が行われていますが、以下のとおり、成果が挙がっている事項の例示にとど

まっています。 

例えば、BEGIN の与えた国内外へのインパクトについて、評価書では「外務省

と文部科学省の連携の下に、日本初の基礎教育援助政策である BEGIN を発表し

たことは、日本が基礎教育援助を重視するという姿勢を国内外に示す上で画期

的であったと考えられる。」と分析されているのに対し、報告書では、国内につ

いて「BEGIN の上位政策との整合性は高いが、国別援助計画や援助実施機関の

国別事業計画からは、上位政策としてほとんど認識されていない。」（報告書

ⅲページ「本報告書の概要」）、国外について「日本政府は、国際社会や途上

国に対して、日本の基礎教育支援の理念や精神を、BEGIN によって発信したわけ

だが、途上国同様、他ドナーにも、十分にメッセージが伝わっていない、また

は伝わっているかどうか不明な状況にあると考えられる。」（58 ページ）など

の分析もみられます。 

また、「基本理念」について、評価書では、６つの「基本理念」のうちの１

つである「途上国政府のコミットメント重視と自助努力支援」について「カウ

ンターパート機関等による費用の一部負担が見られ、『日本の教育経験の活用』

では、検討会開催、『日本の教育経験－途上国の教育開発を考える』（日・英・

仏・西語版）出版等、相当なインパクトとして評価できる。」と分析されてい

るのに対し、報告書では「基礎教育において相手国政府、学校や住民等のオー

ナーシップを高めるための住民参加による学校建設は、いまだ実現の途上にあ

り、こうした観点からは、この理念（注：途上国政府のコミットメント重視と

自助努力支援）の実効性は乏しかったと考えられる。」（85 ページ）などの分

析もみられます。また、BEGINの６つの「基本理念」のうち「途上国政府のコミ

ットメント重視と自助努力支援」及び「日本の教育経験の活用」以外の４つに

ついては、評価書では言及されていません。 
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同様に、「重点分野」や「新たな取組」についても、成果が挙がっている事

項のみが取り上げられており、全体的な状況を踏まえた評価が行われていませ

ん。 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

評価書は成果が挙がっている事項の例示にとどまっており、ODA の意義や効果

を明らかにしたり、問題点の解決に資する多様な情報を提供する形の評価とな

っていないことから、成果が挙がっていない事項なども含めた全体的な状況を

踏まえた評価を行った上で評価結果を導くべきと考えますが、貴省の見解をお

示しください。 

 

（問２） 

成果が挙がっていない事項なども含めた全体的な状況を踏まえた場合、本事

務事業については、どのような評価結果が導き出されるのでしょうか。評価書

の「有効性（具体的成果）」欄及び「事業の総合的評価」欄について具体的にお

示しください。  

 

外務省から総務省への回答 

（問１の回答） 

我が国の基礎教育支援については、BEGIN に基づき、基礎教育のアクセス、質、

マネジメントの 3 点を重視した支援を実施してきており、平成 19年度に行われ

た BEGIN に対する ODA 外部評価による提言を踏まえて、今後の我が国の基礎教

育支援のあり方を検討するとともに、これまでの通常業務の見直し、改善に取

り組んでいるところである。当省による政策評価においては、紙幅の制約もあ

り、上記外部評価において指摘された論点に網羅的に言及することには困難を

伴うものの、今後は、成果が挙がっていない事項なども含めた全体的な状況を

踏まえた評価を行った上で評価結果を導くことが適当であるとの貴省の指摘を

踏まえた評価書を作成するよう努める。 

 

（問２の回答） 

上記を踏まえた今回の評価結果は以下のとおりである。 

 

●「有効性（具体的成果）」については、現在の記述の末尾に、新たなパラグ

ラフを以下のとおり挿入する。 

 

４．他方、途上国政府やドナーを含む国内外の援助関係者に対する BEGIN の理

- 375 -



解促進及び普及、国別援助計画や日常的な業務への浸透といった点については、

更に努力していく必要がある。また、各取組における成果を個々の案件レベル

にとどめることなく、成果の面的拡大や教育支援政策へのフィードバックに活

かしていくことも課題である。 

●「事業の総合評価」自体については、教育援助政策としての BEGIN の意義及

びその理念を実現することの重要性に鑑みれば、特段変更の必要性を認めない

が、「理由と今後の方針」について、現在の記述の末尾に、以下の一文を挿入

する。 

 

また、その際、国内外における BEGIN の更なる理解促進や、個々の案件の成

果の面的拡大等に引き続き意を用いていく。  

 

結果及び総務省の対応方針 

 外務省による ODA の政策レベル評価について、今後は、「成果が挙がってい

ない事項なども含めた全体的な状況を踏まえた評価を行った上で評価結果を導

くことが適当である」との当省の指摘を踏まえた評価書を作成するよう努める

旨の認識が示されたため、評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－28 「ユビキタスネットワーク時代に向けたマルチコンテンツ 

利用技術の開発・実証」 

 

総務省（行政評価局）から総務省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本事業は、ユビキタスネットワーク時代に向け、多様な流通形態・利用形態

に対応した、コンテンツの安全かつ適切な取引・制御が可能となる技術基盤の

整備を実施することにより、多様なコンテンツの流通・利活用の促進等を実現

することを目的としているものです。また、本事業の実施期間は平成 17 年度か

ら 19 年度であり、総事業費（予算額）は 18.5 億円となっています。 

今回、貴省の平成 20 年度事後事業評価書をみると、「政策効果の把握の手法」

について、「本事業は、パーソナルネットワーク上における多様なコンテンツの

安全かつ適切なコンテンツ取引・制御が可能な流通基盤の整備に資する技術の

開発・実証を目的とするものであることから、政策効果については、実証実験

に係る報告書等により実施状況を検証することによりその有効性等を把握す

る。」とされています。しかしながら、同評価書において、評価に使用した資料

として挙げられている「情報通信ソフト懇談会」最終報告書（平成 15 年 12 月）

は、情報通信ソフトの振興のための諸課題と基本的方向性を提示する内容であ

り、本事業の政策効果を把握するための実証実験に係る報告書等の資料は、評

価に使用されていません。 

このように、本事業における実証実験の実施状況やその結果等、政策効果の

把握、分析の根拠となる具体的な情報は、平成 20 年度事後事業評価書には示さ

れていないにもかかわらず、同評価書では、「本事業では、コンテンツの安全か

つ適切な取引・制御が可能な流通基盤の整備に必要な技術について、マルチキ

ャスト配信、オンデマンド・ストリーミング配信、ダウンロード配信等様々な

流通形態及び利用形態において、十分な実証が行われた。これにより、本事業

の目的である家庭内等のネットワーク上における多様で安全かつ適切なコンテ

ンツ利用に対応した技術が確立され、運用に関わるルールの共有化が図られ

た。」、「当該基盤を活用した民間事業者による実ビジネスへの参入や国際標準化

に向けた展開に向け、次世代ブロードバンドネットワークにおける標準化活動

等への動きを活発化させる等の成果もあげている。」、「所期の目標が達成されて

おり、（中略）一定の有効性が認められる。」などと評価されています。 

 

【事実関係の照会】 

（問） 

 貴省の平成 20 年度事後事業評価書においては、本事業における実証実験の実

施状況やその結果等、本事業の政策効果の把握、分析の根拠となる具体的な情
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報が明らかにされておらず、効果把握の妥当性、さらに「所期の目標が達成さ

れており、（中略）一定の有効性が認められる。」との評価結果に疑問が生じま

す。 

実証実験に係る報告書等の資料を用いて政策効果の把握、分析を行い、その

結果を踏まえて評価結果を導くべきではないでしょうか。 

 

総務省から総務省（行政評価局）への回答 

（回答） 

 平成２０年度事後事業評価書においては本件開発・実証の結果を基に政策効

果について記載しているところであり、その趣旨は変わるものではないが、指

摘を踏まえ、実証実験の実施状況やその結果等に関するより具体的な情報を同

評価書に追記することとし、別紙のとおり修正することとしたい（主な修正箇

所を斜体・下線で表示）。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 実証実験の実施状況やその結果等に関するより具体的な情報を評価書に追記

する旨の認識が示されたため、修正された評価書が提出された際に内容を確認

する。 
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（別紙） 

 平 成 20 年 度 事 後 事 業 評 価 書   

政策所管部局課室名：情報通信政策局 情報通信作品振興課 

 
評価年月：平成２０年７月 

 
１ 政策 （事業等名称） 

ユビキタスネットワーク時代に向けたマルチコンテンツ利用技術の開発・実証 
 
 
２ 達成目標 

ユビキタスネットワーク時代に向け、多様な流通形態・利用形態に対応した、コンテン

ツの安全かつ適切な取引・制御が可能となる技術基盤の整備を実施することにより、多様

なコンテンツの流通・利活用の促進等を実現する。 
 
 
３ 事業等の概要等 

（１）事業等の概要 

・実施期間  平成１７年度～平成１９年度 
・実施主体  総務省 
・概要    ユビキタスネットワーク時代に対応した多様なコンテンツの流通の

促進に向け、家庭内及び家庭周辺のパーソナルネットワーク上でのコン

テンツ利用における高い自由度・利便性を確保しつつ、あらゆる利用過

程においてコンテンツに係る権利の適切な保護の実現等を図るため、コ

ンテンツ管理、配信管理・認証及び機器管理・認証等の技術の開発・検

証を行う。 
例えば、放送番組その他コンテンツを、マルチキャスト配信、オン

デマンド・ストリーミング配信、ダウンロード配信等の様々な形態に

より配信する場合に必要な技術要件や運用に関わるルール等について

検証を行う。 
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・概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
・総事業費 

（単位：億円） 
事業年度 17 年度 18 年度 19 年度 総事業費 
予算額 7.0 6.3 5.2 18.5 

 
（２）事業等の必要性及び背景 

我が国は、これまで e-Japan戦略に基づき様々な取組を推進してきたこと等により、

ブロードバンドインフラの整備が進展し、ブロードバンドネットワークの利用が拡大

するなど、世界最先端のＩＴ国家へと変貌を遂げてきた。また、我が国のコンテンツ

市場において、ネットワーク流通市場は急成長を遂げており、今後持続的な市場拡大

を果たしていく上でも、ブロードバンドネットワークを活用したコンテンツ流通の拡

充が期待されている。 
一方、コンテンツの流通促進については、政府として、「今後１０年間でコンテンツ

市場を約５兆円拡大させることを目指す」との目標を立てており、国家戦略の柱とし

て位置づけられ、様々な目標等を実現するための迅速な環境整備が求められている。 

政府の「知的財産推進計画」においても、コンテンツに係る権利の適切な保護の実

現と家庭等でのコンテンツ利用における高い自由度・利便性の確保の両立に向けたコ

ンテンツ利用技術の開発・実証が挙げられており、コンテンツの流通促進の実現に資

するサービスモデルを念頭に置きながら取組を進めていくことが求められている。 
また、「ＩＴ新改革戦略」に基づく「重点計画 2006」「同 2007」においても、我が国

からの情報発信力の強化に向けた具体的な施策として「放送番組コンテンツの活用の

促進」が掲げられており、新たなコンテンツ流通モデルの推進に向け、暗号化、課金、

伝送、端末等に係る技術的要素等の検討・検証を行うことが求められているところで

ある。これらの方針を踏まえ、本調査研究は、様々なメディアで視聴可能な、いわゆ
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る「マルチコンテンツ」の流通の促進に向け、コンテンツ利用の高い自由度・利便性

を確保しつつ、あらゆる利用過程においてコンテンツに係る権利の適切な保護の実現

等を図ることを通じ、IT 戦略・知的財産戦略の早期実現に資するものであり、極めて

重要である。 

 
（３）関連する政策、上位計画・全体計画等 

○ 上位政策 ： 政策１１ 情報通信技術高度利活用の推進 
○ 「IT 新改革戦略」(平成 18 年 1 月 19 日 IT 戦略本部） 
○ 「重点計画 2006」（平成 18 年 7 月 26 日 IT 戦略本部） 

「放送番組コンテンツの活用の促進」として、新たなコンテンツ流通モデルの推

進に向け、所要の技術的要素等の検討・検証を行うことが求められている。 
○ 「重点計画 2007」（平成 19 年 7 月 26 日 IT 戦略本部） 

「新たなコンテンツ流通モデルの推進」 
消費者の利便性の向上と権利の適切な保護のバランスを図る観点から、IP マルチ

キャスト放送の著作権処理のあり方や、放送番組などのコンテンツの保護に係るル

ールとその担保手法のあり方等、デジタル化時代に相応しい新たなルールの形成を、

消費者、権利者、放送事業者、メーカー等幅広い関係者の協力を得て進めるととも

に、IPTV やモバイル等、消費者が放送番組などのコンテンツを視聴するメディアに

係る選択肢を拡大し、放送番組などのコンテンツに関わる市場の一層の発展を図る

ため、端末、DRM 等、メディアに応じた新たなプラットフォームの開発、普及を進

める。 
○ 「知的財産推進計画 2006」（平成 18 年 6 月 8 日 知的財産戦略本部） 
○ 「知的財産推進計画 2007」（平成 19 年 5 月 31 日 知的財産戦略本部） 

第４章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり 
Ⅰ．世界最先端のコンテンツ大国を実現する 
４．コンテンツに関する研究開発を推進する 

(1)世界をリードするコンテンツ関連技術の開発、普及を進める 
①技術の開発を促進する 
２００７年度も引き続き、以下のコンテンツ関連技術の開発を進める。 
b)権利の適切な保護の実現と家庭等でのコンテンツ利用における高い自

由度・利便性の確保の両立に向けたコンテンツ利用技術の開発・実証 
○ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日 閣議決定） 

「今後１０年間でコンテンツ市場を約５兆円拡大させることを目指す。」 
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４ 政策効果の把握の手法 

本調査研究は、パーソナルネットワーク上における多様なコンテンツの安全かつ適切な

コンテンツ取引・制御が可能な流通基盤の整備に資する技術の開発・実証を目的とするも

のであることから、政策効果については、実証実験に係る報告書等により実施状況を検証

することによりその有効性等を把握する。 
 
 
５ 目標の達成状況 

本調査研究においては、多様なコンテンツの安全かつ適切なコンテンツ取引・制御が可

能な流通基盤の整備に資する技術としてＩＰＴＶの映像配信に着目することとし、国内外

において検討が進められている規格等も参照しつつ、①ＩＰＴＶサービスを実現するため

の技術的な仕様、機能等の評価、②映像配信サービスの品質に関する評価を行うために必

要な検証項目及びその手順を示した検証シナリオの確立に向けて開発・実証を行った。 

 

なお、ＩＰＴＶの映像配信の環境として、（１）ＣＤＮ（Content Delivery Network。

大容量のデジタルコンテンツを高速かつ安定的に配信するために最適化されたネットワー

ク）を利用した地上デジタル放送ＩＰ再送信サービス、（２）ＣＤＮを利用したその他の

映像配信サービス、（３）通常のインターネット環境（オープン・インターネット）にお

ける映像配信サービス、及び（４）コンテンツホルダー－配信プラットフォーム連携（ユ

ーザーがディスプレイ上で利用しやすい形のコンテンツの陳列、配列等を実現するための、

コンテンツホルダー及び配信プラットフォーム提供事業者の連携（ＣＰ連携サービス）。

ＩＰＴＶのダウンロードサービスだけでなく、それ以外にも拡張可能性があるとされる。）

サービスを想定し、以下のとおりの結果が得られたところである。 

（１）ＣＤＮを利用した地上デジタル放送ＩＰ再送信サービス 

ＩＰマルチキャストを利用した地上デジタル放送の再送信サービスにおいて、「地

上デジタル放送ＩＰ再送信方式審査ガイドライン」の技術要件にならい、ＩＰ再送信

サービスを分類することにより検証項目を作成した。 

また、地域限定性、著作権保護、サービス・運用面の同一性、技術面の同一性の確

認に必要となる検証シナリオを作成した。 

実地検証の結果、検証用コンテンツについては、地上デジタルテレビジョン放送を

そのまま利用する場合を比較してその有効性が確認できた。 

 

なお、今回の検証は検証項目や検証シナリオの作成が主な目的であったが、２０１

１年の地上デジタル放送の完全移行に向けて条件不利地域における補完として期待さ

れるＩＰＴＶサービスによる地上デジタル放送のＩＰ再送信の実用化に貢献するため

には、実際に検証シナリオの検証結果が基準値を満たすことを確認するための検証環

境や、視聴機能を比較するための端末の準備など、今後、実用化に向けたサービスレ

ベルで必要となる詳細な検証を行う必要があるものと考えられる。 
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（２）ＣＤＮを利用したその他の映像配信サービス 

   

① ＩＰ自主放送・ＶＯＤサービス 

ＣＤＮを利用した映像配信サービスのＩＰ自主放送・ＶＯＤサービスを実現する仕

様を検討し、ＩＰ自主放送・ＶＯＤサービスの品質を確保するための検証項目を作成

した。 

また、ＩＰ自主放送・ＶＯＤサービス視聴端末に求められる技術要件、並びに初期

設定・認証、ポータル、ＩＰ自主放送及びＶＯＤの分類ごとに、視聴端末の機能の確

認のため必要となる検証用コンテンツや検証環境を検討し、検証シナリオを作成した。 

実地検証の結果、検証シナリオの有効性を確認するためにＩＰ自主放送及びＶＯＤ

用の検証用コンテンツとして送出部で必要となるコンテンツの本数が判明した。   

 

なお、実用化に向けたサービスレベルでの検証環境の構築や運用方法について、今

後の検討が期待される。 

② ダウンロードサービス 

ＣＤＮを利用した映像配信サービスのダウンロードサービスの仕様を検討し、その

品質を確保するための検証項目を作成した。 

また、逐次取得型単体ダウンロード、逐次取得型一括ダウンロード、定期取得型単

体ダウンロード、定期取得型一括ダウンロードの４種類のダウンロード機を想定し、

より少ないダウンロード回数の実現可能性等の観点から、検証シナリオを作成した。 

実地検証の結果、検証シナリオの効率性については、検証時間の観点から、コンテ

ンツ・ダウンロードと検証項目確認を並列化した検証シナリオが効率的であることが

判明し、また、検証環境ネットワークについては、多機能同時実行・遷移の局面にお

いて、エラー検出・訂正処理のため冗長なデータを付加する技術で復元可能な範囲で

あること及びパケットロスが発生しない安定したネットワークであることという条件

が必要であることが判明した。 

 

なお、実用化に向けたサービスレベルでの更なる効率化のため、ダウンロード制御

情報の更新情報の更新日時設定をスクリプト等により自動設定する方式などの検証環

境の構築や運用方法について、今後の検討が期待される。 

（３）オープン・インターネットにおける映像配信サービス 

① ＶＯＤサービス 

オープン・インターネットにおける映像配信サービスのＶＯＤサービスにおいては、

現在普及している商用系のＩＰＴＶサービスなどを参考にしながら、視聴端末の機能

及び視聴端末におけるサービス品質の評価を行う検証項目を作成した。また、視聴端

末の検証中に不具合が発生した場合の切り分けを容易にし、また、検証作業の手戻り

を少なくする等の観点から検証シナリオを作成し、実地検証においてその有効性が確

認された。 

なお、視聴端末のメーカーが独自に行う事前検証の効率化や、検証環境を利用する

ための視聴端末の環境設定作業の効率化、ＶＯＤサービスやダウンロードサービスと
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いったサービスごとの検証用コンテンツや検証環境の準備作業の共通化による検証作

業の効率化など、実用化に向けたサービスレベルでの検証環境の構築や運用方法につ

いて、今後の検討が期待される。 

 

② ダウンロードサービス 

オープン・インターネットにおける映像配信サービスにおいて、現在普及している

商用系のＩＰＴＶサービスなどを参考にしながら、視聴端末の機能や視聴端末におけ

るサービス品質の評価を行う検証項目を作成した。 

また、視聴端末の検証中の不具合発生に伴う不具合箇所の分析や再検証の容易化の

観点から検証シナリオを作成した。 

実地検証の結果、相異なる環境下における検証シナリオの有効性及び効率性につい

て確認することができた。 

 

なお、様々なネットワーク回線による検証や他サービスと連携した検証が実施でき

る検証環境や、利用者の物理的、時間的制約を取り払うことのできる検証環境、検証

環境の機能の充実化や利便性向上など、実用化に向けたサービスレベルでの検証環境

の構築や運用方法について、今後の検討が期待される。 

（４）コンテンツホルダー－配信プラットフォーム連携サービス 

① ＣＰ連携サービス 

ＩＰＴＶダウンロードサービスの発展を円滑に実現するためには、提供されるコン

テンツの質及び量が充実することと、ユーザーが利用しやすい形で陳列等がなされる

ことが必要である。 

本調査研究では、ＩＰＴＶサービスの本格的な始動とともに議論や検討の活発化が

予想されるＣＰ連携サービスについて、そのような議論や検討のスタートポイントと

して活用できることを視野に入れて、具体的なサービスモデルとＣＰ連携インターフ

ェースとを立案した。また、それらに対する検証項目を作成するとともに、サービス

の運用や動作環境の構築等の観点から、検証項目を網羅的にかつ効率よく実施できる

検証シナリオを作成した。 

立案から実地検証に至る過程において、以下のような発展的な課題が抽出された。 

・ 層構造（高レベルメタデータと低レベルメタデータの分離）の課題 

メタデータについて層構造を持つことによって、視聴端末の開発負荷を軽減しつ

つサービスの拡張が可能となるが、一方で、ＣＰ連携サービスのあり様次第で、Ｉ

ＰＴＶサービスの整合性・即時性・多様性等に有意な差異が発生することが予想さ

れる。 

・ コンテンツ参照ＩＤの運用に関する課題  

コンテンツ参照ＩＤの運用を詳細化することによって、コンテンツ流通の追跡の

手間の軽減や、私的録画に対するメタデータ付与サービスの実施などが期待される。 

・ 応用的販売方法とメタデータに関する課題 

販売方式の発展に向けて、後方互換性をもったメタデータ仕様拡張方式の策定又
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は採用が有効と思われる。 

・ コンテンツ流通レイヤーの明確化に関する課題 

 

ＣＰ連携サービスの検討はＩＰＴＶサービスのコンテンツ流通のあり様の検討に

つながるものと思われる。今後の検討を進めるに当たっては、コンテンツ流通レイ

ヤーの明確化と、その社会的合意の形成への取組が有効に思われる。 

 
６ 目標の達成状況の分析 

（１）有効性の観点からの評価 

 

本調査研究の実施によって、多彩なコンテンツの流通・利活用形態の実現の促進や

当該基盤を活用した民間事業者による実ビジネスへの参入に向けた、安全かつ適切な

コンテンツ取引・制御可能な技術の実地検証が行われ、「５ 目標の達成状況」に記

載のとおり、一定の有効性が確認できたものと考える。 

（２）効率性の観点からの評価 

多様なコンテンツの流通のためには、コンテンツの保護と利便性の双方に配慮した

汎用的なコンテンツ利用連携技術の開発・実証が必要となるが、これは公共的なイン

フラの役割を果たす基盤的な技術であり、コンテンツの権利者、コンテンツホルダー、

通信事業者、端末・家電機器メーカー等多数の関係者の参画を確保しながら合意形成

を行うことが不可欠となる。  
本調査研究においては、国がリーダーシップを発揮して検討・合意形成の場を提供

し、実証実験の場を提供するとともに、

 

コンテンツホルダー、通信事業者、受信機製

造者といった他業種を横断した民間企業と連携協力して実施しており、これにより国

内外でＩＰＴＶに関する規格が乱立している昨今において、利用者の利便性や機器コ

ストの低減に繋がる仕様の標準化に向けた新たな試金石となりえる基盤が整備された。

今後のＩＰＴＶサービス市場の活性化や国際競争力の向上に向けて、効果的・効率的

な執行が行われたと考える。 

（３）今後の課題及び取組の方向性 

本調査研究は、平成 19 年度で終了しているが、本調査研究の目標であった、ユビキ

タスネットワーク時代に対応した安全かつ適切なコンテンツ取引・制御が可能な流通

基盤の整備については、「５ 目標の達成状況」に記載のとおり新たな課題も明らか

になっており、

以上のような観点から、コンテンツの流通促進の実現に資するサービスモデルの実

現に向けて、所要の技術的要素等の検討・検証等について引き続き取組を進めていく

ことが必要である。 

引き続いての推進が必要である。また、我が国は、「今後１０年間で５

兆円のコンテンツ市場の拡大」を政府の目標としており、コンテンツ市場の拡大に向

け、新たなプラットフォームの開発は急務である。  
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７ 政策評価の結果 

本調査研究における実証実験においては、コンテンツに係る権利の適切な保護の実現と

家庭等でのコンテンツ利用における高い自由度・利便性の確保の両立に向けた技術につい

て、多様なネットワーク・メディア環境におけるコンテンツの流通の円滑化、ユーザーイ

ンターフェースの効率化の観点から検証が行われ、円滑なコンテンツ利用に資する技術が

確立され、所期の目標が達成されており、また、その後の次世代ブロードバンドネットワ

ークにおける標準化活動等への動きを活発化させる等の成果をあげており、一定の有効性

が認められる。 
 
 
８ 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 

○本施策は「情報通信ソフト懇談会」（平成 15 年 3 月～平成 15 年 12 月）のデジタルコ

ンテンツワーキンググループ最終報告書における提言等も活用して検討されたもので

あり、政策効果の評価に当たっても活用した。 
 

・「第 7 条 流通構造を改革すること」について 
 「デジタルコンテンツの流通を促進するため、利用者にとって、ストレスのない

インフラ環境を整備する必要がある。このため、ブロードバンド・インターネット、

無線ＬＡＮ、デジタル放送などあらゆるデジタル通信インフラを動員し、・・・ユー

ザーフレンドリー・・・が確保された世界一のコンテンツ流通環境を整えるべきで

ある。」 
 

・「第 10 条 コンテンツから見た技術政策を展開すること」について 
① 「ユビキタスなどの新しい技術や新しい表現形式やジャンルを生んでいく。デジ

タル時代のコンテンツの発展にふさわしい技術政策を展開する必要がある。」 
② 「コンテンツ関連技術の開発・普及政策は、コンテンツの制作者と利用者の恩恵

を第一義に考えるべきであり、生産力向上、利用促進を図ることが肝要である。」、「制

作者や利用者から見ると、やすくて使いやすいことが大切」 
③ 「技術とコンテンツの相乗効果を促し、新しい技術を新しいコンテンツに結びつ

けていくビジネス環境を用意すべきである。」 
 
 
９ 評価に使用した資料等 

・ 「情報通信ソフト懇談会」デジタルコンテンツワーキンググループ新しいコンテン

ツ政策を考える研究会最終報告書（平成 15 年 12 月） 
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031225_8.html 

・ 「ユビキタスネットワーク時代に向けたマルチコンテンツ利用技術の開発・実証（調

査研究）の請負 調査研究報告書」（平成 20 年 3 月） 
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事例２－29 「科学衛星を開発・運用し、宇宙天文学や宇宙探査の分野で学術

的に意義の大きな成果を挙げ、宇宙科学の分野での世界的な研究拠

点となる」 

 

総務省から文部科学省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 本政策の評価では、太陽観測衛星「ひので」や月周回衛星「かぐや」等の科

学衛星の開発、運用の進捗状況により「評価の判断基準」を設定しており、評

価結果は、「当初計画どおりに衛星を開発し、打上げに成功した。打上げ後の運

用も計画通りに進捗している」ことから、「Ａ（想定どおり達成・概ね順調に進

捗）」としています。 

 一方、本政策に係る衛星を含む日本の衛星について、初期フェーズ及び１年

半程度経過時に、システム全損には至らないが機能・性能に制約を生じる不具

合が散発していることから、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）

では、平成 20 年３月に「衛星軌道上不具合分析・検討チーム」を発足し、同年

７月には、11 衛星を対象とした調査結果を公表しています。 

 同調査結果によると、本政策に係る衛星についても、機能・性能に制約を受

ける不具合が平成 19 年度中に発生しており、そのうち、太陽観測衛星「ひので」

に関する不具合については、下表のとおり、「ミッション達成に制約を生じる、

又は、可能性のあるもの」と分類されています。 

 

（表） 

衛星名 打上げ日 
件 名 

（打上げからの経過日数）

不具合の程度 

についての分類 

太陽観測衛

星「ひので」 

平成18年 

９月23日 

Ｘ帯変調器不具合 

（１年３か月） 

「ミッション達成に制約を生

じる、又は、可能性のあるもの」

（ＪＡＸＡの資料より） 

 

 しかし、評価書においては、当該不具合について特段の言及がないまま「打

上げ後の運用も計画通りに進捗している」としています。このため、政策の実

施状況について適切に分析を行い、その結果に基づいた評価を行っているのか、

評価の妥当性に疑問が持たれます。 

なお、前述の調査結果において、「ミッション達成に制約を生じる、又は、可

能性のあるもの」と分類されている不具合が、太陽観測衛星「ひので」のＸ帯

変調器不具合のほかに２件ありますが、これら不具合については、いずれも、

貴省の過年度の評価書において言及されています。 
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【事実関係の照会】 

（問） 

本政策の達成目標の達成度合いについては、指標の伸びではなく、行動計画

における目標の最終的な達成度合いに基づいた判断基準を設定して評価を行う

べきと考えますが、貴省の見解をお示しください。 

 

文部科学省から総務省への回答 

（回答） 

本政策に係る実績評価は、その目的に沿うよう、科学衛星の開発、運用の進

捗状況を把握することにより、目標の達成度を評価している。目標の達成度の

評価は、具体的には宇宙開発委員会推進部会が行ったプロジェクトの事前評価

において設定された「成功基準」に照らして行われている。その際、衛星で発

生した事象のうち、評価時点で「ミッション達成に制約を生じる、又は、可能

性のあるもの」については、これまでも実績評価書において記載してきたとこ

ろである。 

一方、研究開発はその過程で様々な事象を発生しうるものであることから、

衛星に関して評価前のある時点で発生し、かつ評価時点までに解決された事象

については、目標の達成度に影響を与えないため、実績評価書に記載する必要

はないと考えており、これまでも記載されていない。 

今回指摘のあった太陽観測衛星「ひので」に係る不具合については、実績評

価を行った時点（平成 20 年８月）においては、対応策についての調整が整って

いたことから「ミッション達成の制約に至らない」と判断されていたため、従

来どおり実績評価書に特段の記述はせず、全体として「当初計画どおりに衛星

を開発し、打上げに成功した。打上げ後の運用も計画通りに進捗している」と

評価したものである。 

したがって、実績評価の結果は妥当なものであり、これらの不具合について

実績評価書に特段の言及は必要なかったものと考える。 

本政策の評価時点で「ミッション達成に制約を生じる、又は、可能性のある」

衛星の不具合に関する情報については、今後も評価書に明記し、評価書の充実

を図ってまいりたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

指摘の不具合については、実績評価を行った時点においては、必要な調整が

整ったことから「ミッション達成の制約に至らない」と判断されたこと、その

ため評価書には特段の記述はしなかったとの事実関係が明らかになった。 

評価時点で「ミッション達成に制約を生じる、又は、可能性のある」衛星の

不具合に関する情報については、今後も評価書に明記し、評価書の充実を図っ

ていく旨の認識が示されたため、今後、評価書が提出された際に確認する。 
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事例２－30 「政策 水産物の安定供給の確保 目標① 低位水準にとどまっ

ている水産資源の回復・管理の推進」 

 

総務省から農林水産省への照会 

【事実関係照会の背景及び趣旨】 

 貴省基本計画では、実績評価方式による評価において、目標の達成度合いに

応じてランク分けを行うこととしており、達成度合いが 90％以上の場合にはＡ

（おおむね有効）、50％以上 90％未満の場合にはＢ（有効性の向上が必要である）、

50％未満の場合にはＣ（有効性に問題がある）としています。 

本目標に係る指標の一つである「(ウ)主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の

生産量の確保」について、平成 18 年度の生産量の実績値 1,754 千トンを基準値

とし、この基準値から７千トン増加させるとして、平成 19 年度の目標値を 1,761

千トンとしています。そして、平成 17 年度から 19 年度までの３年間の生産量

（実績値）の平均は 1,790 千トンであり、18 年度基準値から 36 千トン増加して

いることから、達成状況は 514％（36 千トン／７千トン）となり、達成ランク

を「Ａ」としています。 

この平成 19 年度目標値の設定において、18 年度基準値から７千トン増加させ

ることについて、なぜ７千トンなのか、その具体的な根拠は評価書上明らかに

されていません。 

また、評価書において、指標「(ウ)主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生

産量の確保」については、水産基本計画（平成 19 年３月 20 日閣議決定）にお

ける平成 29 年度の食用魚介類の持続的生産目標 495 万トンの内数である 1,929

千トンを達成するため、毎年一定割合で生産量を増大させるものとし、23 年度

目標値を 1,798 千トンとしていますが、18 年度から 23 年度までの増加量で 29

年度の生産量を算定すると 1,851 千トンとなり、29 年度目標値 1,929 千トンを

達成できないこととなります。 

しかし、評価書には、平成 23 年度目標値 1,798 千トンの達成に向けた各年度

の目標値は記載されているものの、具体的な設定の考え方は特に記載されてい

ません。また、平成 24 年度から 28 年度までの各年度の目標値及びその考え方

が記載されておらず、29 年度目標値 1,929 千トンの達成に至る 24 年度以降の具

体的過程は、評価書上明らかなものとはなっていません。 

 

【事実関係の照会】 

（問１） 

 平成 19 年度から 23 年度までの目標値の設定の考え方を具体的に御教示くだ

さい。また、平成 29 年度目標値 1,929 千トンの達成に向けた 24 年度から 28 年

度までの各年度の目標値及びその設定の考え方を御教示ください。 
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（問２） 

 指標「(ウ)主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保」について、

平成 19 年度から 23 年度までの目標値の具体的な設定の考え方や、24 年度から

28 年度までの各年度の目標値及びその設定の考え方など、水産基本計画におけ

る食用魚介類の持続的生産目標の目標年度に当たる、29 年度の本指標の最終的

な目標値 1,929 千トンの達成に向けての具体的過程が分かるような情報を、国

民に対する説明責任の徹底を図る観点から評価書に記載すべきであると考えま

すが、貴省の見解をお示しください。 

 

農林水産省から総務省への回答 

（問１の回答） 

本指標の最終的な目標値は、水産基本計画（平成 19 年 3 月 20 日閣議決定）

における平成 29 年度の食用魚介類の持続的生産目標 495 万トンの内数である

1,929 千トンとしています。 

平成 29年度の目標値である 1,929 千トンまで生産量を引き上げるに当たって、 

18年度基準値から23年度の５年間は毎年９千トン増加させることとしておりま

す。 

この毎年の増加量は、平成 18 年度から 29 年度を一括で見た場合には少ない

とのご指摘だと思いますが、これは、主たる魚種であるホタテガイ海面漁業生

産量が、16 年度から 18 年度にかけて台風、低気圧で発生した高波により、主要

な漁場において甚大な漁場被害（高波による放流後０～３年程度経過したホタ

テガイの死亡）が発生し、生育期間（商品サイズになるまで３～４年かかる）

からみて、19 年度から３～４年間は漁獲量が減少傾向になるところを、生産振

興により、23 年度までの間は 18 年度の漁業生産量を維持することとし、全体で

は毎年９千トン増加させることとしました。 

なお、平成 19 年度目標値は、18 年度のヒラメ、マダイ海面漁業生産量が一般

的な趨勢に比べて大きく、２千トン程度生産量が上回っていたことから、毎年

９千トン増加させる目標から差し引き、７千トンの増加としていたところです。 

以上の数値の動きについては、本指標を設定した平成 19 年 10 月公表の当該

評価書 ⑬－５の表にも記載しているところです。  

平成 24 年度から 28 年度までを含めた 29 年度までの各年度の目標値は、23 年

度目標値 1,798 千トンから 29 年度目標値 1,929 千トンに向け毎年一定割合（約

21.8 千トン）で生産量を増大させることとしています。 
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【表】平成 19 年度政策の実績評価書（案）⑬－５（平成 19 年 10 月公表）より抜粋 

（ウ）主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保（目標値） 

（単位：千トン）

18年度
(実績値)

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

1,754 1,761 1,771 1,780 1,789 1,798

サケ・マス類 231 233 234 236 238 239

ヒラメ 7 6 6 6 6 6

マダイ 16 15 15 15 15 15

クルマエビ 1 1 1 1 1 1

ガザミ類 3 3 3 4 4 4

ホタテガイ 272 272 272 272 272 272

アワビ類 2 2 2 3 3 3

海面養殖 1,181 1,188 1,194 1,201 1,208 1,215

内水面養殖 41 42 42 43 44 44

項目

養殖

合計

海面漁業

 

 

（問２の回答） 

 問１の回答に即し、評価書に目標設定の考え方を記載して参りたい。 

 

結果及び総務省の対応方針 

 平成 29 年度の本指標の最終的な目標値 1,929 千トンの達成に向けて、18 年度

から 23 年度までの毎年の増加量９千トンの設定の考え方、及び 24 年度から 29

年度までの各年度の目標値の考え方などが示されるとともに、評価書に目標設

定の考え方を記載する旨の認識が示されたことから、評価書が提出された際に

確認する。 
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